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第一部 【企業情報】

 
第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (百万円) 4,810 5,591 8,384 9,811 11,996

経常利益又は経常損失
(△)

(百万円) △97 △375 △330 2 1,566

親会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純
損失(△)

(百万円) △137 △141 △610 △2,576 1,533

包括利益 (百万円) △179 △155 △633 △2,550 1,564

純資産額 (百万円) 6,633 6,618 4,983 2,539 4,750

総資産額 (百万円) 7,865 7,939 9,931 7,024 9,436

１株当たり純資産額 (円) 82.44 78.53 59.65 29.13 53.18

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失(△)

(円) △1.79 △1.72 △7.50 △31.26 18.13

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － 17.75

自己資本比率 (％) 83.77 82.37 49.26 34.31 48.12

自己資本利益率 (％) － － － － 44.1

株価収益率 (倍) － － － － 31.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 24 71 △197 621 1,725

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △701 △483 △2,953 △880 △1,040

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,878 105 1,409 △221 285

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 5,537 5,231 3,489 3,008 3,979

従業員数
(名)

351 373 548 587 624
(外、平均臨時
雇用者数)

(33) (60) (82) (66) (77)
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(注) １．第８期より、金額表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため、

第７期についても、表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。

２．第７期から第10期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１

株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

３．当社は「株式付与ESOP信託」を導入しており、当該信託が所有する当社株式は、１株当たり純資産の算定

上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期純利益又は１株当た

り当期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除

する自己株式数に含めております。

４．第７期から第10期までの自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため、記載し

ておりません。

５．第７期から第10期までの株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため、記載してお

りません。

６．2021年８月12日開催の取締役会決議により、2021年８月28日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分

割を行いましたが、第７期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり

当期純損失を算定しております。

７．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト・パートタイム社員を含む、派遣社員は含まな

い。）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (百万円) 4,016 4,321 5,128 5,089 5,462

経常利益又は経常損失
(△)

(百万円) 50 △247 △430 △371 466

当期純利益又は当期純
損失(△)

(百万円) △49 △28 △970 △1,482 875

資本金 (百万円) 2,274 2,337 2,401 2,440 2,491

発行済株式総数 (株) 79,928,400 83,383,800 85,121,600 85,804,200 87,156,500

純資産額 (百万円) 6,701 6,765 4,792 3,417 4,939

総資産額 (百万円) 7,696 7,856 8,774 6,890 8,447

１株当たり純資産額 (円) 83.80 81.19 57.97 40.69 56.68

１株当たり配当額
(円)

－ － － － －
(うち１株当たり
中間配当額)

(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失(△)

(円) △0.65 △0.35 △11.92 △17.98 10.35

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － 10.14

自己資本比率 (％) 87.02 86.06 54.18 48.85 57.29

自己資本利益率 (％) － － － － 21.3

株価収益率 (倍) － － － － 54.2

配当性向 (％) － － － － －

従業員数
(名)

275 287 275 277 270
(外、平均臨時
雇用者数)

(33) (57) (36) (47) (55)

株主総利回り (％) － 42.0 73.6 39.0 72.5
(比較指標：配当込み
TOPIX)

(％) (－) (105.4) (148.4) (145.6) (195.3)

最高株価 (円) 1,150 883 670 580 924

最低株価 (円) 576 271 316 225 227
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(注) １．第８期より、金額表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため、

第７期についても、表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。

２．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。

３．第７期から第10期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１

株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

４．当社は「株式付与ESOP信託」を導入しており、当該信託が所有する当社株式は、１株当たり純資産の算定

上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期純利益又は１株当た

り当期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除

する自己株式数に含めております。

５．第７期から第10期までの自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため、記載しておりませ

ん。

６．第７期から第10期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。

７．従業員数は就業人員数であり、従業員数の（　）外書きは、臨時従業員（アルバイト・パートタイム社員を

含む、派遣社員は含まない。）の年間の平均雇用人員数であります。

８．当社は、2021年８月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりますが、第７期の期首に当

該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

(△)を算定しております。

９．2021年12月23日付をもって東京証券取引所マザーズ（現グロース）に株式を上場いたしましたので、第７期

の株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。第８期から第11期の株主総利回り及び比較指

標は、第７期末を基準として算定しております。

10．最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所グロース市場におけるものであり、それ以前

については東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。なお、2021年12月23日付をもって同取引

所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
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２ 【沿革】
 

2016年２月 東京都文京区において資本金100円で株式会社エクサインテリジェンスを設立

2016年８月 京都府左京区に京都オフィス開設

2017年８月 人工知能モデルのプラットフォーム「exaBase」を提供開始

2017年10月 デジタルセンセーション株式会社（資本金5,500万円）を経営統合、同時に商号を株式会社エク

サウィザーズに変更

2017年12月 本社を東京都港区浜松町に移転

2018年３月 超高齢社会における社会的課題の解決に向けて共同で取り組むことを目的に、SOMPOホールディ

ングス株式会社と資本業務提携

2019年５月 本社を東京都港区浜松町に移転

2019年７月 人事・人材領域における研究やサービス開発に共同で取り組むことを目的に、パーソルホール

ディングス株式会社と資本業務提携

2019年10月 愛知県名古屋市西区に名古屋オフィスを開設

2021年３月 保険事業及び全社DXの推進、新規事業開発を目的として、アフラック生命保険株式会社と業務提

携、またアフラック・インコーポレーテッドがその傘下のファンドを通じて当社に出資

2021年４月 AIプラットフォーム事業の強化を目的として、エクスウェア株式会社（現・連結子会社）の株式

を取得し、子会社化

2021年５月 本社を東京都港区東新橋に移転

2021年５月 「CareWiz トルト」の事業拡大に向け、福祉用具レンタル・販売の株式会社ヤマシタと合弁によ

り東京都港区東新橋に株式会社エクサホームケア（現・連結子会社）を設立

2021年８月 Well-being Tech領域での新事業・新サービスの創出に取り組むことを目的として、住友生命保

険相互会社と業務提携、また同社のCVCファンドが当社株式を取得

2021年12月 東京証券取引所マザーズ市場(現：グロース市場)に株式を上場

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に

移行

2022年11月 出光興産株式会社の中期経営計画に定める「スマートよろずや」構想の開発・社会実装等を目的

として、同社と業務提携、また同社が当社株式を取得

2023年４月 福岡県福岡市博多区に福岡オフィスを開設

2023年６月 幅広い顧客へのプロダクト・サービスの提供拡大を目的として、株式会社スタジアム(現・連結

子会社)の株式を取得し、子会社化

2023年10月 生成AI等に関するプロダクト・サービスの事業拡大に向け、株式会社Exa Enterprise AIを設立

2024年２月 健康・医療に関するプロダクト・サービスの事業拡大に向け、株式会社ExaMDを設立

2024年３月 本社を東京都港区芝浦（現・本店所在地）に移転

2025年６月 デジタル・AI領域における技術力及び事業開発力を相互に活かすことを目的として、エヌ・

ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（現・NTTドコモビジネス株式会社）と資本業務提

携、また同社が当社株式を取得

2025年８月 exaBase 生成AIの拡販と顧客の生成AI活用の定着及び生産性向上を目的として、企業のデジタル

支援等を提供するコクー株式会社と合弁により、AIスマートワーク株式会社を設立
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３ 【事業の内容】

当社グループは当連結会計年度末において、当社（株式会社エクサウィザーズ）、連結子会社５社及び持分法適用

関連会社１社による、合計７社により構成されています。

当社グループでは、「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」をミッションに掲げ、独自開発

のAIアルゴリズムやAIプロダクトと、様々な業界や業務に関する知見を組み合わせたAIサービスを顧客及び事業提携

先に開発・提供することで、多様な領域における社会課題の解決を図っております。

当連結会計年度末では以下の２つの事業を展開しています。

 

AIプロダクト事業
広範な顧客向けに、最小限の追加調整で即座に業務で活用可能なAIソフトウエアを

提供し、社会課題の解決を目指す

AIソリューションサービス

事業

大企業を中心として、顧客の経営課題解決を通じて、様々な業界の産業・社会課題

を発見し、その革新の実現を目指す
 

 
以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。

なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第５ 経理の状況　１ 連結財

務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」をご参照ください。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業の
内容(注)１

議決権の所有
割合又は被所有
割合(％)

関係内容

（連結子会社）      

エクスウェア株式会社
(注)２，３

東京都港区 10
AIソリューション
サービス事業

100
開発業務の委託
コーポレート業務の受託
役員の兼任

株式会社エクサホームケア 東京都港区 91 AIプロダクト事業 51
開発業務の受託
コーポレート業務の受託
役員の兼任

株式会社Exa Enterprise AI
(注)３

東京都港区 100 AIプロダクト事業 100
開発業務の受託
コーポレート業務の受託
役員の兼任

株式会社スタジアム
(注)３

東京都港区 100
AIプロダクト事業
AIソリューション
サービス事業

100
営業業務の委託
コーポレート業務の受託
役員の兼任

株式会社ExaMD 東京都港区 150
AIプロダクト事業
AIソリューション
サービス事業

100
開発業務の受託
コーポレート業務の受託
役員の兼任

（持分法適用関連会社）      

AIスマートワーク株式会社 東京都品川区 50 AIプロダクト事業 33
AIプロダクトの販売
生成AI導入・活用支援

 

(注) １．セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．エクスウェア株式会社、株式会社スタジアム及び株式会社Exa Enterprise AIについては、売上高（連結会

社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

 

主要な損益情報

 
エクスウェア株式会社　　　(1) 売上高　　　　 　 1,836 百万円

(2) 経常利益　　　  　 232 百万円

(3) 当期純利益　　     146 百万円

(4) 純資産額　　　  　 544 百万円

(5) 総資産額　　　  　 954 百万円

 

株式会社スタジアム　　　　(1) 売上高　　　　 　1,895 百万円

(2) 経常利益　　　  　 101 百万円

(3) 当期純利益　　  　 92 百万円

(4) 純資産額　　　  　 913 百万円

(5) 総資産額　　　 　1,169 百万円

 
 株式会社Exa Enterprise AI (1) 売上高　　　　　　 3,171 百万円

 (2) 経常利益　　　  　1,061 百万円

 (3) 当期純利益　　  　 664 百万円

 (4) 純資産額　　　    1,226 百万円

 (5) 総資産額　　　 　　2,343 百万円
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりです。なお、文中の将来に関する事項

は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

 
(1) 経営方針

当社グループは、「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」をミッションに掲げ、高いAI技

術力・ビジネス適用力を活かしその課題を解決することを目指しております。

創業来、当社グループはAIプラットフォーム事業を基盤とし、これまで様々な顧客企業との協働・提携を通じ

て、産業・社会課題の発見とその革新を実現してきました。そして、それらを汎用的なサービス・プロダクトへ昇

華するAIプロダクト事業を発展させることで、より広範な社会課題の解決に向け取り組んでいます。この２つの事

業の両輪を回していくことが、当社グループのビジネスモデル「AIぐるぐるモデル」の核心であり、これを経営方

針の中心に据えて事業を展開しています。

 

 
(2) 経営環境及び事業対象市場

2000年以降のインターネットの普及によるビッグデータの蓄積と、2012年頃から本格化した深層学習技術に代表

されるアルゴリズムの発展、そして2022年からの大規模言語モデル（LLM）をはじめとした生成AIの目覚ましい技術

革新により、AIサービスは着実に幅広い産業で利用され、新規サービスとして実装段階に至るまで発展を遂げてま

いりました。

特に当社が注力してプロダクト・サービス提供を行っている生成AIの市場は、国内市場だけで2030年には１兆

7,774億円、グローバルでは2,110億ドルに達するとの試算もあり、今後の大きな拡大が見込める市場として勃興し

てきました。

　市場では2025年を「AIエージェント元年」と位置づけ、足許のLLMの進化により生成AIやAIエージェントの業務へ

の利活用に向けた開発が加速しました。そして、引き続き2026年以降もAI需要が高まっていくことを見込んでおり

ます。また、各企業においても生成AIやAIエージェントへの有用性の実感が高まり、業務効率化や競争力強化のた

めの投資意欲も向上しており、当社としましても良好な事業環境が継続している状況となっております。
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(3) 経営戦略等

当社が創業以来続けてきた、個々のお客様の課題を汎用的な課題に昇華させ、より多くのお客様の課題を解決

するサービスを創り出す「AIぐるぐるモデル」がさらに発展を遂げました。AIエージェントと連携するAIプロダ

クトの創出を加速させることが可能となり、当社は「企業変革を実現するAIを実装する会社」として、顧客の真

の変革に貢献する存在へと進化しています。

 
今後当社としましては、企業がAIや生成AIを業務の中で当たり前に利活用していく中で、企業自らが生産性を

あげていく世界を実現していくことを目指し、当社の成長を支える「3P」と「Frontier」を軸とした以下４つを

中長期的な戦略方針として掲げてまいります。

 
①人（People）：変革を牽引し、現場実装とオペレーションを担う体制の強化

・顧客のAX（AIトランスフォーメーション）を強力に推進する人材、AIの現場実装を支援する人材、そして

　オペレーションを担う人材を通じて、テクノロジーの実装から運用までを伴走支援

 
②プラットフォーム（Platform）：AI導入・業務変革を支える基盤の進化とセキュリティ強化

・AI導入・運用を支える基盤、データ活用基盤、業務変革基盤として「exaBase」を深化

・exaBase 生成AIをexaBase Studioと連動させ、AIエージェントを駆動・管理する司令塔とするとともに、

　最新のLLMや内製化AIエージェントを安全に使いこなすための強固なセキュリティを構築

 
③プロダクト（Product）：特定課題を解決するAIプロダクト群の拡充とエージェント化

・特定業界・特定業務の課題を解決するAIプロダクト、SaaS、業務支援サービスを強力に推進

・当社の各種AIプロダクトにおけるAIエージェント対応に向けた開発を強化し、誰もが容易に

　AIエージェントを作成・活用できる世界を実現

 
④フロンティア（Frontier）：機動的な事業展開と戦略的パートナーシップの構築

・事業特化型子会社の機動性の高い設立を通じ、新たな事業領域へスピーディに展開

・事業成長をさらに加速していくため、有力企業との業務提携やJV（ジョイントベンチャー）組成を

　今後も積極的に実施

 
 (4) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、より高い成長性及び収益性を確保する観点から、連結売上高は最低30％成長を維持及び連結営

業利益の継続的な黒字を重要な経営指標と捉えています。
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(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

①　更なる新規プロダクトの創出と拡大

当社グループの戦略は、AIプラットフォーム事業により顧客企業へのAI導入を通じて蓄積した知見をもとに、

より広範に提供可能なAIプロダクトを開発・提供していくことにあります。今後も継続的に新たなAIプロダクト

を創出し、より多くの顧客へ提供していくことが必要と考えています。

 
②　内部管理体制の強化

当社グループは一層の事業拡大を見込む成長段階にあり、事業の拡大・成長に応じた内部管理体制の強化が重

要な課題であると認識しています。経営の公正性・透明性を確保すべく、コーポレート・ガバナンスを強化し、

適切な内部統制システムの構築を図ってまいります。

 
③　情報管理体制の強化

当社グループはサービス提供やシステム運用の遂行過程において、機密情報や個人情報を取り扱う可能性があ

り、その情報管理を強化していくことが重要であると考えています。現在、情報管理規程等に基づき管理を徹底

していますが、今後も社内教育・研修実施やシステム整備などを継続して行ってまいります。

 
④　グループ経営体制の確立

当社グループは近年の事業成長及び事業領域の拡大とともに、事業子会社の設立、協業先との合弁会社の設

立、競争力強化を目的とした企業買収等を行ってきたことでグループ会社数が増加しています。当社グループは

これに対応して、グループガバナンスの強化と経営資源配置の最適化を実現するグループ経営方針の設定及びそ

の持続的な遂行を担保する体制の確立を進めてまいります。

 
⑤　サステナビリティへの取組み

当社グループは、事業を通じた社会課題解決のためには、社内外のステークホルダーの期待に応え成長を継続

していくこと、またそのための環境を構築することが不可欠であると考えています。このためステークホルダー

の観点と、当社グループの持続的な成長基盤への重要性の観点から事業環境下の諸課題を検討し、そこから当社

グループとステークホルダーの両者にとって特に重要と考えられる課題を特定し、以下の５つを当社のマテリア

リティとして定義しました。

１．多様な人材の活躍

２．幅広い産業分野への事業展開

３．技術的優位性の確保と向上

４．強固なセキュリティによる安全なサービスの提供

５．ガバナンス・リスク管理体制

当社グループはこれらのマテリアリティに基づく企業活動を通じ、サステナビリティの推進と持続的な企業価

値の向上に取り組んでまいります。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりです。なお、文中の将来に関する事項

は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

 

当社グループは「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」をミッションとし、当社のすべての

活動の基本としております。

また、当該ミッション及び中長期的な成長持続の実現のために、サステナビリティに関わるリスク及び機会の把握

に努め、損失の低減と同時に社会課題解決につながるビジネスモデルの創出を図っていくことが重要であると認識し

ております。

そこで、広範なサステナビリティに関する課題のうち、当社グループにとって特に重要となるマテリアリティ及び

その解決のために当社グループが取り組むべき課題を以下のとおり特定したうえで、サステナビリティ推進体制を構

築し、サステナビリティに関する取組みを実施しております。

 

 

(1) サステナビリティ推進のための体制及び具体的な取組状況

①　ガバナンス

＜取締役会＞

取締役会は、サステナビリティ重要課題であるマテリアリティの特定を行い、サステナビリティに関するリス

ク及び機会について監視し、管理するための統制及び枠組みを定めたサステナビリティ基本方針の決定を行いま

す。マテリアリティ及びその解決のために当社が取り組むべき課題の特定は、以下のプロセスを経て行っており

ます。

(ⅰ)事業環境下の諸課題を各種国際規格や主要なESG評価項目などを参考に検討、抽出

(ⅱ)ステークホルダー視点での重要性及び当社が社会や環境に与えうるインパクト、それらの当社にとっての

重要性の二つの軸で事業活動を整理

(ⅲ)取締役会での議論を経て、マテリアリティを特定する

 

＜経営会議＞

代表取締役社長を議長とする経営会議が、取締役会が決定したサステナビリティ基本方針に基づき、当社グ

ループ全体におけるサステナビリティに関する活動を統括します。

経営会議の指揮命令のもと、マテリアリティに関するリスク・機会の識別及び管理その他のサステナビリティ

に関する活動は、マテリアリティに関連する各領域を担当するグループ執行役員、部門執行役員及び技術専門役

員を中心に、または必要に応じ各領域に関する委員会を組成して、これを行います。

 

　また、サステナビリティに関する活動を円滑に進めるため、コーポレート管掌部門に事務局を置きます。事務

局は、サステナビリティ活動に関する報告を取締役会へ行うとともに、サステナビリティに関する情報開示を行

います。
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なお、取締役会及び経営会議については、「第４ 提出会社の状況　４ コーポレート・ガバナンスの状況等　

(1) コーポレート・ガバナンスの概要　② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」の「ａ 取締役

会」及び「ｃ 経営会議」をご参照ください。

 

 
②　リスク管理

当社グループは、グループ全体のリスクマネジメントを統括・推進する主体を当社経営会議としたうえで、特

に事業上の重要性の高いリスクマネジメントを所管する組織としてリスク管理委員会を設置し、定常的なリスク

マネジメント及び危機発生時の対処のための体制を整備しております。かかるリスク管理体制の詳細について

は、「第４ 提出会社の状況　４ コーポレート・ガバナンスの状況等　(1) コーポレート・ガバナンスの概要」

の「② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」及び「③ 企業統治に関するその他の事項　ａ 内部

統制システムの整備の状況」ご参照ください。

マテリアリティをはじめとするサステナビリティ関連のリスク及び機会の識別、評価及び管理についても、基

本的にはかかるリスク管理体制に基づき行われます。また、特にマテリアリティに関するリスク・機会の識別及

び管理については、マテリアリティに関連する各領域を担当するグループ執行役員及び技術専門役員が中心と

なってこれらを行い、経営会議がかかる活動を指揮命令するとともに全体を統括することとしております。

 

③　戦略並びに、指標及び目標

当社グループでは、前述のガバナンス及びリスク管理に基づき、当社グループにとって特に重要となるマテリ

アリティ及びその解決のために当社グループが取り組むべき課題を特定した上で、それぞれ以下のとおり取組み

を進めております。なお、それぞれのマテリアリティに関する指標・目標について、＜多様な人材の活躍＞に係

る指標・目標を除き、定量的な指標・目標の算定・設定が困難であるため、現時点では具体的な指標・目標を設

定しておりませんが、各種取組みの継続又は現状以上の数値達成を目指して活動しております。
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＜多様な人材の活躍＞

当社は、国籍、年齢、性別等にかかわらず、社会課題解決への強い想いを持ち、高度な能力を有する多様な人

材、社名の由来でもある“10の18乗の魔法使い(ウィザード)”が集まり、お互いを高めあう組織を目指してお

り、このような人事・組織に関する基本的な方針及び考え方を示したCredoとDE＆I Statementを制定し、これら

に基づく取組みを推進しています。

なお、当該取組みの具体的内容については、「第２ 事業の状況　２ サステナビリティに関する考え方及び取

組　(2) 人的資本に関する戦略並びに、指標及び目標」をご参照ください。

 
＜幅広い産業分野の事業展開＞

当社は、AIソリューションサービス事業において、マルチセクター・マルチモーダルでの事業展開を推し進

め、多様な産業・社会課題を発見し、その革新を実現することを目指しております。また、それらを通じて得ら

れた知見をもとに、ユースケース・アルゴリズムを蓄積・改善し、AI/AIエージェントを用いたプロダクトの開

発・提供を行うことで、より広範な社会課題を解決することを目指しております。

さらに、特定のセクターにおけるプロダクトの開発及び社会実装を強化・推進していくことを目的として、当

社の特定の事業の分社化等を実施しております。

なお、当社グループの事業展開の具体的内容については、「第１ 企業の概況　３ 事業の内容」及び「第２ 事

業の状況　１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照ください。

 
＜技術的優位性の確保と向上＞

当社は、技術的卓越性の可視化と権利化を通じて競争優位性を高めるべく、様々な事業領域において培ったノ

ウハウを集積し、権利化すべきものについては積極的かつ戦略的に特許出願を行っております。

日本特許については、2026年３月末時点において、累計出願数310件、登録済特許154件を有しており、外国特

許についても、国際特許を出願しポートフォリオを強化しつつ、年々保有件数を増加させており、今後も積極的

かつ戦略的に特許出願を行っていきます。

 
＜強固なセキュリティによる安全なサービスの提供＞

当社が顧客に提供するAIモデルの学習対象となる情報の中には、当該顧客の経営戦略上極めて重要かつ機密性

が高い情報が含まれる場合があります。また、当社グループが提供するサービスでは、ユーザーの個人情報及び

ユーザーが保有する第三者の個人情報を取り扱っております。

当社は、そういった重要かつ機密性の高い情報の取り扱いに万全を期し、顧客に安全性の高いサービスを提供

することを通じて、顧客企業の発展に寄与し収益機会を維持拡大すべく、情報セキュリティマネジメントシステ

ム（ISMS）に関する国際規格の認証を取得しており、当該規格に基づき情報セキュリティ管理策を講じるととも

に、当該管理策の有効性を定期的にレビューし、必要に応じて見直しと継続的な改善を行っております。

 
＜ガバナンス・リスク管理体制＞

当社は、事業の持続可能性を高めるべく、取締役会並びに、監査役及び監査役会といった法定の機関に加え、

経営会議やリスク管理委員会を始めとした、目的に応じた様々な機関・組織を設置し、透明・公正かつ迅速・果

断な意思決定を行うための体制を強化しております。

なお、当社グループのガバナンス・リスク管理体制の具体的内容については、「第４ 提出会社の状況　４ 

コーポレート・ガバナンスの状況等　(1) コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。
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(2) 人的資本に関する戦略並びに、指標及び目標

①　戦略

当社は、「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」というミッションの達成には、社会課

題の解決のためにAI技術によって解くべき課題を発見・設定し、個々の課題から社会一般に汎用化できる課題を

見出し、それを解決するサービス・プロダクトを連続的に創り出すことが必要不可欠であると考えています。

 
そのため、国籍、年齢、性別等にかかわらず、社会課題解決への強い想いを持ち、高度な能力を有する多様な

人材、社名の由来でもある“10の18乗の魔法使い（ウィザード）”が集まり、お互いを高めあう組織を目指して

います。この考え方を、当社グループは、本章「(1) サステナビリティ推進のための体制及び具体的な取組状

況　③ 戦略並びに、指標及び目標」において特定しているマテリアリティ「多様な人材の活躍」として位置づけ

ています。

また、当社グループはグループシナジー戦略「3P×フロンティア」（人 People／プラットフォーム

Platform／プロダクト Product×事業・業界特化型の戦略子会社群）において、3Pの筆頭に「人（People）」を

据えており、人的資本は当社の経営戦略実行の起点と認識しています。本マテリアリティを実現するため、当社

は以下２つの基本方針を制定し、グループ全体への浸透を進めています。

 
■Credo

2025年10月に刷新した行動指針(Credo)は、「Move fast」「Wow Users」「Go Beyond」「AI First」「Grow

and Grow」の5つの要素で構成されております。本Credoの実践を通じて、当社グループが目指す経営戦略を、

全役職員及びグループ会社が共有すべき価値観・行動基準として浸透させ、強固な組織基盤のもとで事業推進

を図っております。
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■DE＆I Statement

多様な人材一人ひとりが能力を最大化できる環境を整え、組織全体としてのパフォーマンス向上を目的とし

ています。「機会の提供」「支援の提供」「文化の醸成」「オープンな環境の整備」の４点を重点取組として

推進しています。

 

なお、上記の経営戦略との連動性、並びに採用・育成・タレントマネジメント・DE＆Iの具体的な取組内容につ

いては、「第４ 提出会社の状況　５ 従業員の状況等　(1) 人材戦略に関する基本方針等」をご参照ください。

 
＜戦略推進のための取組み＞

当社グループでは、上記の基本的な考え方のもと、採用、育成及びタレントマネジメント、社内のインナーコ

ミュニケーション、ならびにDE＆I（Diversity, Equity ＆ Inclusion）の浸透を重点施策として、新たな社会課

題領域に挑戦し、それを解決するサービス・プロダクトを連続的に生み出せる組織づくりを進めています。各施

策の具体的な内容（採用方針、自社プロダクト「exaBase DXアセスメント＆ラーニング」をはじめとした、AIプ

ロダクト群を活用した育成体系、HRBP職を通じた事業部連携、DE＆Iコミュニティ活動等）については、「第４

提出会社の状況　５ 従業員の状況　(1) 人材戦略に関する基本方針等」をご参照ください。

 

②　指標及び目標

当社は、本マテリアリティ「多様な人材の活躍」の進捗を測定するため、以下のサステナビリティ視点の指標

を設定し、継続的にモニタリングしています。なお、開示府令で求められる必須指標（女性管理職比率／男性育

児休業取得率／男女間賃金格差／平均年間給与の対前事業年度増減率）ならびに当社独自指標（Credo浸透率）に

ついては、「第５ 企業の状況　５ 従業員の状況　(1)及び(2)」に記載しております。

 

＜社会課題解決に強い想いを持つ人材の採用、活躍＞

当社では四半期ごとに従業員エンゲージメント調査を継続実施し、コンディションサーベイの見直しを行い、

eNPSとワークエンゲージメントを重視しています。直近の１月末実施のサーベイでは、eNPSが－10.6％、ワーク

エンゲージメントは4.5となり、好調を維持しています。事業紹介イベントや新プロダクトに関する社内アナウン

ス等が好影響を与えていると考えており、今後も部署横断のコミュニケーションを継続していきます。

 

＜スキルの多様性の確保＞

エンジニア比率を概ね50％程度とし、女性従業員及び外国籍エンジニアの比率向上に取り組んでいます。当事

業年度において、女性従業員比率は29.4％、外国籍エンジニア比率は40％前後を維持しています。管理職及び執

行役員における女性・外国籍比率については、引き続き改善余地を認識しており、技術革新や事業環境の変化に

応じて柔軟に見直す動的KPIとして運用しています。

 
＜労働環境の整備＞

対面コミュニケーションを通じたプロダクト・サービスの成長及びイノベーション促進を目的として、週３日

程度の出社を基本としています。東京オフィスは広めのワークスペースを維持しつつ、大阪などの他拠点でも環

境整備を進め、多様な働き方を支援しています。また、「福利厚生ハンドブック」を公開し、各種補助等を一元

的に紹介することで、社員が必要な施策を活用しやすい仕組みを構築しています。

 
＜技術とツールの導入＞

自社プロダクト「exaBase」シリーズ及び生成AIツールやAIエージェントの社内活用を推進し、業務プロセスへ

のAI実装を進めています。また、社員一人ひとりが新しいテクノロジーをキャッチアップし業務に活用できるよ

う、「資格取得支援制度」や「特定資格取得報奨金」などの施策を整備しています。
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③　規模と構成

前述のとおり、当社グループの従業員数は連結で624名です。エンジニア比率50％を軸に、女性従業員比率

29.4％、外国籍エンジニア比率は40％前後を目安に組織運営を行っています。セグメント別・属性別の従業員数

の詳細は、「第１ 企業の概況　５ 従業員の状況等　(2) 従業員の状況」をご参照ください。

 
④　今後の展望

当社は、クライアント・ユーザー企業を先導する立場として、自社の業務プロセスにも最新のAI技術を積極的

に取り入れています。人材育成においては、社員一人ひとりが新しいテクノロジーをキャッチアップしCredoを体

現できるよう、「資格取得支援制度」や「特定資格取得報奨金」などの施策を充実させてきました。また、DE＆I

コミュニティでは育児休業やLGBTQなど多様なテーマに対応し、社員のボトムアップによる活動を推進していま

す。当事業年度における男性の育児休業取得率は92.9％となるなど、適切な制度とカルチャーの両面から多様な

人材が活躍できる環境を整備しています。

エンゲージメント調査では、引き続きeNPS及びワークエンゲージメントのスコアの高水準の維持を目指し、リ

アルタイムの分析や生成AIによるフィードバックの活用を進めます。挑戦的なアサインメントとオープンな社内

公募制度によって、年次や職種を超えた成長機会を提供し、持続的に社会課題解決のサービス・プロダクトを創

出できる人材と組織の発展を図ります。当社グループは今後も「AIを用いた社会課題解決」を実践する企業とし

て、世界中の人々の幸せと社会の発展に貢献するべく、人的資本のさらなる強化に取り組んでまいります。
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３ 【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状況、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりです。

また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断において重要であると考えられる事

項については積極的に開示しています。

当社グループは、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の迅速な対応に努め

る方針ですが、当社の株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容もあわせて、慎重に検討したうえで行

われる必要があると考えています。

当社グループのリスク管理を統合管理する主体は経営会議とし、統括する責任者を社長としてリスク管理にあたっ

ています。当社のリスク管理体制については、「第４ 提出会社の状況　４ コーポレート・ガバナンスの状況等　(1)

コーポレート・ガバナンスの概要」の「② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」及び「③ 企業統治

に関するその他の事項　ａ 内部統制システムの整備の状況」をご参照ください。

本項に記載している将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来にお

いて発生する可能性のあるリスクの全てを網羅していることを保証するものではありません。

 
(1) 事業に関するリスク

①　AI関連市場の成長性

当社グループの事業領域であるAI関連市場は、技術革新や各産業分野におけるAIの利活用の拡大・DX（デジタ

ルトランスフォーメーション）の取組みの加速、生成AIの普及などの影響を受け、市場成長率は好調に推移して

おり、今後もさらなる市場規模の拡大を続けることが予想されます。しかしながら、今後の市場成長率は、AI技

術に対する新たな法規制・政策の導入、関連市場の動向、景気変動によるユーザー企業のAI関連投資の縮小など

の外的要因による影響を受けるため、これらの影響による市場成長率の鈍化により、当社グループの事業、財政

状態及び業績に影響を与える可能性があります。

 
②　技術革新

AI技術の有用性・重要性はいまや世界的に認識されており、全世界の研究機関、企業、大学等によりAIの研究

開発が進んでおります。そのためAIの技術革新の速度は極めて速く、AI関連市場のさらなる成長や最新技術の取

り入れによるビジネス拡大の機会につながる一方で、技術革新のスピードや新たなビジネスモデルの出現による

市場環境の変化に当社グループが対応できない場合には、当社グループの事業、財政状態及び業績に影響を与え

る可能性があります。

 
③　競合の動向

当社グループの事業領域であるAI関連市場においては、多数の既存事業者が存在するほか、今後も業種にかか

わらず大手企業から高度に専門化した新興企業まで、様々な事業者による新規参入が見込まれます。当社グルー

プでは独自開発のAI技術と様々な業界や業務に関する知見を組み合わせたAIプロダクト・サービスを主軸とする

ことで圧倒的な競争優位性を保持しており、AI関連事業者の増大が直ちに競争上の脅威となるものではありませ

んが、当社グループより優れた技術開発力、営業力、ブランド又は知名度を有する他の事業者の動向によって

は、当社グループの期待通りに顧客を獲得・維持できないことも考えられます。

当社グループとしては、他の事業者と差別化を図ったAIプロダクト・サービスを開発・提供できるよう引き続

き邁進しますが、競争環境の激化等により、当社グループの事業、財政状態及び業績に影響を与える可能性があ

ります。

 
④　新規事業

当社グループの開発するAIプロダクト・サービスは、商品特性から幅広い産業に対して提供することが可能で

あり、今後も積極的かつ継続的に新プロダクト・サービス及び新規事業に取り組んでまいります。これによりシ

ステム投資や人件費等、追加的な支出が発生し、利益率が低下する可能性があります。また、新サービス及び新

規事業の導入・拡大・成長が当初の予測どおりに進まない場合、当社グループの事業、財政状態及び業績に影響

を与える可能性があります。
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⑤　合弁事業、出資・買収による事業拡大について

当社グループでは、「exaBase」を冠する各種プロダクト・サービスの機能の拡充を早期に図ってまいりたいと

考えています。従いまして、自社内での開発に向けての人員採用、技術基盤の強化、補完機能の拡充は当然なが

ら、適切なパートナーとの合弁事業などを通じた連携や、出資・買収を含めた様々な可能性についても探索しつ

つ、収益性、財務健全性及び当社の経営ポリシーに鑑みて案件を精査しています。

合弁事業の展開においては、パートナーとなる対象企業の業績や財政状態等についての詳細な調査をすること

に加え、当該合弁事業にかかる事業計画や相互の役割の定義、ガバナンス体制等について事前に合意することに

よって可能な限りリスクを回避するように努めていきますが、合弁事業開始後に双方の経営方針に相違が生じ、

意図していたシナジー効果が得られないといった可能性も否定できません。この場合においても、投資資金の回

収が困難となる可能性や当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

出資・買収においては、対象となる企業の財務や税務、法務などの契約関係及び事業の状況等について事前に

社内外の専門家と詳細なデューデリジェンスを実施し、価値評価に関しては第三者評価機関の見解も踏まえ、可

能な限りリスクの低減に努めてまいります。しかしながら、出資・買収後に、事業環境に急激な変化が生じた場

合やその他予期し得ない理由により当初の計画通りに事業が進展しない場合には、当社グループの財政状態及び

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、出資・買収後に予期せぬ偶発債務の発生や未認識債務が判明

するリスクを完全に取り除くことは困難であり、かかるリスクが顕在化した場合には当社グループの業績や財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。

買収に伴いのれんを計上した場合、対象会社の業績の悪化等により減損の兆候が生じ、その将来的な効果であ

る回収可能価額がのれんの帳簿価額を下回る場合には、のれんの減損処理を行う可能性があり、当社グループの

業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

買収を実施する際は自己資金、金融機関からの借入、社債及びエクイティファイナンス等で調達していくこと

を基本方針としております。当社が資金需要に応じて適時かつ適切な条件で買収資金を調達できる保証はなく、

必要な資金調達ができなかった場合、又は当社にとって不利な条件での資金調達をせざるを得ない場合や、新た

なファイナンスによる負担や株式価値の希薄化及び自己資本の変動のほか、新たに借入金を利用した場合、市場

金利の変動の状況によっては、借入金利息の負担の増大等により、当社グループの業績・財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。

 
⑥　業績の季節変動

わが国においては、商習慣上３月を期末月とする企業が多く、当社グループの一部サービスは企業向けに事業

転換・事業創出を支援するものであることから、当社グループの顧客企業は新年度である４月に向けて、３月末

までに当社グループのサービス提供を求める例が多くみられます。そのため、当社グループの売上高は、当社グ

ループの第４四半期（１月から３月まで）、特に３月に偏在する傾向があり、特定の四半期業績のみをもって当

社グループの通期業績見通しを判断することは困難です。

 
⑦　特定の顧客企業における投資行動の変化等のリスク

当社グループは、多数の顧客企業との取引がある一方で、特定の顧客企業とも良好な取引関係を継続している

ことが強みです。それら顧客企業におけるIT投資行動の変化や経営方針の変更、事業環境の急変、特定業種にお

ける規制・制度変更等によっては、当社グループの経営成績や営業活動に影響を与える可能性があります。
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⑧　システム障害

当社グループが提供しているAIサービスの大半は、サービスの基盤を大手クラウド環境に展開しております。

したがって、自然災害や事故によりクラウド環境が大規模に毀損した場合には、サービスの提供が困難となりま

す。サイバー攻撃等により当社サービス基盤への攻撃を受けた場合には、システム障害により事業遂行が困難に

なることや、事業上の重要機密が漏洩する可能性があります。また、予想外の急激なアクセス増加等による一時

的な過負荷やその他予期せぬ事象によるサーバーダウン等により、当社グループのサービスが停止する可能性が

あります。さらに、当社グループが利用する第三者提供のクラウドサービス、外部サービス、外部API等において

重大な障害やサイバー攻撃等が発生した場合には、当社グループのサービス提供に重大な支障が生じる可能性が

あります。

これまで当社グループにおいて、そのような重大な事象は発生しておりませんが、今後このようなシステム障

害等が発生し、サービスの安定的な提供が行えないような事態が発生した場合には、当社グループの事業、財政

状態及び業績に影響を与える可能性があります。

 
⑨　知的財産権におけるリスク

当社グループのビジネス上、当社グループが開発又は保有する技術、ソフトウェア、データ、ノウハウ、コン

テンツ、ブランドその他の知的財産・無形資産の保護は重要であります。当社グループは、知的財産権の獲得・

管理、営業秘密の管理等に努めておりますが、これらが十分に保護されない場合には、当社グループの事業、財

政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは、可能な範囲で第三者の知的財産権の調査を行うとともに、利用する第三者のソフト

ウェア、データ、AIモデル、API、コンテンツ等について、契約条件、利用規約及びライセンス条件の確認に努め

ております。しかしながら、当社グループの事業領域に関する第三者の知的財産権を網羅的に把握することは困

難であり、また、当該契約条件等の解釈、適用範囲又は変更等により、当社グループが第三者の知的財産権を侵

害し、又は第三者から権利侵害若しくは契約違反を主張される可能性は否定できません。かかる場合には、ロイ

ヤリティ又はライセンス料の支払、損害賠償請求、サービスの仕様変更・提供停止、信用低下等により、当社グ

ループの事業、財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

さらに、生成AIに関連する技術やサービスに関し、知的財産権の権利関係、侵害該当性、契約上の権利義務、

ライセンス条件及び生成物の権利帰属等について、国内外で法的な議論やガイドラインの整備が進展しているも

のの、技術の発展が速く、個別事案への適用関係及び責任範囲については、なお不確実性が残っております。当

社グループでは、これらの動向を踏まえ、ガイドライン等の策定・見直し、役職員への周知・教育、契約審査及

び利用条件の確認等に努めておりますが、当社グループ、委託先、提携先又は利用者による生成AI関連技術・

サービスの利用態様等に関連して、第三者から知的財産権侵害、契約違反、不正競争その他の権利侵害を主張さ

れる可能性は否定できず、かかる場合には、当社グループの事業、財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。
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⑩　法的規制

現在、当社グループが営むAI関連事業については、日本国内において直接的かつ実効性の高い規制法令はあり

ませんが、2025年５月に「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」が成立し、AI技術の研究

開発と活用の推進、透明性の確保等に関する基本的な方針が示されています。また、欧州連合（EU）においては

AIの開発・提供・利用に関する包括的な規制法（AI Act）が2024年８月に発効し、2025年２月から禁止AI、2025

年８月から汎用AIに関する規定がそれぞれ適用開始されており、2026年８月からハイリスクAIを含む残りの大部

分に関する規定が段階的に適用される予定です。これらの法令は現時点では当社グループの事業活動に直接的な

制約を課すものではありませんが、今後の法解釈や運用の変更等により影響が生じる可能性があります。

なお、当社グループがAI・生成AIを用いてコンテンツ及びサービスを展開する領域においては、医薬関連の

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、採用関連の「職業安定法」や金融関

連の「銀行法」(電子決済等代行業に対する規制)などの特定の事業に対する法的規制のほか、「不当景品類及び

不当表示防止法」「特定商取引に関する法律」「個人情報の保護に関する法律」などの一般的な法的規制を受け

ております。

当社グループでは、これらの法令を遵守するために、コンプライアンス体制の整備等を含む管理体制充実に取

り組んでおります。しかしながら、将来において、当社グループが提供するコンテンツ及びサービスが法的規制

に抵触する可能性を完全に否定することはできません。

また、昨今AIに関する法規制が活発に議論される中、今後法的規制が変更されたり、AIに関する法令その他新

たな法令等の制定や法解釈の変更がなされることにより、当社グループの事業が制約され、これらにより当社グ

ループの事業、財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

 
⑪　AI倫理・AIガバナンス

当社グループは、人間の尊厳を守り、国際的に認められた人権を尊重し、持続可能ですべての人が希望を持て

る社会を作るという基本的な価値観に従って、AIシステムを開発し運用しなければならないと認識しておりま

す。 

かかる認識の下、当社グループでは、AIシステムの開発や運用を行う事業者として基本的な行動規範となる

「AI基本ポリシー」を策定しております。そして、「AI基本ポリシー」に基づき、G７広島サミットで提唱された

「広島AIプロセス」や総務省及び経済産業省が策定した「AI事業者ガイドライン」をはじめとする指針やガイド

ラインに対応するため、「AI倫理ハンドブック」を策定し、当社グループ内に展開・運用しております。さら

に、リスク管理委員会によって、当社グループの開発・提供するAIプロダクト・サービスやAIエージェントの適

切性について定期的にレビューしております。

加えて、法律や公共政策、AI技術等の様々な分野の専門家による「AIの適切性に関する有識者委員会」を設立

し、上記当社グループの取組みへの評価・助言を受けることによって、その適切性を担保しております。

しかしながら、AI倫理やAIガバナンスを巡る社会的な要請は急速に変化し続けており、このような変化に当社

グループが適応できない場合が生じる可能性があります。また、AIの出力について完全にコントロールすること

は難しく、当社グループが開発・提供したAIプロダクト・サービスやAIエージェントが、または当社グループの

AIプロダクト・サービスやAIエージェントを通して、お使いいただいているお客様が、意図せず社会規範・倫理

を逸脱するような結果を引き起こす可能性も完全には否定できません。このような場合には、当社の社会的信用

が低下し、ひいては当社グループの事業、財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
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⑫　のれん及び顧客関連資産の減損リスク

当社グループは、企業買収の際に生じたのれん及び顧客関連資産を計上し、一定期間で償却を行っておりま

す。当該のれん及び顧客関連資産については将来の収益力を適切に反映しているものと判断しておりますが、事

業環境の変化等により期待する成果が得られなかった場合には、当該のれん及び顧客関連資産について減損損失

を計上し、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 
⑬　無形固定資産（ソフトウエア）の減損リスク

当社グループは、自社利用のソフトウエアのうち第三者提供目的（クラウドサービス）のソフトウエアについ

て、将来の収益獲得が確実と認められるものに限り無形固定資産として資産計上しており、一定期間で償却を

行っております。

ソフトウエアの開発に際しては、市場環境等を慎重に見極めておりますが、市場や競合状況の急激な変化など

により、今後利用が見込めなくなった場合や、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合には、

除却あるいは減損の対象となる可能性があります。

このような場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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(2) 経営管理体制に関するリスク

①　人材の採用及び育成

当社グループは、事業の拡大に伴い顧客企業のデジタル・AI戦略やAI/AIエージェントのビジネス活用を促す事

業開発を担当する人材や、自社サービスのインフラやアプリケーション等のソフトウエア開発を行うエンジニア

の採用・育成を進めております。しかしながら、事業規模の拡大に応じた当社グループ内における人材育成、外

部からの優秀な人材の採用等が計画どおりに進まず、必要な人材を確保することができない場合には、当社グ

ループの事業、財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

 
②　特定の人物の影響力

当社グループの創業者である代表取締役社長CEO 春田真は、経営戦略、事業戦略等当社グループの業務に関し

て専門的な知識・技術を有し、重要な役割を果たしております。当社グループでは、取締役会等において役員及

び従業員への情報共有や権限移譲を進めるなど組織体制の強化を図りながら経営体制の整備を進めており、経営

に対するリスクを最小限にしております。しかしながら、春田が当社グループを退職した場合、当社グループの

事業、財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

 
③　内部管理体制

当社グループは、企業価値の持続的な増大を図るために、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するととも

に、人材、資本、サービス、情報資産の適正かつ効率的な活用をすることが不可欠であるとの認識のもと、業務

の適正性及び財務報告を含む報告の信頼性の確保、さらに健全な倫理観に基づく誠実性及び法令遵守の徹底が必

要と認識しております。そのためにも、当社グループでは内部管理体制の充実に努めております。しかしなが

ら、今後の事業の急速な拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追いつかない状況が生じる場合には、適切

な業務運営が困難となり、当社グループの事業、財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

 
④　コンプライアンス体制

当社グループは、企業価値の持続的な増大を図るために、コンプライアンス体制が有効に機能することが重要

であると考えており、コンプライアンスに関する社内規程を策定するとともに、役員及び従業員を対象として定

期的に社内研修を実施し、コンプライアンスの重要性の周知徹底を図っております。しかしながら、これらの取

組みにもかかわらずコンプライアンス上のリスクを完全に解消することは困難であり、今後の当社グループの事

業運営に関して法令等に抵触する事態が発生した場合、当社グループの事業、財政状態及び業績に影響を与える

可能性があります。

 
⑤　情報管理

当社グループのAIが学習対象とする情報の中には、顧客の経営戦略上極めて重要かつ機密性が高い情報が含ま

れる場合があります。また、当社グループが提供するサービスでは、ユーザーの個人情報及び顧客が保有する第

三者の個人情報、顧客の機密情報を取り扱っております。これらの情報の取扱いについては、情報セキュリティ

マネジメントシステム（ISMS）認証を取得し、情報管理に関する諸規程の整備及び適切な運用、技術的対策の構

築に努めておりますが、従業員及び委託先関係者の故意・過失、事故、災害、悪意をもった第三者による不正ア

クセス、AIエージェントの誤作動・不正行為、その他予期せぬ要因等により情報の漏洩、消失、不正使用又は不

適切な取扱が発生した場合、損害賠償責任やセキュリティシステム改修のための多額の費用負担を負う可能性及

び当局による行政処分等の対象となる可能性があるほか、顧客からの信用を失うことにより取引関係が悪化する

可能性があり、当社グループの事業、財政状態及び業績に重大な影響を与える可能性があります。
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(3) その他のリスク

①　大規模な自然災害等

当社グループは、有事に備えた危機管理体制の整備に努め対策を講じていますが、台風、地震、津波、感染症

等の自然災害等が想定を大きく上回る規模で発生した場合、当社グループ又は当社グループの取引先の事業活動

に影響を及ぼし、当社グループの事業、財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。

 
②　為替変動

当社グループが提供するコンテンツ・サービスや業務には、一部海外のサービスやプラットフォームを利用し

ているため、為替変動の影響を受けます。現時点において、その影響は軽微ですが、将来の為替変動によって、

当社グループの業績、財政状態及び事業展開に影響を与える可能性があります。

 
③　新株予約権の行使による株式価値の希薄化

当社では、当社グループの役員及び従業員に対するインセンティブを目的とし、新株予約権を付与しており、

2026年３月末における発行済株式総数に対する潜在株式数の割合は4.5％となっております。これらの新株予約権

が行使された場合には、当社の株式が発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可

能性があります。

 
④　資金使途

上場時に実施した公募増資による調達資金については、プロダクト開発投資、採用費、マーケティング費用、

借入金の返済、運転資金及び研究開発費に充当しております。また、2025年５月に実施したＮＴＴドコモビジネ

ス株式会社との資本業務提携に伴う第三者割当増資による調達資金については、同社との共同事業の開発費及び

開発のための既存エンジニアに係る人件費に充当しております。さらに、2026年４月に実施した株式会社三井住

友フィナンシャルグループとの資本業務提携を伴う第三者割当増資による調達資金については、SMBCグループと

のプロジェクトを遂行するための専任体制の構築に係る費用に充当するとともに、当社単独で足りない先端技術

や専門知見を補完することを目的としたM＆A等の戦略的投資に充当しております。

しかしながら、急激に変化する事業環境により柔軟に対応するため、現時点における計画以外の使途にも充当

される可能性があります。また、計画に沿って資金を使用した場合でも想定通りの投資効果を上げられない場

合、当社グループの経営成績並びに財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑤　繰越欠損金

当社グループは、税務上の繰越欠損金を有しております。これは法人税負担の軽減効果があり、今後当該繰越

欠損金の繰越期間の使用制限範囲内において納税額の減少をさせることにより、キャッシュ・フロー改善に寄与

することが見込まれます。

しかしながら、当社グループの業績が順調に推移することで繰越欠損金を上回る課税所得が発生した場合、及

び当社グループの業績の下振れ等により繰越期限の失効する繰越欠損金が発生した場合は、課税所得からの控除

が受けられなくなり、通常の税率にもとづく法人税等の納税負担が発生することで、当社グループの業績及び資

金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」)の

状況の概要は次のとおりであります。

 
①　財政状態及び経営成績の状況

(経営成績)

売上高

当連結会計年度における売上高は11,996百万円(前期比＋22.3％)となりました。これは主に、AIプロダクト

事業において、当社サービスの利用数が増加したことによるものです。

 

売上原価、売上総利益

当連結会計年度における売上原価は3,994百万円(前期比－3.6％)となりました。これは主に、売上原価とな

るシステム利用料が増加した一方、減価償却費が減少したことによるものです。

以上の結果、当連結会計年度の売上総利益は8,002百万円(前期比＋41.2％)、売上総利益率は66.7％となりま

した。

 

販売費及び一般管理費、営業損益

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は6,408百万円(前期比＋13.5％)となりました。これは主に、販管費

となる人件費等、広告宣伝費及びシステム利用料が増加したことによるものです。

以上の結果、当連結会計年度の営業利益は1,594百万円(前年度は23百万円の営業利益)となりました。

 

営業外損益、経常損益

当連結会計年度の営業外収益は14百万円(前期比＋32.4％)、営業外費用は42百万円(前期比＋31.2％)となり

ました。

以上の結果、当連結会計年度の経常利益は1,566百万円(前年度は２百万円の経常利益)となりました。

 

特別損益、親会社株主に帰属する当期純損益

当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は1,546百万円(前年度は2,505百万円の税金等調整前当期純損失)

となりました。

特別利益として、２百万円計上しました。特別損失として、22百万円計上しました。これは、AIソリュー

ションサービス事業に属する連結子会社が保有するソフトウエア資産について、収益性が低下した資産グルー

プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として22百万円計上したことによるものです。

また、税効果会計の適用において将来減算一時差異に対して追加的に繰延税金資産を計上したこと等によ

り、法人税等調整額として464百万円をマイナスに計上しました。これは、今後の業績見通し等を踏まえ、将来

の課税所得が確保できる見通しとなったことで、繰延税金資産の回収可能性が高まったと判断したことによる

ものです。

以上の結果、当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、1,533百万円(前年度は2,576百万円の親

会社株主に帰属する当期純損失)となりました。
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(セグメント業績)

報告セグメントの業績をより適切に評価するため、当連結会計年度より報告セグメントの区分方法を変更して

おり、従来「AIプロダクト事業」「AIプラットフォーム事業」「その他サービス事業」の３つを報告セグメント

としていたものを、「AIプロダクト事業」「AIソリューションサービス事業」の２つに変更しております。

詳細は、「第５ 経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記

載のとおりであります。

なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを記載して

おります。

 
AIプロダクト事業

当連結会計年度においては、既存プロダクトの販売拡大に加え、各企業の本格的なAI投資に伴う市場の急拡

大の中で、生成AIやAIエージェントの開発にも積極的に取り組んでまいりました。

企業・自治体向けDX人材育成「exaBase DXアセスメント＆ラーニング」は、導入社数が2026年３月時点で

2,534社となり、利用者数が約42万人に到達するなど、引き続き増加しました。「exaBase 生成AI」は、導入社

数が2026年３月時点で1,422社、利用者数が約12万人と、好調に推移しました。

このような旺盛な需要に応えるために、新規プロダクトの開発・営業に係る投資に伴う人件費等やプロダク

ト提供に係るシステム利用料などが増加した一方で、前連結会計年度に計上したソフトウエア資産等の減損損

失により、当連結会計年度に計上した減価償却費が減少しました。

この結果、売上高は4,916百万円(前期比＋60.9％)、売上総利益は4,068百万円(前期比＋76.9％)、売上総利

益率は82.8％(前期比＋7.5pt)、営業利益は1,866百万円(前期比＋147.9％)となりました。

 
AIソリューションサービス事業

当連結会計年度においては、あらゆる産業において企業のAI・DX支援に関する非常に強いニーズが拡大して

おり、こうした旺盛な需要を背景に、引き続き多数の大手企業とAIプロジェクトによるイノベーション創出に

取り組んでまいりました。また、AI開発案件の精査による営業生産性の向上で人件費や業務委託費等を抑制で

きたことに加え、前連結会計年度に計上した減損損失による減価償却費の減少もあり、利益体質が大きく改善

いたしました。このように案件精査や人員の配置転換等の体制移行を優先していた状況下におきましても、拡

大するAI需要を確実に取り込んだことで、第３四半期連結会計期間以降は施策効果が顕在化し、売上は増加基

調で推移いたしました。

この結果、売上高は7,238百万円(前期比＋2.7％)、売上総利益は4,099百万円(前期比＋12.2％)、売上総利益

率は56.6％(前期比＋4.8pt)、営業利益は2,217百万円(前期比＋58.7％)となりました。
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(財政状態)

資産

当連結会計年度末における資産合計は9,436百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,411百万円増加いたし

ました。現金及び預金が970百万円、売掛金及び契約資産が484百万円、ソフトウエアが631百万円それぞれ増加

したことによるものであります。

 
負債

当連結会計年度末における負債合計は4,685百万円となり、前連結会計年度末に比べ200百万円増加いたしま

した。これは主に、未払金が425百万円、未払法人税等が254百万円増加した一方、借入金が315百万円減少した

ことによるものであります。

 

純資産

当連結会計年度末における純資産合計は4,750百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,211百万円増加いた

しました。これは主に、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（現NTTドコモビジネス株式会社）

を割当先とする第三者割当てにより、自己株式を処分したこと等による自己株式496百万円の減少、親会社株主

に帰属する当期純利益1,533百万円を計上したことによるものであります。

 
②　キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ970百万円増加し、3,979百万円とな

りました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりです。

 
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは1,725百万円の収入(前連結会計年度は621百万円の収入)となりました。

主な増加要因は税金等調整前当期純利益1,546百万円、未払金及び未払費用増加額358百万円、減価償却費468百万

円等、主な減少要因は売上債権の増加額484百万円、法人税等の支払額215百万円等によるものです。

 
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは1,040百万円の支出(前連結会計年度は880百万円の支出)となりました。

これは主に、無形固定資産の取得による支出948百万円等によるものです。

 
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは285百万円の収入(前連結会計年度は221百万円の支出)となりました。こ

れは主に、自己株式の処分による収入496百万円、長期借入による収入300百万円等の増加があった一方で、長期

借入金返済による支出615百万円等があったことによるものです。
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③　生産、受注及び販売の実績

ａ　生産実績

当社グループが提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

 

ｂ　受注実績

当社グループが提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

 

ｃ　販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称

当連結会計年度
(自　2025年４月１日至　2026年３月31日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

AIプロダクト事業 4,916 160.9

AIソリューションサービス事業 7,238 102.7

合計 12,155 120.3
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものです。

 
①　重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されてお

ります。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産及び負債又は損益の状況に影響を与える見積りを用いて

おります。これらの見積りについては、連結財務諸表作成時に入手可能な情報及び合理的な基準に基づき判断し

ておりますが、見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらと異なることがあります。

連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについ

ては、「第５ 経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）」に記

載のとおりです。

 
②　経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの分析については、前記「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載の

とおりです。

 
③　資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、当社プロダクト・サービスを新規開発、拡大していくための

開発人員及び営業人員の人件費・採用費及び顧客獲得のための広告宣伝費です。これらの資金需要に対しては、

自己資金、金融機関からの借入、社債及びエクイティファイナンス等で調達していくことを基本方針としていま

す。

 
④　経営成績に重要な要因を与える要因について

経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの分析については、前記「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載の

とおりです。

 
⑤　経営者の問題意識と今後の方針に関して

経営者の問題意識と今後の方針については、前記「１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のと

おりです。
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５ 【重要な契約等】

当連結会計年度において、新たに締結した重要な契約等は次のとおりであります。

 
（吸収分割（簡易吸収分割）による事業承継）

当社は、2026年２月12日開催の取締役会において、当社のHR Tech事業を完全子会社である株式会社Exa

Enterprise AIへ承継させることに関し決議しました。

詳細につきましては、「第５ 経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項（重要な後発事

象）」に記載のとおりです。

 
（子会社の設立）

当社は、2026年３月12日開催の取締役会において、株式会社Exa Frontier Edgeを設立することについて決議いた

しました。

詳細につきましては、「第５ 経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項（重要な後発事

象）」に記載のとおりです。

 
（連結子会社間の吸収合併及び連結子会社との吸収分割）

当社は、2026年５月12日開催の取締役会決議において、当社グループが展開するAIプロダクト事業のソーシャル

領域における介護事業向け「CareWiz」シリーズのポートフォリオを再編し、事業成長の加速と経営資源の最適配分

を図ることを目的に完全子会社である株式会社ExaMDに事業を集約することを決議しました。

詳細につきましては、「第５ 経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項（重要な後発事

象）」に記載のとおりです。

 
（子会社の設立）

当社は、2026年６月９日開催の取締役会において、株式会社Exa Interaction Design Labを設立することについ

て決議いたしました。

詳細につきましては、「第５ 経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項（重要な後発事

象）」に記載のとおりです。

 
（子会社の設立）

当社は、2026年６月22日開催の取締役会において、株式会社エクサフォワード九州を設立することについて決議

いたしました。

詳細につきましては、「第５ 経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項（重要な後発事

象）」に記載のとおりです。
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６ 【研究開発活動】

当社グループは、AIによる社会課題の解決を目指して、AI技術を活用した各種プロダクトの研究開発に取り組んで

おります。研究体制はAIプロダクト事業部、AIプラットフォーム事業部及び技術統括部にて取り組んでおります。当

連結会計年度において計上された研究開発費の総額は391百万円であり、全社共通部門での計上額81百万円を含んでお

ります。なお、セグメント別の詳細は以下のとおりです。

 
(1) AIプロダクト事業

主として既存プロダクトに関連する研究開発を行いました。当連結会計年度における研究開発費の金額は252百万

円であります。

 
(2) AIソリューションサービス事業

主として医療・ヘルスケア分野やSalesTech事業に関連する研究開発を行いました。当連結会計年度における研究

開発費の金額は57百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資の総額は1,065百万円であり、主な内容はプロダクト開発に係るものであります。

 
２ 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

 
(1) 提出会社

      2026年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の
内容

帳簿価額
従業員数
(人)建物

(百万円)

工具、器具
及び備品
(百万円)

ソフト
ウエア
(百万円)

合計
(百万円)

本社
(東京都港区)

AIプロダクト事業、
AIソリューション
サービス事業及び
全社共通

本社
事務所

41 48 623 713 244(39)

浜松オフィス
(静岡県浜松市中央区)

全社共通
事務所
設備

－ 0 － 0 6(2)

大阪オフィス
（大阪府大阪市北区)

全社共通
事務所
設備

0 2 － 2 17(10)
 

(注) １．上記建物は賃借物件であり、年間賃借料は98百万円であります。

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト・パートタイム社員を含む、派遣社員は含まない。)

は、年間の平均人員を(　)外数で記載しております。

３．現在休止中の主要な設備はありません。

 
(2) 国内子会社

    2026年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額
従業員数
(人)建物

(百万円)

工具、器具
及び備品
(百万円)

ソフト
ウエア
(百万円)

合計
(百万円)

エクスウェア
株式会社

本社
(東京都
港区)

AIソリューション
サービス事業

本社
事務所

16 6 － 22 105(2)

株式会社
エクサホームケア

本社
(東京都
港区)

AIプロダクト事業
本社
事務所

－ － 57 57 2(0)

株式会社
Exa Enterprise AI

本社
(東京都
港区)

AIプロダクト事業
本社
事務所

－ － 325 325 81(8)

株式会社ExaMD
本社
(東京都
港区)

AIソリューション
サービス事業
AIプロダクト事業

本社
事務所

－ － 41 41 12(0)

株式会社
スタジアム

本社
(東京都
港区)

AIソリューション
サービス事業
AIプロダクト事業

本社
事務所

93 19 － 113 154(12)

 

(注) １．上記建物は賃借物件であり、年間賃借料は92百万円であります。

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト・パートタイム社員を含む、派遣社員は含まない。)

は、年間の平均人員を(　)外数で記載しております。

３．株式会社エクサホームケア、株式会社Exa Enterprise AI及び株式会社ExaMDの従業員は、当社からの出向者

のうち当社主務の者を除いております。

４．現在休止中の主要な設備はありません。

 

(3) 在外子会社

該当事項はありません。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

 
(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 301,232,000

計 301,232,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2026年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年６月22日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 87,156,500 96,955,500
東京証券取引所
グロース市場

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。
単元株式数は100株でありま
す。

計 87,156,500 96,955,500 ― ―
 

(注)　「提出日現在発行数」欄には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)

 

決議年月日 2016年７月20日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員　１

新株予約権の数(個) ※ 0(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

0(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 17(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自　2018年８月１日　至　2026年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 17
資本組入額 8.5

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

なお、新株予約権の割当日後、当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合で、付与

株式数の調整を行うことが適切なときには、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、係

る調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果１

株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数× 株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
 

また、当社が吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株

式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、取締役会の決議により、合理的

な範囲で付与株式数の調整を行うことができる。

２．新株予約権の割当後、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合、次の算式に

より調整された行使価額に付与株式数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切

り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割・株式無償割当て・株式併合の比率
 

また、新株予約権の割当後、時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式を発行(株式の無償割当てに

よる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による

場合、公正な価額による新株式の発行の場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除

く。)する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数を切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

ただし、上記算式中の「既発行株式数」は、上記の新株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済

普通株式総数から、当該時点における当社の保有する普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の時価」を

「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。

上記のほか、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする

場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
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３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、

当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職、その他新株予約権者の退任若しく

は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会決議により認められた場合は、この限りでな

い。

②　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当

該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

③　新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、各新株予約権の１個未満

の行使はできないものとする。

④　新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、当社取締役会決議により、当該新株予約権者の権利行使を認めない旨を

決定することができる。この場合においては、当該新株予約権は当該決議日をもって会社法第287条の

規定に基づき消滅するものとする。

⑤　新株予約権者は、当社の議決権の51％以上を単独で保有する株主が存在している場合、又は当社株式が

金融商品取引所(日本国外における同種の組織を含む。)に上場された場合に限り、新株予約権を行使す

ることができる。

⑥　新株予約権者は、経過年数に応じて下記記載の割合により権利行使可能となるものとする(以下、権利

行使可能となることを「ベスティング」という。)。但し、新株予約権者が当社、当社の子会社又は当

社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位をも喪失した場合又は死亡した場合は、当該

時点以降のベスティングは終了するものとする。なお、ベスティングされる新株予約権の数について

は、新株予約権者に付与された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、１株未

満の株式についてはこれを切り捨てる(但し、３回目のべスティングは、べスティング割合に関わら

ず、乙に付与された新株予約権のうちべスティングされていない残りの新株予約権全てがべスティング

されるものとする。)。

べスティング時期
行使可能期間
開始日の前日

行使可能期間
開始日の前日から１年後

行使可能期間
開始日の前日から２年後

べスティング回数 １回目 ２回目 ３回目

べスティング割合 50％ 25％ 25％
 

４．組織再編時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発

生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき

吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生

日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権

(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編存続会社」という。)の新株予約権を交

付することとし、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編存続会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株

式移転計画において定めることを条件とする。

①　交付する再編存続会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編存続会社の株式の種類

再編存続会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編存続会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)１に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って

決定される当該各新株予約権の目的である再編存続会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

再編成後払込金額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)２で定められる１株当たり行使価

額を調整して得られる金額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日か

ら、本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の内容に準じて決定する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編存続会社の承認を要する。
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⑧　新株予約権の取得条項

本新株予約権の内容に準じて決定する。

⑨　その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)３に準じて決定する。

 

第３回新株予約権(2016年12月12日取締役会決議)

 

決議年月日 2016年12月12日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員　１

新株予約権の数(個) ※ 500[0](注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

50,000[0](注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 17(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2019年１月１日　至 2026年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 17
資本組入額 8.5

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

(2026年５月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[　]内に記載してお

り、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社エクサウィザーズ(E37158)

有価証券報告書

 37/176



 

第４回新株予約権(2017年12月11日取締役会決議)

 

決議年月日 2017年12月11日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　１
当社従業員　22

新株予約権の数(個) ※ 0(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

0(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 22(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2019年12月20日　至 2027年11月19日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 22
資本組入額 11

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。

 
第５回新株予約権(2018年２月５日取締役会決議)

 

決議年月日 2018年２月５日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員　３

新株予約権の数(個) ※ 100[0](注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

10,000[0](注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 22(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2020年２月14日　至 2028年１月13日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 22
資本組入額 11

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

(2026年５月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[　]内に記載してお

り、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。
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第６回新株予約権(2018年８月28日取締役会決議)

 

決議年月日 2018年８月28日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　１
当社従業員　33

新株予約権の数(個) ※ 4,900[4,800](注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

490,000[480,000](注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 70(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2020年９月22日　至 2028年８月21日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 70
資本組入額 35

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

(2026年５月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[　]内に記載してお

り、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。

 
第７回新株予約権(2019年２月22日取締役会決議)

 
決議年月日 2019年２月22日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社監査役　１
当社従業員　25

新株予約権の数(個) ※ 630(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

63,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 70(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2021年３月12日　至 2029年２月11日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 70
資本組入額 35

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。
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第８回新株予約権(2019年６月28日取締役会決議)

 

決議年月日 2019年６月28日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　１
当社従業員　41

新株予約権の数(個) ※ 5,200[4,550](注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

520,000[455,000](注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 100(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2021年７月20日　至 2029年６月19日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 100
資本組入額 50

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

(2026年５月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[　]内に記載してお

り、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。

 
第９回新株予約権(2019年６月28日取締役会決議)

 

決議年月日 2019年６月28日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社監査役　２
社外協力者　２

新株予約権の数(個) ※ 300(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

30,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 100(注)３

新株予約権の行使期間 ※ 自 2019年７月19日　至 2029年７月18日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 101.9
資本組入額 50.95

新株予約権の行使の条件 ※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)５
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注) １．本新株予約権は、新株予約権１個につき190円で有償発行しております。

２．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

なお、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式

により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない

新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これ

を切り捨てるものとする。
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調整後付与株式数＝調整前付与株式数× 分割(又は併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場

合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと

する。

３．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割(又は)併合の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の

処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式

の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割

当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を

必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

４．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から５

年を経過する日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合にのみ、残存するすべての本新株

予約権を行使することができる。

(a) 100,000円(ただし、上記(注)３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)

を上回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、普通株式の株価とは異な

ると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

(b) 100,000円(ただし、上記(注)３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)

を上回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株

予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除

く。)。

(c) 当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、100,000円(ただし、

上記(注)３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を上回る価格を対価

とする売買その他の取引が行われたとき。

(d) 当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品

取引所における当社普通株式の普通取引の終値が100,000円(ただし、上記(注)３において定められた

行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を上回る価格となったとき。

②　上記①にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に

掲げる事由のいずれかが生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使するこ

とができない。

(a) 10,000円(ただし、上記(注)３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を

下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第

３項・同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認

められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

(b) 10,000円(ただし、上記(注)３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を

下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予

約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

(c) 当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、10,000円(ただし、

上記(注)３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を下回る価格を対価

とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株価

よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(d) 当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品

取引所における当社普通株式の普通取引の終値が10,000円(ただし、上記(注)３において定められた

行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を下回る価格となったとき。

③　新株予約権者が顧問、アドバイザー、取引先等として一定の契約関係を継続して有しなくなった場合、

当社は、当社取締役会決議により、当該新株予約権者の権利行使を認めない旨を決定することができ

る。この場合においては、当該新株予約権は当該決議日をもって会社法第287条の規定に基づき消滅す

るものとする。

④　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
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⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない

５．組織再編時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予

約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以

下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)２に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記(注)３で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、

本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の内容に準じて決定する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧　その他新株予約権の行使の条件

上記(注)４に準じて決定する。

⑨　新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権の内容に準じて決定する。

⑩　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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第10回新株予約権(2019年８月27日取締役会決議)

 

決議年月日 2019年８月27日

付与対象者の区分及び人数(名) 社外協力者　１

新株予約権の数(個) ※ 750[0](注)２

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

75,000[0](注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 100(注)３

新株予約権の行使期間 ※ 自 2019年９月10日　至 2029年９月９日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 101.9
資本組入額 50.95

新株予約権の行使の条件 ※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)５
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

(2026年５月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[　]内に記載してお

り、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)１～５．「第９回新株予約権(2019年６月28日取締役会決議)」の(注)１～５に記載のとおりです。

 
第11回新株予約権(2019年９月20日取締役会決議)

 

決議年月日 2019年９月20日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員　14

新株予約権の数(個) ※ 150(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

15,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 100(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2021年10月６日　至 2029年９月５日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 100
資本組入額 50

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。
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第12回新株予約権(2019年12月18日取締役会決議)

 

決議年月日 2019年12月18日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員　21

新株予約権の数(個) ※ 600[450](注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

60,000[45,000](注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 100(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2021年12月28日　至 2029年11月27日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 100
資本組入額 50

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

(2026年５月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[　]内に記載してお

り、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。

 
第13回新株予約権(2020年２月20日取締役会決議)

 

決議年月日 2020年２月20日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員　28

新株予約権の数(個) ※ 600(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

60,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 100(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2022年３月５日　至 2030年２月４日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 100
資本組入額 50

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。
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第14回新株予約権(2020年６月19日取締役会決議)

 

決議年月日 2020年６月19日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　３
当社従業員　38

新株予約権の数(個) ※ 1,350(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

135,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 100(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2022年７月７日　至 2030年６月６日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 100
資本組入額 50

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。

 
第15回新株予約権(2020年９月18日取締役会決議)

 

決議年月日 2020年９月18日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員　20

新株予約権の数(個) ※ 150[50](注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

15,000[5,000](注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 100(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2022年10月４日　至 2030年９月３日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 100
資本組入額 50

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

(2026年５月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[　]内に記載してお

り、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。
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第16回新株予約権(2020年12月16日取締役会決議)

 

決議年月日 2020年12月16日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員　10

新株予約権の数(個) ※ 150(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

15,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 100(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2022年12月27日　至 2030年11月26日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 100
資本組入額 50

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。

 
第17回新株予約権(2021年３月19日取締役会決議)

 

決議年月日 2021年３月19日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員　13

新株予約権の数(個) ※ 400(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

40,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 200(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2023年４月１日　至 2031年２月28日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 200
資本組入額 100

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。
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第18回新株予約権(2021年３月19日取締役会決議)

 

決議年月日 2021年３月19日

付与対象者の区分及び人数(名) 社外協力者　１

新株予約権の数(個) ※ 500(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

50,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 200(注)３

新株予約権の行使期間 ※ 自 2021年３月31日　至 2031年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 204.2
資本組入額 102.1

新株予約権の行使の条件 ※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)５
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注) １．本新株予約権は、新株予約権１個につき420円で有償発行しております。

２．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

なお、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式

により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない

新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これ

を切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数× 分割(又は併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場

合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと

する。

３．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割(又は)併合の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の

処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式

の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割

当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を

必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

４．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から５

年を経過する日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合にのみ、残存するすべての本新株

予約権を行使することができる。

(a) 100,000円(ただし、上記(注)３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)

を上回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、普通株式の株価とは異な

ると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
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(b) 100,000円(ただし、上記(注)３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)

を上回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株

予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除

く。)。

(c) 当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、100,000円(ただし、

上記(注)３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を上回る価格を対価

とする売買その他の取引が行われたとき。

(d) 当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品

取引所における当社普通株式の普通取引の終値が100,000円(ただし、上記(注)３において定められた

行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を上回る価格となったとき。

②　上記①にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に

掲げる事由のいずれかが生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使するこ

とができない。

(a) 20,000円(ただし、上記(注)３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を

下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第

３項・同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認

められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

(b) 20,000円(ただし、上記(注)３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を

下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予

約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。

(c) 当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、20,000円(ただし、

上記(注)３において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を下回る価格を対価

とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株価

よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(d) 当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品

取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20,000円(ただし、上記(注)３において定められた

行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を下回る価格となったとき。

③　新株予約権者が顧問、アドバイザー、取引先等として一定の契約関係を継続して有しなくなった場合、

当社は、当社取締役会決議により、当該新株予約権者の権利行使を認めない旨を決定することができ

る。この場合においては、当該新株予約権は当該決議日をもって会社法第287条の規定に基づき消滅す

るものとする。

④　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５．組織再編時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予

約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以

下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)２に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記(注)３で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、

本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の内容に準じて決定する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
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⑧　その他新株予約権の行使の条件

上記(注)４に準じて決定する。

⑨　新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権の内容に準じて決定する。

⑩　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
第19回新株予約権(2021年６月30日取締役会決議)

 

決議年月日 2021年６月30日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員　28

新株予約権の数(個) ※ 2,790[2,650](注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

279,000[265,000](注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 200(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2023年７月10日　至 2031年６月９日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 200
資本組入額 100

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

(2026年５月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[　]内に記載してお

り、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。

 
第20回新株予約権(2021年６月30日取締役会決議)

 

決議年月日 2021年６月30日

付与対象者の区分及び人数(名) 社外協力者　１

新株予約権の数(個) ※ 100(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

10,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 200(注)３

新株予約権の行使期間 ※ 自 2021年７月９日　至 2031年７月８日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 204.2
資本組入額 102.1

新株予約権の行使の条件 ※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)５
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※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注)１～５．「第18回新株予約権(2021年３月19日取締役会決議)」の(注)１～５に記載のとおりです。

 
第21回新株予約権(2021年７月20日取締役会決議)

(付与対象者の区分及び人数：「時価発行新株予約権信託設定契約」の受託者１名)

 
当社はストック・オプション制度に準じた制度として第21回新株予約権を発行しております。

当社取締役である春田真は、現在及び将来の当社及び当社の子会社・関連会社の取締役、監査役若しくは従業員又

は顧問若しくは業務委託先等の社外協力者向けのインセンティブ付与を目的として、2021年７月20日開催の取締役会

決議に基づき、2021年７月28日付でコタエル信託株式会社を受託者として、以下のとおり時価発行新株予約権信託(以

下、「本信託」という。)を設定しており、当社は本信託に対して、2021年６月30日開催の定時株主総会及び2021年７

月20日開催の取締役会決議に基づき、第21回新株予約権を発行しております。本信託は、当社グループの役職員等に

対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の

努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社グループの役職員等に対しても、新株予約権の

分配を可能とするものでもあります。第21回新株予約権の分配を受けた者は、当該第21回新株予約権の発行要項及び

取り扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。

 

名称 時価発行新株予約権信託

委託者 春田真(当社取締役)

受託者 コタエル信託株式会社

信託契約日(信託契約開始日) 2021年７月28日

新株予約権数 7,500個

信託期間満了日 受益者指定権が行使された日

信託の目的 第21回新株予約権7,500個

受益者適格要件

受益者指定権者が受益者指定日に受益候補者の中から受益者として指定
した者。なお、受益候補者は、発行会社及びその子会社・関連会社にお
ける、取締役、監査役及び従業員並びに顧問及び業務委託先(但し、い
かなる場合にも、①委託者が個人の場合、委託者及びその親族並びにこ
れらの者を実質的支配者とする法人や組合を含まない、②委託者が法人
の場合、委託者並びに委託者の実質的支配者及びその親族を含まない、
③委託者が個人又は法人のいずれの場合にも発行会社含まない)並び
に、時価発行新株予約権契約の定めに基づき新たに設定された他の時価
発行新株予約権信託における受託者としてのコタエル信託株式会社
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なお、第21回新株予約権の概要は以下のとおりであります。

 

決議年月日 2021年７月20日

付与対象者の区分及び人数(名) 「時価発行新株予約権信託設定契約」の受託者　１

新株予約権の数(個) ※ 4,252(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

425,200(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 200(注)３

新株予約権の行使期間 ※ 自 2021年８月６日　至 2031年８月５日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 204.2
資本組入額 102.1

新株予約権の行使の条件 ※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)５
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注)１～５は「第18回新株予約権(2021年３月19日取締役会決議)」の(注)１～５に記載のとおりです。

 
第22回新株予約権(2021年７月20日取締役会決議)

 

決議年月日 2021年７月20日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員　６

新株予約権の数(個) ※ 100(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

10,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 200(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2023年８月５日　至 2031年７月４日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 200
資本組入額 100

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注)１～４は「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)１～４に記載のとおりです。
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第23回新株予約権(2023年４月18日取締役会決議)

 

決議年月日 2023年４月18日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員　３

新株予約権の数(個) ※ 1,500(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

150,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 340(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2025年５月９日　至 2033年４月８日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 340
資本組入額 170

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

なお、新株予約権の割当日後、当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合で、付与

株式数の調整を行うことが適切なときには、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、係

る調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果１

株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数× 株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
 

また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合には、当社は、取締役会の決議

により、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができる。

上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができ

る。

２．「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)２に記載のとおりです。

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、

当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職、その他新株予約権者の退任若しく

は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会決議により認められた場合は、この限りでな

い。

②　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当

該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

③　新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、各新株予約権の１個未満

の行使はできないものとする。

④　新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、当社取締役会決議により、当該新株予約権者の権利行使を認めない旨を

決定することができる。この場合においては、当該新株予約権は当該決議日をもって会社法第287条の

規定に基づき消滅するものとする。

⑤　新株予約権者は、経過年数に応じて下記記載の割合により権利行使可能となるものとする(以下、権利

行使可能となることを「ベスティング」という。)。但し、新株予約権者が当社、当社の子会社又は当

社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位をも喪失した場合又は死亡した場合は、当該

時点以降のベスティングは終了するものとする。なお、ベスティングされる新株予約権の数について

は、新株予約権者に付与された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、１株未

満の株式についてはこれを切り捨てる(但し、３回目のべスティングは、べスティング割合に関わら

ず、乙に付与された新株予約権のうちべスティングされていない残りの新株予約権全てがべスティング

されるものとする。)。
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べスティング時期
行使可能期間
開始日の前日

行使可能期間
開始日の前日から１年後

行使可能期間
開始日の前日から２年後

べスティング回数 １回目 ２回目 ３回目

べスティング割合 50％ 25％ 25％
 

４．「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)４に記載のとおりです。

 
第24回新株予約権(2023年５月11日取締役会決議)

 

決議年月日 2023年５月11日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役　３

新株予約権の数(個) ※ 4,000(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

400,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 625(注)２

新株予約権の行使期間 ※ 自 2025年７月15日　至 2033年６月14日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 625
資本組入額 312.5

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注) １．「第23回新株予約権(2023年４月18日取締役会決議)」の(注)１に記載のとおりです。

２．「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)２に記載のとおりです。

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社、

当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職、その他新株予約権者の退任若しく

は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会決議により認められた場合は、この限りでな

い。

②　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当

該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。

③　新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、各新株予約権の１個未満

の行使はできないものとする。

④　新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も

有しなくなった場合、当社は、当社取締役会決議により、当該新株予約権者の権利行使を認めない旨を

決定することができる。この場合においては、当該新株予約権は当該決議日をもって会社法第287条の

規定に基づき消滅するものとする。

⑤　本新株予約権者は、新株予約権の割当日から権利行使期間の満了日(2033年６月14日)までの期間におい

て、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも目標株価(1,200円)を上回る価

格となった場合に限り、新株予約権を行使することができる。但し、割当日後に当社普通株式につき株

式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合は、次の式により調整した後の数値を目標株価とす

る。なお、調整後の目標株価は、１円未満の端数を切り上げる。

調整後
目標株価

＝
調整前
目標株価

×
１

株式分割・株式無償割当て・株式併合の比率
 

４．「第２回新株予約権(2016年７月20日取締役会決議)」の(注)４に記載のとおりです。
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第25回新株予約権(2025年７月24日取締役会決議)
 

決議年月日 2025年７月24日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　３
当社従業員　３

新株予約権の数(個) ※ 9,600(注)２

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
※

960,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 449(注)３

新株予約権の行使期間 ※ 自 2027年７月１日　至 2035年８月７日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格　 452.5
資本組入額 226.25

新株予約権の行使の条件 ※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければ
ならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)５
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年５月31日)に

おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

(注) １．本新株予約権は、新株予約権１個につき350円で有償発行しております。

２．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

なお、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式

により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない

新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これ

を切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数× 分割(又は併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場

合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと

する。

３．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割(又は)併合の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の

処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式

の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の１株あたりの時価」を「処分前の１株あたりの

時価」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場

合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合

理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
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４．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、 2027 年３月期から 2029 年３

月期までのいずれかの事業年度において、 当社の連結売上高が、下記（a）から（b）に掲げる各水準

を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合

の個数を権利行使することができる。

　(a)17,500 百万円を超過している場合：行使可能割合 50％

　　(b)20,000 百万円を超過している場合：行使可能割合 100％

　　なお、上記における連結売上高の判定に際しては、当社の有価証券報告書の数値を参照するものとし、

決算期の変更、適用される会計基準の変更、国際財務報告基準の適用、その他当社の業績に多大な影響

を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当社の連結損益計算書（連結損益計算書を作成してい

ない場合には損益計算書）に記載された数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断し

た場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものと

する。

②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締

役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理

由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５．組織再編時の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは、新設分割、（それぞれ当社

が分割会社となる場合に限る。）、または、株式交換またもしくは株式移転（以上を総称して以下、「組織

再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発

生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき

新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全

親会社の成立の日をいう。）に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号

イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそ

れぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた

場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)２に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記(注)３で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、

本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　本新株予約権の内容に準じて決定する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

　　譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧　その他新株予約権の行使の条件

　　上記(注)４に準じて決定する。

⑨　新株予約権の取得事由及び条件

　　本新株予約権の内容に準じて決定する。

⑩　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2021年８月２日
(注)１

普通株式
194,180

Ａ種優先株式
△127,100

Ｂ種優先株式
△50,130

Ｃ種優先株式
△16,950

普通株式
753,080

― 100 ― 2,482

2021年８月28日
(注)２

普通株式
74,554,920

普通株式
75,308,000

― 100 ― 2,482

2021年12月22日
(注)３

普通株式
4,000,000

普通株式
79,308,000

2,164 2,264 2,164 4,647

2021年４月１日～
2022年３月31日(注)４

普通株式
620,400

普通株式
79,928,400

9 2,274 9 4,657

2022年７月８日
(注)５

―
普通株式
79,928,400

― 2,274 △1,735 2,921

2022年４月１日～
2023年３月31日(注)４

普通株式
3,455,400

普通株式
83,383,800

63 2,337 63 2,984

2023年４月１日～
2024年３月31日(注)４

普通株式
1,737,800

普通株式
85,121,600

64 2,401 64 3,048

2024年４月１日～
2025年３月31日(注)４

普通株式
　　682,600

普通株式
 85,804,200

39 2,440 39 3,088

2025年４月１日～
2026年３月31日(注)４

普通株式
　1,352,300

普通株式
 87,156,500

50 2,491 50 3,138
 

(注) １．優先株式の取得及び消却

当社は、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式のすべてにつき、株主による取得請求権の行使に基づ

き2021年８月２日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得

したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式は、2021年８月２日付で会社法第178条に基づきすべて消

却しております。

２．2021年８月28日付の株式分割(１：100)による増加であります。

３．有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格　　　　　1,150円

引受価額　　 　1,082.45円

資本組入額　　 541.225円

払込金総額　　4,329百万円

４．新株予約権の行使による増加であります。

５．会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものでありま

す。

６．2026年４月１日から2026年５月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が249,000株、

資本金及び資本準備金がそれぞれ11百万円増加しております。

７．2026年４月16日を払込期日とする、株式会社三井住友フィナンシャルグループを割当先とする第三者割当に

よる新株式の発行により、発行済株式総数が9,550,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,697百万円増

加しております。
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(5) 【所有者別状況】

 2026年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 6 29 173 57 137 34,919 35,321 ―

所有株式数
(単元)

― 72,940 15,370 209,074 37,828 2,737 532,277 870,226 133,900

所有株式数
の割合(％)

― 8.38 1.77 24.03 4.35 0.31 61.16 100.0 ―
 

(注) １．自己株式12,105単元は、「個人その他」に含まれております。

２．「金融機関」の欄には、株式付与ESOP信託が所有する当社株式5,642単元が含まれております。

３．「株主数」の「計」の欄には単元未満株式のみ所有の株主数は含めておりません。単元未満株式のみを所有

する株主数は5,183名です。
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(6) 【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ベータカタリスト 東京都世田谷区成城６丁目29-12 8,185 9.53

坂根　裕 東京都文京区 3,776 4.40

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区赤坂１丁目８番１号 3,254 3.79

古屋　俊和 大阪府寝屋川市 3,215 3.74

株式会社ＲＨ 東京都世田谷区成城６丁目29-12 3,000 3.49

株式会社ＫＨ 東京都世田谷区成城６丁目29-12 3,000 3.49

株式会社日本カストディ銀行(信
託口)

東京都中央区晴海１丁目８－12 2,946 3.43

上田八木短資株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目４－２ 2,000 2.33

春田　真 東京都世田谷区 1,572 1.83

Ｄ４Ｖ１号投資事業有限責任組
合

東京都港区南青山５丁目４－５１　シャトー
青山第一５０１

1,500 1.74

計 ― 32,448 37.77
 

(注)　発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま

す。なお、株式付与ESOP信託が所有する564千株につきましては、自己株式に含んでおりません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2026年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 1,210,500  ―

完全議決権株式(その他)

普通株式

858,121

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であります。
１単元の株式数は、100株であり
ます。

85,812,100

単元未満株式
普通株式

― ―
133,900

発行済株式総数 87,156,500 ― ―

総株主の議決権 ― 858,121 ―
 

(注)　株式付与ESOP信託が所有する当社株式564,283株につきましては、上記自己株式等に含まれておりません。

 
② 【自己株式等】

    2026年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

他人名義
所有株式数

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社
エクサウィザーズ

東京都港区芝浦四丁目２
番８号

1,210,500

 
 
0
 
 

1,210,500 1.39

計 －
 

1,210,500
 

0 1,210,500 1.39

 

(注) １．本書提出日の前月末現在(2026年５月31日)における所有自己株式数は1,210,500株です。

２．株式付与ESOP信託が所有する当社株式564,283株は、自己株式に含んでおりません。
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(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

当社は、当社及び当社子会社の従業員(以下、「対象従業員」)へ当社グループへの帰属意識の醸成と経営参画意

識を持たせ、対象従業員の長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚、当社の企業価値向上を図るこ

とを目的としたインセンティブ・プランとして、株式付与ESOP信託を導入しております。

ａ　株式付与ESOP信託の概要

株式付与ESOP信託では、当社は、あらかじめ定めた株式交付規程に定める受益者要件を充足する対象従業員を

受益者として、金銭を信託財産として拠出することにより信託を設定します。当該信託は、信託管理人の指図に

従い、当社が拠出した金銭を原資として、信託期間内に受益者に交付すると見込まれる当社株式を、当社から取

得します(自己株式処分)。

当社及び当社子会社は、株式交付規程に基づき、一定の要件を満たした対象従業員に対してポイントを付与し

ます。当該対象従業員が株式交付規程に定める条件を満たした場合、当該信託は、株式交付規程に従い、当社株

式及びその一部の売却代金を当該対象従業員に交付及び給付します。

当該信託が取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。

ｂ　対象者に取得させる予定の株式の総数

564,283株

ｃ　株式付与ESOP信託の対象者

対象従業員のうち受益者要件を充足する者
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】会社法第155条第７号による普通株式の取得

 
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 30 18,780

当期間における取得自己株式 － －
 

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

－ － － －

その他(第三者割当による自己株式
の処分)

1,214,400 469,972,800 － －

保有自己株式数 1,210,500 － 1,210,500 －
 

（注）１．保有自己株式には、株式付与ESOP信託が所有する当社株式564,283株は含まれておりません。

２．当事業年度及び当期間の株式数及び処分価額の総額には、2026年４月１日から有価証券報告書提出日までの

新株予約権の権利行使による譲渡及び単元未満株式の買取りによる取得は含まれていません。
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３ 【配当政策】

当社は創業以来、「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」をミッションに掲げ、AIを軸とし

た事業の成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、事業基盤の構築・拡大に向けた投資を最優先としてまいりまし

た。2021年の上場以降も、人材採用、研究開発、プロダクト強化、販売体制の拡充などに継続的に取り組むととも

に、今後の成長機会を見据えた投資やM＆Aを重視してまいりました。

その結果、当社の事業基盤及び収益基盤は着実に強化され、2025年３月期通期業績において営業利益が黒字化、

2026年３月期通期業績においては、当期純利益及び親会社株主に帰属する当期純利益についても黒字化しました。ま

た、フリー・キャッシュ・フローについても安定的に確保できる状況となってまいりました。

当社は今後も、AI市場における成長機会を着実に捉えるべく、事業拡大に向けた有効な投資やM＆Aを積極的に検

討・実行してまいります。こうした成長投資の方針に変更はなく、引き続き中長期的な企業価値向上に資する投資を

最優先してまいります。そのうえで、これまでの継続的な投資の成果として、収益性の向上に加え、安定的なキャッ

シュ創出力も備わってきたことから、今後の成長投資を積極的に進めながらも、株主へ利益還元を開始できる段階に

入ったものと判断し、2027年３月期より配当を実施する方針といたしました。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」をミッションとし、当社のす

べての活動の基本としております。当社取締役会は、当社ミッションを実現するための実効性あるガバナンス体

制を構築するため、次のとおりコーポレートガバナンスに関する基本方針を定めております。

ａ　株主の権利・平等性の確保

当社グループの利益及び株主共同の利益に反する懸念があるコーポレートアクション及び取引は、取締役会

でその必要性・合理性を審議のうえ判断します。

株主の議決権行使その他の権利の重要性を十分に認識し、株主による権利行使が適切かつ円滑に行えるよ

う、権利行使のための環境整備、適切な情報発信、少数株主の権利への配慮等、具体的な施策を絶えず検討

し、実行します。

ｂ　株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社グループが有する科学技術は、社会をより良くするために用いるものであり、地域社会、さらには地球

規模で生じる気候変動、自然災害、貧困・格差問題、不平等などの社会課題の解決に資する目的で利用しま

す。当社グループのビジネス及びソリューションは、持続可能な社会に貢献することを第一とします。

当社グループは、国連人権理事会において採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、全ての

企業活動において、国際的に認められた人権を尊重します。

また、当社グループは、企業活動に関わる国・地域の文化や慣習、多様な背景と価値観を理解し、従業員、

お客様、取引先、地域社会等の当社事業を継続するうえで重要なステークホルダーとの適切な協働関係を構築

するものとし、そのために必要な施策を実行します。

ｃ　適切な情報開示と透明性の確保

当社は、経営方針・戦略、経営計画、その他社会的責任を果たすための活動などの非財務情報を主体的かつ

積極的に発信することで、ステークホルダーへの説明責任を果たし、経営の公正性・透明性を確保します。

ｄ　取締役会の責務

当社は、監査役設置会社制度を選択します。社外取締役を含む取締役会を企業戦略や重要な業務執行の意思

決定をするとともに各取締役の業務執行を監督する機関と位置づけ、監査役及び監査役会は、独立した客観的

立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監査するものとします。

当社取締役会は、中長期の経営方針・戦略について大局的見地から方針を示すこと、及び経営陣幹部による

目的達成のための果断なリスクテイクを促す仕組みの構築を主な責務とし、これらの責務を果たすために必要

な議論に十分な時間を確保するとともに、その決定は、社外取締役及び社外監査役の意見及び助言を最大限尊

重し反映します。

ｅ　株主との対話

当社は、IR管掌部門を中心に、経営企画、広報、経理、法務等の関連部門が密に連携し、適時適切な情報開

示を行う体制を構築すると同時に、社長、取締役及び執行役員等による国内外の株主・投資家との直接の対話

を通じ、当社の経営方針・戦略への理解を得た上で、株主・投資家の目線からの分析・意見を当社の持続的成

長と企業価値向上のために活かすこととします。

 
②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、「① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」の「ｄ 取締役会の責務」に記載のとおり、

監査役設置会社制度を選択しております。

経営上の重要事項の決定については、社外取締役を含む取締役会で行うことにより意思決定の透明性・健全性

を確保することとし、さらに取締役会から独立した監査役及び監査役会が取締役会に対する監査機能を担うこと

で、より適切なガバナンス体制を構築できるものと考えております。

当社の企業統治に関する機関・組織は次のとおりです。
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ａ　取締役会

・取締役会は、社外取締役及び独立社外取締役を含む取締役で構成しております。会議は、議長を社長とし、

原則として月１回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時開催しております。構成員である取締役の氏名及

び役職は、「(2) 役員の状況　① 役員一覧」をご参照ください。

・取締役会は、重要な意思決定並びに取締役の業務執行状況及び業績のモニタリングを行うほか、取締役会で

定めたコーポレート・ガバナンスの基本方針に従い経営戦略、中長期的な事業計画及び内部統制体制等の審

議に注力しております。当事業年度の活動状況については、後記の「当事業年度における活動状況」をご参

照ください。当事業年度取締役会において審議された主な内容は次のとおりです。なお、当事業年度におけ

る取締役会の実効性評価については「③ 企業統治に関するその他の事項」の「ｈ 取締役会の実効性評価」

をご参照ください。

＜当事業年度における活動状況＞

氏名 役職名等 出席状況

春田　真 代表取締役CEO 14回 / 14回（100％）

大植　択真 常務取締役COO 14回 / 14回（100％）

坂根　裕 取締役CTO 14回 / 14回（100％）

宗像　直子 社外取締役 14回 / 14回（100％）

佐藤　学 社外取締役 14回 / 14回（100％）

杉田　浩章 社外取締役  9回 / 11回（81％）

渡辺　雅之 社外取締役 11回 / 11回（100％）
 

＜取締役会における具体的な検討内容＞

‐役員、執行役員に関する事項(代表取締役の選定、取締役報酬、執行役員の選任等)

‐経営全般に関する事項(事業計画の策定、事業進捗の報告、M＆A・グループ経営に関する事項、組織・人事

に関する事項、サステナビリティに関する取組みについて等)

‐決算に関する事項(月次決算報告、四半期・年度決算承認)

‐その他(内部監査に関する報告、コンプライアンス委員会・リスク管理委員会報告、取締役会運営等)

・上記取締役会の活動とは別に、取締役及び監査役による戦略討議会を随時開催し、中長期的成長戦略のほ

か、取締役会が取り組むべき重要事項に取り組めているかなど取締役会の実効性の観点から重要なテーマに

ついて討議を行っております。

 
ｂ　監査役・監査役会

・監査役会は、常勤監査役１名を含む社外監査役３名で構成しております。会議は、議長を常勤監査役とし、

月１回の定時監査役会のほか、必要に応じ臨時の監査役会又は会計監査人、内部監査部門及び社外取締役等

とのミーティングを実施しております。構成員である監査役の氏名及び役職は、「(2) 役員の状況　① 役員

一覧」をご参照ください。

・当事業年度の監査役会の開催回数、各監査役の出席状況及び審議された主な内容は、「(3) 監査の状況　①

監査役監査の状況」の「c 当事業年度における監査役監査の状況」をご参照ください。

・常勤監査役は、取締役会、経営会議その他の当社の重要な会議体の出席並びに当社グループの役員、執行役

員及び主要な従業員とのミーティング等を通じ業務執行状況を把握し、必要に応じ意見を述べるとともに、

監査役会の議長として議案の立案又は取りまとめ、定期的な常勤監査活動の報告を行っております。

・各監査役は、独立した立場から経営に対する適正な監視を行い、監査役会において情報を共有・審議し、必

要に応じて取締役に対して提言・助言を行うなど、実効性ある監査を行っております。
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ｃ　経営会議

経営会議は、常勤の取締役及びグループ執行役員を議決権ある構成員とし、執行役員は、自己の担当業務に

関する議案があるときは、出席して説明・意見等を述べるものとしております。会議は、議長を社長とし、原

則として週１回の定時経営会議のほか、必要に応じ臨時開催しております。

経営会議は、迅速かつ効率的な経営を行うための執行機関として、取締役会から委譲された業務執行に関す

る決議及び審議を行うことにより事業戦略の策定や各事業部門の目標達成に向けた具体的な施策を決定・実行

する役割を担っております。また、グループ全体のリスクマネジメントを統括・推進する主体として、サステ

ナビリティ活動を通じたリスク・機会の識別及び管理も重要な議題として取り上げることで、全社的なリスク

マネジメントの実現を目指しております。

 
ｄ　内部監査部門

社長直轄の内部監査室に担当者２名を置き、内部監査を実施しております。内部監査は、社長の承認を受け

た内部監査計画に基づき実施し、監査結果は社長のほか、取締役会及び監査役会にも直接報告することとして

おります。

 
ｅ　コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、常勤の取締役、コーポレート統括部門を所管する執行役員及

び人事部門を所管する執行役員にて構成しております。会議は、議長を社長とし、四半期に一度定時会を開催

するほか、必要に応じて適宜開催しております。当事業年度における開催回数は４回です。

コンプライアンス委員会は、社長の諮問機関であり、当社グループのコンプライアンスに関する各種施策の

検討のほか、個別のコンプライアンス・リスク事案の対応について審議し、答申しています。

 
ｆ　リスク管理委員会

リスク管理委員会は、代表取締役社長、常勤の取締役、コーポレート部門を所管する執行役員、情報セキュ

リティ部門を所管する執行役員、人事部門を管轄する執行役員及び長、個人情報保護責任者にて構成しており

ます。会議は、議長を社長とし、四半期に一度定時会を開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。

当事業年度における開催回数は５回です。

リスク管理委員会は、具体的なリスク管理活動及び緊急時対応に関する役割を担う執行機関として経営会議

下に設置される機関であり、当社のコーポレートガバナンスを支える内部統制上の重要性の観点から、情報セ

キュリティリスク、リーガルリスク及びレピュテーションリスク分野の組織横断的なリスク管理及びクレー

ム・インシデント事案の対応をする役割を担っており、これらのリスク管理のための具体的施策の検討及び重

要な個別事案に関する対応検討を行っております。また、緊急事態発生時においては、対応策に関する決定・

指示機関として機能することを予定しております。

 
ｇ　AIの適切性に関する有識者委員会

AIの適切性に関する有識者委員会は、AIの技術に係る専門家の他、公共政策、倫理、法律、社会学、人文科

学などの外部の専門家にて構成しております。会議は、年に１～２回程度の頻度で開催するほか、必要に応じ

て適宜開催することを予定しております。当事業年度における開催回数は１回です。

AIの適切性に関する有識者委員会は、当社のAI基本ポリシーの運用、各プロダクトやプロジェクトにおける

AIの利活用についての適切性評価基準の策定やその運用に対する提言を行うことを目的として、当社内の特定

の機関や部門の傘下には属さない独立した組織として設置されており、当社は、取締役会や経営会議等の経営

プロセスに対して本委員会の提言を活かしていきます。
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③　企業統治に関するその他の事項

ａ　内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会において次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を制定し、当社グループにお

ける内部統制体制及びリスク管理体制を整備し運用することとしております。

１　当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」というミッションのもとに当社

のクレドを確立し、当社グループの取締役及び従業員はこれを実践する。

(2) 当社は、グループ共通の「コンプライアンス規程」を定め、当社社長を統括責任者とするコンプライア

ンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、「コンプライアンス・コード」を制定のうえ、当

社グループの取締役及び従業員に、職務の執行にあたってはコンプライアンスを最優先とするメッセー

ジを発信し、コンプライアンス徹底のための具体的施策を実行する。

(3) 当社は、社長直轄の内部監査部門を設置し、当社グループの内部監査を実施する。内部監査の結果につ

いては社長、当社取締役会及び当社監査役会に報告する。

(4) 当社の社内及び第三者機関を情報提供先とする内部通報制度を設け、当社グループのコンプライアンス

に違反する及び違反する可能性のある行為の早期発見・未然防止を図る。また、内部通報制度を通じ情

報提供を行った者については、その個人情報を秘匿するとともに、当該情報提供を行ったことを理由と

して、解雇を含む懲戒処分その他の不利な取り扱いを行うことを禁止する。

２　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 情報の保存・管理に関する規程を定め、取締役会、経営会議等の重要な会議の議事録その他取締役の職

務の執行に係る情報は、その重要性及び記録媒体の性質に応じ適切に保存及び管理を行う。

(2) 経営企画管掌部門及び法務管掌部門は、取締役及び監査役の閲覧要請に速やかに対応できるようこれら

の情報を安全かつ検索性の高い状態で保存及び管理を行う。

３　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、「サステナビリティ基本方針」及び「コーポレートガバナンスの基本方針」に基づき、グルー

プ共通の「リスク管理規程」を制定し、グループ全体のリスクマネジメントを統括・推進する主体を当

社経営会議と位置づけ、リスク管理に関する体制を構築し運用する。

(2) 経営会議は、事業・組織横断的なリスク管理の観点から重大なリスク及び機会を識別し、その対応方

針、その他重要な事項について審議・決定する。またその活動状況を適宜経営会議及び取締役会に報告

するものとする。

(3) 内部統制上の重要性の観点から、情報セキュリティリスク、リーガルリスク及びレピュテーションリス

クについては、経営会議の下位組織として、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、定常的な
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リスクマネジメントを推進すると同時に危機発生時に適切かつ迅速に対処できるよう体制を整備し、運

用する。

(4) 情報セキュリティについては、「情報セキュリティ基本方針」を制定・公表のうえ、情報セキュリティ

マネジメントシステムを確立し、適切に維持、継続することとする。

(5) 当社グループ各社及び各部門は、「リスク管理規程」に従い、担当事業又は業務ごとに適切なリスクの

把握と管理に努めるとともに、他部門との情報共有を図り、リスクの早期発見と未然防止に努める。経

営会議は、当社グループ各社及び各部門のリスク管理の運用状況について定期的にモニタリングするも

のとする。

(6) 重大な危機発生時には、速やかに社長を責任者として対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達

を含め、当該危機に対して迅速かつ的確に対処する体制とする。

４　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責

任の明確化を図るとともに、適切な権限委譲をはかり、その職務の執行が機動的かつ効率的に行える体

制とする。

(2) 取締役会は、法令・定款に定める事項その他経営に関する重要事項を決定するほか、取締役の職務の執

行の監督を行うものとし、毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。

(3) 取締役会は、業務執行の監督の観点から適宜取締役会の付議事項及びその基準について審議するものと

する。

５　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、当社のミッション・クレドを当社グループ共通の理念及び行動規範としてその浸透及び徹底を

図る。また、本基本方針を実現するために必要となる主要な規程を定め当社グループ各社にも適用する

ものとする。但し、当該適用は、子会社が所在する国・地域の法令、文化及び事業環境を踏まえた適切

な設計とし、子会社の自主性を尊重したものとする。

(2) グループ会社の管理については、経営企画管掌部門を所管として「グループ会社管理規程」を定め、当

社グループ各社の組織、所在する国・地域又は事業ドメイン等に応じた業務執行の把握及び財務報告の

体制を構築する。また必要に応じ、当社からの役員又は従業員の派遣等を通じ、適切な情報収集と、グ

ループ会社管理規程に基づいた決裁又は報告がなされているかモニタリングするものとする。

６　監査役がその職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項、補助使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の補助使用人に対す

る指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役が補助使用人を置くことを求めた場合、取締役会は当該監査役と協議の上これを任命し、補助業

務に当たらせる。

(2) 補助使用人は、監査役を補助するための業務に関し、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものと

し、監査役の指揮・命令にのみ服する。

(3) 補助使用人の人事異動及び考課、並びに補助使用人に対する懲戒処分については、監査役の同意を得る

ものとする。

７　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議及び

希望する任意の会議に出席し、又は取締役及び従業員から業務執行状況の報告を求めることができ、取

締役及び従業員は、これに応じて速やかに報告する。

(2) 当社グループの取締役及び従業員は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事

実その他会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、速やかに監査役に報告す

る。

(3) 内部監査部門は、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びそれらの内容を監査役に報告

する。
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８　監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するため

の体制

当社グループは、監査役への報告を行った者については、その個人情報を秘匿するとともに、当該報告を

行ったことを理由として、当該報告をした者に対し、解雇を含む懲戒処分その他の不利な取り扱いを行うこ

とを禁止する。

９　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社グループは、監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、

当該監査役の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理

する。

10　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社グループは、監査役からの求めに応じ、以下のような定期又は不定期の会合又は機会を確保するな

ど、監査役の監査が実効的に行われる体制を整備する。

・各取締役と定期的に会合を持ち、相互の意思疎通を図る。

・取締役及び従業員の職務執行に係る情報を必要に応じて閲覧し、内容説明を求める。

・会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互連携を図る。

・監査業務に必要と判断した場合における、弁護士、公認会計士、その他専門家への意見の聴取を行う。

11　反社会的勢力の排除に向けた体制

(1) 当社グループは、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求には応じな

いことを基本方針とし、「反社会的勢力対応規程」を定め、当社グループの役員及び従業員に周知徹底

する。

(2) 平素より、関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時は、関係行政機関や法律の専門家と

緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。

 
ｂ　責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役並びに会計監査人との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、責任限

定契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、その職務を行うにつき善意でかつ重大な

過失がないときに限られ、また責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める

最低責任限度額であります。

 
ｃ　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま

す。被保険者の範囲は、当社及び当社の国内子会社の取締役、監査役、執行役員、重要な使用人、社外派遣役

員及び退任役員です。

(a) 保険契約の内容の概要

当該保険契約においては、被保険者が、会社の役員等としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に

起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償することとし

ております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員等自身の損害等は補償対象外

とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損われないように措置を講じております。

(b) 保険料の負担

保険料は全額当社が負担しております。

 
ｄ　取締役の定数

取締役の員数は３名以上とする旨を定款で定めております。
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ｅ　取締役の選任及び解任の決議要件

取締役の選任決議については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定

款で定めております。

取締役の解任決議に関する定款の定めはございません。

 
ｆ　取締役会で決議できる株主総会決議事項

(a) 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第１項が定める行為

に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度に

おいて免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあ

たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであ

ります。

(b) 中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間

配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためで

あります。

(c) 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取

得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂

行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 
ｇ　株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって

行う旨を定款で定めております。

 
ｈ　取締役会の実効性評価

当事業年度の取締役会の実効性評価を次のとおり実施いたしました。

＜実施方法＞

(1) 全ての取締役及び監査役を対象に記名式のアンケートを実施(以下、「アンケート」という。)

(2) 取締役会事務局にてアンケート結果を集計し、取締役会議長である社長に結果を報告し、当該結果に基

づき、優先的に取り組むべき事項及び会議運営の改善点について取りまとめ

(3) 2026年４月22日開催の取締役会(全ての取締役及び監査役が参加)において、取締役会事務局よりアン

ケート結果を報告し、(2)において取りまとめた内容及び今後のアクションプランについて意見交換

 
＜アンケートの項目＞

当事業年度は、①取締役会が果たすべき役割・責務の観点から今後注力すべき事項や課題を抽出し、取

締役会として優先的に取り組む事項を検討すること、及び②取締役会事務局による会議運営の改善を図る

ことを重点ポイントとして、次のような項目を設定しました。ⅠとⅡは課題と感じる事項を選択式で、Ⅲ

とⅣは現状に対する評価(３段階)を選択式でそれぞれ問い、また各設問に自由記述欄を設けて意見を募り

ました。

Ⅰ取締役会の議題について

Ⅱ取締役会の運営について

Ⅲ役員に対する支援体制について

Ⅳ社外役員間の協働体制・コミュニケーションについて
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＜実効性向上に向けた取り組み＞

取締役会の実効性評価の結果を踏まえ、取締役会及び取締役会事務局は以下の取組みを行うこととし、

各取組みによる効果の振り返りを翌事業年度末日までに実施することといたしました。

・課題として認識された「中長期的な競争状況・市場の動向」や「技術・イノベーションの動向」に関す

る情報のアップデートについては、戦略討議会などの取締役会以外の議論の場で取り上げられるよう、

議題及び付議スケジュールを作成する他、必要に応じて勉強会の実施やサマリーレポートの作成を行

う。

・取締役会運営については事務局運営の見直し・工夫により引き続き改善の余地があるため、事前配布す

る取締役会資料の優先順位づけや定型化を図り重要な情報を迅速かつ簡潔に共有する、取締役会用の情

報共有ツールを活用することで事前質問の受付や執行状況・結果のフォローアップなどの効率化を図

る。

 
＜評価結果の概要＞

アンケート項目のうち多く意見があった事項の概要は次のとおりです。

①　取締役会においてより一層の議論が必要であると考える議題は何か、という趣旨の質問に対しては

次のテーマに複数の指摘がありました。

・技術・イノベーションの動向と中長期的な競争優位性

・中長期的な経営資源（人材・資金等）の配分

・中長期的なビジネスモデルの変化

・サクセッション・プラン(社長の後継者に関する計画)

・内部統制（コンプライアンス・リスク管理・グループ統制を含む）の状況

・コーポレート・ガバナンス体制に関する自己評価

また、自由記述回答として、「中長期的な経営におけるゴールと実現のための課題、取り組むべき

テーマについては取締役会の場とは別に、どこかでオープンに議論できるとよいと考える」といった

意見がありました。

 
②　取締役会の運営に課題を感じている点は何か、という趣旨の質問に対しては次のような点について

改善したという意見が多く寄せられました。

・議論の準備のための、事前の十分な時間と情報

・決議・協議後の執行状況や結果のフォローアップ

また自由記述回答として、「重要な決議事項については、その後のフォローアップをしっかりとお

願いしたい」といった意見がありました。

 
③　その他「社外役員間の協働体制・コミュニケーション」について、自由記述回答として、「役員戦

略討議会のような、自由な討議の場を設けること」「中長期的な戦略目標、ゴールと実現に向けた課

題、経営アジェンダについて理解を深めるためのオープンな議論の場が欲しい」といった意見があり

ました。
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 a．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員状況は、以下の通りです。

男性　8名　女性　2名　(役員のうち女性の比率20％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

代表取締役社長CEO 春田 真 1969年１月５日生

1992年４月
株式会社住友銀行(現 株式会社三

井住友銀行) 入行

2000年２月 株式会社ディー・エヌ・エー 入

社

2011年６月 同社 取締役会長 兼 執行役員

2015年４月 株式会社ベータカタリスト 代表

取締役CEO(現任)

2016年２月 当社(旧商号：株式会社エクサイ

ンテリジェンス)設立代表取締役

2017年10月 当社 代表取締役会長

2018年11月 当社 取締役会長

2020年６月 株式会社東京放送ホールディング

ス(現　株式会社TBSホールディン

グス) 社外取締役(現任)

2023年４月 当社 代表取締役社長

2025年４月 当社 代表取締役社長CEO(現任)

(注)３ 1,572

常務取締役COO 大植 択真 1988年12月５日生

2013年４月 株式会社ボストンコンサルティン

ググループ（現 ボストン・コン

サルティング・グループ合同会

社）入社

2018年１月 当社入社 社長室

2019年４月 当社 執行役員 AIプラットフォー

ム事業部長

2020年６月 当社 取締役 兼 執行役員 事業統

括担当

2020年10月 公立大学法人兵庫県立大学 客員

准教授

2023年６月 当社 常務取締役 兼 執行役員 事

業統括担当

2023年10月 株式会社Exa Enterprise AI 代表

取締役(現任)

2025年４月 当社 常務取締役COO(現任)

(注)３ 100

取締役CTO 坂根 裕 1974年５月28日生

2002年１月 国立大学法人静岡大学情報学部

助手

2004年10月 デジタルセンセーション株式会

社　代表取締役

2017年９月 当社 取締役 技術責任者

2025年４月 当社 取締役CTO(現任)

(注)３ 3,776
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役 宗像 直子 1962年２月12日生

1984年４月 通商産業省(現 経済産業省)入省

2013年６月 同省 大臣官房審議官(通商政策局

担当) 兼 内閣官房内閣審議官

2014年７月 同省 貿易経済協力局長

2015年７月 内閣総理大臣秘書官

2017年７月 特許庁長官

2019年11月 株式会社第一生命経済研究所　顧

問

2020年６月 株式会社村田製作所 社外取締役

(監査等委員)(現任)

2021年４月 東京大学公共政策大学院 教授

2021年９月 当社 社外取締役(現任)

2026年３月 東京大学公共政策大学院 特任教

授（現任）

2026年３月 住友林業株式会社 監査役（現

任）

(注)３ 32

取締役 佐藤 学 1964年10月24日生

1988年４月
株式会社住友銀行(現 株式会社三

井住友銀行) 入行

1992年７月

英London School of Economics

and Political Science修士号

（MSc.in Accounting and

Finance）取得

2004年４月 公認会計士登録

2018年５月 株式会社フジマック入社 管理本

部長 兼 経理部長

2019年１月 PwCアドバイザリー合同会社 パー

トナー

2019年６月 当社 社外監査役

2025年６月 当社 社外取締役（現任）

2025年７月 PwCアドバイザリー合同会社 シニ

アアドバイザー（現任）

(注)３ 30

取締役 杉田 浩章 1961年２月14日生

1983年４月 株式会社日本交通公社(現 JTB)

入社

1994年４月 株式会社ボストンコンサルティン

ググループ（現 ボストン・コン

サルティング・グループ合同会

社）入社

2001年１月 同社 パートナー＆マネージン

グ・ディレクター

2006年11月 同社 日本オフィス支社長

2007年5月 同社 シニア・パートナー＆マ

ネージング・ディレクター

2014年１月 同社 アジアパシフィック・クラ

イアントチーム・リーダー

2016年１月 同社 日本代表

2021年３月 ユニ・チャーム株式会社 社外取

締役(現任)

2021年４月 早稲田大学 大学院経営管理研究

科 教授(現任)

2023年１月 ボストン・コンサルティング・グ

ループ合同会社 シニア・アドバ

イザー(現任)

2025年６月 カルビー株式会社 社外取締役

（現任）

2025年６月 当社 社外取締役（現任）

(注)３ ―

取締役 渡辺　雅之 1974年６月８日生

1997年４月 マッキンゼーアンドカンパニー

入社

1997年４月 株式会社ディー・エヌ・エー 入

社

2010年12月 Quipper Ltd.(UK) CEO

2019年10月 株式会社FOODCODE 取締役(現任)

2021年６月 株式会社タイミー 社外取締役

2025年６月 当社 社外取締役（現任）

(注)３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

常勤監査役 都留 茂 1960年11月12日生

1985年４月 株式会社住友銀行(現 株式会社三

井住友銀行) 入行

2012年４月 SMBC日興証券株式会社 執行役員

海外業務副担当

2016年４月 株式会社三井住友銀行 東アジア

統括部長

2017年６月 株式会社パロマ 取締役常務執行

役員 国際部長

2018年10月 同社 常務執行役員 経営企画部グ

ローバル戦略室長

2020年６月 SMBCオぺレーションサービス株式

会社 取締役副社長

2023年10月 当社 顧問

2023年11月 当社 常勤監査役(現任)

(注)４ ―

監査役 飯田 善 1967年２月15日生

1989年４月 株式会社住友銀行(現 株式会社三

井住友銀行) 入行

1993年５月 米国ペンシルバニア大学法科大学

院修士課程（LL.M.）修了

2008年３月 一橋大学法科大学院修了

2009年12月 弁護士登録

2010年１月 増田パートナーズ法律事務所 入

所

2011年６月 株式会社ディー・エヌ・エー　社

外監査役

2011年７月 飯田経営法律事務所設立 代表弁

護士(現任)

2012年４月 青山学院大学大学院ビジネス法務

専攻非常勤講師(現任)

2015年７月 いちごホテルリート投資法人 監

督役員(現任)

2019年６月 当社 社外監査役(現任)

(注)５ ―

監査役 渥美 優子 1971年６月25日生

1994年４月 UBS証券株式会社 入社

1998年11月 Commerzbank AG 入社

2007年３月 早稲田大学大学院法務研究科修了

2008年12月 弁護士登録

ベーカー＆マッケンジー法律事務

所（外国共同事業）入所

2013年３月 早稲田リーガルコモンズ法律事務

所創立 パートナー

2022年１月 Kollectパートナーズ法律事務所

創立 代表パートナー(現任)

2024年６月 株式会社Synspective 社外取締役

(現任)

2024年12月 株式会社TKC 社外取締役(現任)

2025年６月 当社 社外監査役（現任）

(注)５ ―

計 5,510
 

(注) １．取締役宗像直子氏、佐藤学氏、杉田浩章氏及び渡辺雅之氏は、社外取締役です。

２．監査役都留茂氏、飯田善氏及び渥美優子氏は、社外監査役です。

３．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４．2023年11月24日開催の臨時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
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b．取締役・監査役のスキルマトリクス

 
特記すべき
専門分野

テクノ
ロジー

内部統制・
ガバナンス

企業
経営

事業
開発

マーケティ
ング・営業

国際性・
グローバ
ル戦略

エンジニ
ア リ ン
グ・情報
セキュリ
ティ

財務
会計

法務・コ
ンプライ
アンス

春田真
IT、エンタ
メ、金融

◎ ◎ ◎ ◎    ◎ ◎

大植択真 DX、AI戦略 ◎  ◎ ◎ ◎  ◎   

坂根裕
エンジニア
リング、AI
開発

◎  ◎ ◎   ◎   

宗像直子

公共政策、
国際情勢、
知的財産戦
略

◎ ◎    ◎    

佐藤学
財務会計、
金融

◎ ◎      ◎  

杉田浩章
経営戦略、
組織

◎  ◎ ◎ ◎ ◎    

渡辺雅之
グローバル
経営、事業
開発

◎  ◎ ◎ ◎ ◎    

都留茂
内部統制、
金融

 ◎    ◎  ◎  

飯田善
企業法務、
金融

 ◎      ◎ ◎

渥美優子
企業法務、
金融

 ◎      ◎ ◎
 

(注) １．上記表は、各役員の有する知見・経験のうち、当社が特に発揮することを期待するスキルを表した表です。

２．当社がミッションとして掲げている社会課題の解決には、多様な分野の知見を蓄積し活用する必要があると

考えており、各役員が卓越した知見を有する分野を「特記すべき専門分野」として記載しております。

３．「第２ 事業の状況　１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に照らし、複数の役員によりカバーさ

れることが望ましいスキルを主要なスキルとして記載しております。なお、取締役の全員は、高いAI技術

力・ビジネス適用力を活かして社会課題を解決することをミッションとする当社の事業戦略の立案と実行を

担う観点から、テクノロジーに関する知見を有し、かつ、それを当社経営に活かすことを期待しておりま

す。また、社外取締役及び監査役の全員は、内部統制・ガバナンスの知見を有し、かつ、経営への監督機能

を発揮することを期待しております。
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②　社外役員の状況

ａ　員数

本書提出日現在、当社は社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。

 
ｂ　企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から、企業経営又は専門家としての豊富な経験や幅広い見識に

基づく監督、監査、助言等を行うことで、取締役会を実質的に機能させ、当社グループのコーポレート・ガバ

ナンスを健全に機能させることが役割と考えております。

社外取締役の宗像直子氏は、経済・貿易、知的財産などの行政分野における豊富な経験に加え公共政策の専

門家としての幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、当社の経営、中長期的成長戦

略、知財戦略、リスク対応及び内部統制体制の改善強化等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、当社取締

役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任をしております。

社外取締役の佐藤学氏は、金融機関における豊富な経験に加え、公認会計士として培われた企業における財

務・会計に関する高い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、内部統制体制の改善強化及び

財務会計の観点からの監督、監視及び助言を通じ、当社取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待し、

社外取締役として選任しております。

社外取締役の杉田浩章氏は、経営者及び経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており

ます。これらの経験及び見識に基づき、当社から独立した立場で客観的かつ長期的観点からの意見・提言をい

ただくことで、当社の成長及び企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しておりま

す。

社外取締役の渡辺雅之氏は、国内外において複数のIT企業の起業・経営経験を有し、プロダクト・サービス

のグロース経験、事業開発、グローバル展開に関する幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識に

基づき、当社から独立した立場で客観的かつ長期的視点からの意見・提言をいただくことで、当社の成長及び

企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任しております。

社外監査役の都留茂氏は、金融機関における豊富な経験及び多様な企業における経営者としての経験と高い

見識を有しております。また、当社の常勤監査役として監査役監査を主導し、業務執行体制・内部統制体制の

健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただいている実績から、内部統制体制の改善強化及びコンプ

ライアンス等の観点からの監督、監視及び助言を通じ、当社取締役会の実効性向上に貢献いただくことを期待

し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の飯田善氏は、金融機関における豊富な経験、並びに上場会社を含む多数の企業における監査役

及び弁護士として培われた法律に関する高い見識を有しております。これらの経験及び見識に基づく、業務執

行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改

善強化、適法性及びコンプライアンスの観点からの監督、監視及び助言を通じ、当社取締役会の実効性向上に

貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の渥美優子氏は、金融機関における豊富な実務経験、及び弁護士として多様な企業の経営及び監

査・監督両面の経験と高い見識を有しています。これらの経験及び見識に基づく、業務執行体制・内部統制体

制の健全性及び適法性を確保するための監査を実施いただくとともに、内部統制体制の改善強化及び財務会計

の観点からの実効的な監督、監視及び助言を実施いただけると判断し、社外監査役として選任しております。
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ｃ　社外取締役の独立性に関する基準及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を次のとおり定めており、当該基準に従って社外

取締役の宗像直子氏、佐藤学氏、杉田浩章氏及び渡辺雅之氏並びに社外監査役の都留茂氏、飯田善氏及び渥美

優子氏を独立役員として指定し、独立役員として届け出ております。

社外取締役の宗像直子氏及び佐藤学氏は、「① 役員一覧」に記載のとおり、当社の株式を保有しております

が、いずれも僅少であり、その他に各社外役員と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関

係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

 
＜独立役員の独立性の基準＞

当社は、独立役員の独立性については、東京証券取引所が定める独立性の基準に加え、次のいずれかに該当

する者は独立性を有しない者としております。なお、ⅰ～ⅴは現在及び過去３年間のいずれかの期間において

も該当しないことを要件とします。

ⅰ　当社の主要株主(議決権保有割合10％以上)又はその業務執行者

ⅱ　当社グループの取引先(取引における支払額又は受領額が相互の連結売上高の２％以上)の業務執行者

ⅲ　当社グループの借入先(借入額が当社の連結総資産の２％以上)の業務執行者

ⅳ　当社グループから役員報酬以外に、弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供す

る者として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者(当該サービスを提供する者が法

人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

ⅴ　当社グループの会計監査人の代表社員又は社員

ⅵ　在任期間が８年を超える者

※「役員の属性」の記載に関し、取引については、上記基準を満たす場合は軽微基準の範囲内として記載を

省略します。

 
④　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は、取締役会へ出席し、会計監査及び内部監査の活動状況及び監査結果の報告を受け、監査役との

意見交換及び連携を図っております。また、コーポレート統括部門に対し、決算・財務報告プロセスの適正確保

の状況並びにコンプライアンス・リスク管理及び子会社統制等内部統制システムの整備・運用について報告を求

め、必要に応じて意見を述べるなど、内部統制部門との連携を図っております。

社外監査役は、監査役会へ出席し、会計監査人及び内部監査部門と監査に関する打ち合わせ等を行い相互の連

携を図っております。また、取締役会への出席並びに各取締役及び執行役員等との意見交換等の機会を通じて取

締役の職務の執行状況を把握するとともに、監査役会において又は常勤監査役を通じて、決算・財務報告プロセ

スの適正確保の状況並びにコンプライアンス・リスク管理及び子会社統制等内部統制システムの整備・運用につ

いて報告を求めるなど、内部統制部門との連携を図っております。
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(3) 【監査の状況】

①　監査役監査の状況

ａ　監査役監査の組織及び人員

当社の監査役会は、常勤監査役１名及び非常勤監査役の２名の合計３名で構成され、全員が社外監査役で

す。常勤監査役都留茂氏は、大手金融機関における豊富な経験及び多様な企業における経営者としての経験と

高い見識を有しております。また、監査役飯田善氏は、金融機関を経て弁護士として培われた専門的な知識・

経験に加え、上場会社を含む多数の企業における社外監査役としての経験を有しております。監査役渥美優子

氏は、金融機関を経て弁護士として培われた専門的な知識・経験に加え、上場会社を含む多数の企業における

社外取締役及び社外監査役としての経験を有しております。

 
ｂ　監査役監査の手続

監査役監査は、監査役会により決定された監査計画に沿って、重要な会議への出席や文書情報管理の監査等

のほか、役職員へのインタビューや往査等を通じ取締役の業務執行の監査を行っています。また監査役は、監

査品質の向上のために、必要な社内外の機関と緊密な連携に努め、特に会計監査人、内部監査部門との協働に

よる三様監査の中心的役割を果たすべく活動しております。

監査役会は、月１回の定時監査役会のほか、必要に応じ臨時の監査役会を開催しております。監査役会にお

ける具体的な検討内容は、監査計画及び監査方針の策定、内部監査部門及び会計監査人の監査計画や監査結果

についての情報共有、取締役及び主要な事業部門の部門長へのヒアリング、コンプライアンス委員会及びリス

ク管理委員会の活動報告、並びに常勤監査役の活動報告などがあります。

また、常勤監査役においては、経営会議、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会等の重要な会議体

への出席や、前記以外の役員及び従業員へのヒアリングの実施を行っております。

 
ｃ　当事業年度における監査役監査の状況

当事業年度においては、合計13回の監査役会が開催されました。当該監査役会における議案等の状況は以下

のとおりです。

決議事項：７件(会計監査人の再任、監査役会監査報告の決定、監査方針・監査計画の決定、監査役報酬の決

定、常勤監査役・監査役会議長・議長の職務代行順位の決定、会計監査人の報酬への同意、調査

報告書の提出)

報告事項：25件(常勤監査役の監査活動報告、内部監査の実施結果・体制・計画の共有、会計監査の実施結果

(期末監査及び四半期レビュー)・体制・計画の共有、リスク管理委員会・コンプライアンス委員

会の活動報告など)

協議事項：５件(取締役の職務執行確認書の内容、監査報告書草案、株主総会提出議案の適切性、監査方針・

監査計画の草案、監査法人による非保証業務の提出)

その他　：取締役・執行役員との意見交換・インタビュー

 
これらの監査役会には内部監査担当者が原則として全ての回に出席しており、また四半期ごとを目安として

会計監査人が出席することで、相互の情報・意見交換を行っています。

なお、各監査役の当事業年度の監査役会及び取締役会への出席状況は以下のとおりです。

役職名 氏名 監査役会 取締役会

独立常勤社外監査役 都留　茂 13回／13回（100％） 14回／14回（100％）

独立社外監査役 飯田　善 13回／13回（100％） 14回／14回（100％）

独立社外監査役 渥美　優子  9回／10回（90％） 10回／11回（91％）
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②　内部監査の状況

ａ　内部監査の組織、人員及び手続

当社の内部監査は、内部監査室を設置し、専任の室員２名が監査を行っております。

内部監査は、社長の承認を受けた内部監査計画に基づき実施しております。内部監査の内容は、会社業務全

般の効率性や適正性を監査するため、当社の全部門及びグループ会社を対象に実施するとともに、当社の事業

の状況に応じた重点監査項目を設定して実施しております。また、財務報告に係る内部統制の評価は本社及び

連結子会社３社に対して実施しております。

また、コーポレート統括部門に対し、決算・財務報告プロセスの適正確保の状況並びにコンプライアンス・

リスク管理及び子会社統制等内部統制システムの整備・運用について内部監査を行うだけでなく、相互の情報

共有を行うなど、内部統制部門との連携を図っております。

内部監査の計画及び結果は、内部監査規程において社長、取締役会並びに監査役及び監査役会に対してそれ

ぞれ報告する旨を定めており、そのとおり運用しております。

 
ｂ　内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

内部監査室長と常勤監査役とは、隔月での定期的な会合及び随時の会合を行うことで、監査の実施計画及び

実施状況に関して相互の情報・意見交換を行っております。また、内部監査室長は原則として監査役会の全て

に出席することにより、監査役監査の実施状況の継続的な共有を受けております。

 

さらに、内部監査、監査役監査及び会計監査のそれぞれの体制、計画及び結果については、内部監査室長及

び会計監査人が出席する監査役会にて相互の報告を行うことにより、三様監査の相互連携を行っております。

 

当事業年度において内部監査室長及び会計監査人がともに出席した監査役会における三様監査の連携の実施

状況は以下のとおりです。

実施時期 内容

2025年５月度監査役会
・　(監査役監査)　常勤監査役による監査活動報告
・　(会計監査)　監査結果の暫定報告

2025年８月度監査役会

・　(内部監査)　前事業年度の監査実施結果の報告
・　(内部監査)　当事業年度の内部監査の体制及び計画の共有
・　(監査役監査)　監査役会監査方針及び監査計画の共有
・　(監査役監査)　常勤監査役による監査活動報告
・　(会計監査)　会計監査人の監査計画の共有
・　(会計監査)　第１四半期レビュー結果の報告

2025年11月度監査役会
・　(監査役監査)　常勤監査役による監査活動報告
・　(会計監査)　第２四半期レビュー結果の報告

2026年２月度監査役会
・　(監査役監査)　常勤監査役による監査活動報告
・　(会計監査)　第３四半期レビュー結果の報告

2026年３月度監査役会
・　(監査役監査)　常勤監査役による監査活動報告
・　(会計監査)　当事業年度の期末監査計画に関する報告
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③　会計監査の状況

ａ　監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 
ｂ　継続監査期間

８年間

 
ｃ　業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員・業務執行社員　本間愛雄

指定有限責任社員・業務執行社員　齊藤寛幸

 
ｄ　監査業務に係る補助者の構成

公認会計士４名、その他13名

 
ｅ　監査法人の選定方針と理由

監査法人の組織体制、品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に考慮し、EY新日本有

限責任監査法人は適任であると判断しております。

なお、当社監査役会は、会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する場合、法令違反による懲戒処分や

監督官庁からの処分を受けた場合、又はその他会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観

点から監査をするに不十分と判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する

方針としております。また、会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する場合、監査役全員の同意に基づ

き監査役会が会計監査人を解任できるものとしております。

 
ｆ　監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、上記ｅの方針に基づき、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的

能力等を確認し、会計監査人の評価を行い、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として適切である

と判断しております。
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④　監査報酬の内容等

ａ　監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 52 0 47 －

連結子会社 － － － －

計 52 0 47 －
 

（注）前連結会計年度の当社における非監査業務は、会計基準の研修に関する業務となります。

 
ｂ　監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ａを除く)

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 － － － 1

連結子会社 － － － －

計 － － － 1
 

（注）当連結会計年度の当社における非監査業務は、IR支援に関する業務となります。

 
ｃ　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

前連結会計年度

該当事項はありません。

 
当連結会計年度

該当事項はありません。

 
ｄ　監査報酬の決定方針

会計監査人から監査計画の提示を受け、前事業年度の工数実績との比較や工数増減分について当社事業の変

容を踏まえた検証を行いながら、その内容について会計監査人と協議のうえ、監査役会の同意のもと、取締役

会で最終決定しております。

 
ｅ　監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人による監査計画及び監査報酬の算定根拠の説明内容、これらに対する当社経営企画

部長による検証や会計監査人との交渉経緯の報告、及び前連結会計年度における会計監査人の職務遂行状況な

どを総合的に考慮して検証を行い、監査報酬が適切かつ妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等に同

意しております。
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(4) 【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

ａ　基本方針

当社の取締役の報酬は、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを基本とし、各役員

の職務と責任に見合った公正な処遇であり、かつ競争力のある報酬水準及び構成とするものとし、基本報酬及

び業績連動報酬から構成されるものとしております。ただし、社外取締役は業績連動報酬の対象としないもの

としております。

 
ｂ　基本報酬

金銭報酬で、月額固定で支給されるものです。役職の有無及び常勤と非常勤の別に応じて定める基準額に基

づき、各役員の役割及び職責並びに会社の業績、従業員の給与体系のほかその時における社会経済情勢等を勘

案のうえ年次で支給額を決定することとしております。

取締役の基本報酬は、株主総会で決定された報酬総額を限度とし、取締役会の決議に基づき、代表取締役社

長に対して個別の支給額の決定を委任しております。

 
ｃ　業績連動報酬

企業価値や業績とのアライメントを強め、目的達成に対し高い報酬で報いることで企業価値及び業績の向上

にむけた健全なインセンティブとして機能するよう設計する業績連動型金銭報酬及び業績連動型株式報酬から

構成されるものです。

業績連動型金銭報酬は、株主総会で決定された報酬総額を限度とし、毎年一定の時期に、役職の有無に応じ

て定める基準額並びに取締役会が定める基準に基づき、支給額を決定することとしております。取締役会は、

代表取締役社長に対して個別の支給額の決定を委任しております。

業績連動型株式報酬は、株主総会で決定された報酬総額及び付与上限数を限度とし、就任時(再任時を含みま

す。)に取締役会決議に基づき付与することとしております。

 
②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数
(人)固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役
(社外取締役を除く)

60 56 － 3 3

社外取締役 33 33 － － 6

社外監査役 17 17 － － 4
 

(注) 当社の監査役はすべて社外監査役であります。
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(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純

投資目的である投資株式とし、当社の成長戦略に沿った業務提携関係の構築に繋がり、当社の企業価値向上に寄

与すると考えられるもの等、それら以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ　保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

上場株式を保有していないため、省略しております。

 
ｂ　銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 1 40

非上場株式以外の株式 - -
 

 
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 
ｃ　特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。

 
③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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５ 【従業員の状況等】

(1) 【人材戦略に関する基本方針等】

①　経営戦略と関連付けた人材戦略

当社グループは「企業変革を実現するＡＩを実装する会社」として、AI技術を社会や産業の現場に実装し、顧

客企業の変革（AX：AI Transformation）と社会課題解決を同時に実現することを経営方針として掲げておりま

す。この経営方針を実行するためのグループシナジー戦略として、当社は「3P×フロンティア」というフレーム

を採用しております。「3P」とは人（People）・プラットフォーム（Platform）・プロダクト（Product）を指

し、「フロンティア」は事業・業界特化型の戦略子会社群を指します。当社グループは、この3Pを戦略子会社群

と掛け合わせることで、AI技術を多様な産業領域に展開し、持続的な企業価値創出を行ってまいります。

上記3Pの筆頭に「人（People）」を据えていることが示すとおり、当社グループの経営戦略の起点は人的資本

にあります。AIを社会実装するために最も重要な経営資源は、AIが解くべき課題を顧客現場で発見・設計し、プ

ロダクト化し、オペレーションとして定着させる「人」であると当社は考えております。

 

ア．当社グループが必要とする人材像

経営戦略の実行に必要な人材を、当社は以下の３つのカテゴリに分類し、人材ポートフォリオの再構築を進め

ております。

・AXを推進する人材：顧客企業の経営課題を起点に、AI活用の構想策定から企画・実装計画までを牽引する

　人材。

・現場実装を支援する人材：顧客の業務現場でAIを定着させ、運用・改善サイクルを回す高度な技術人材、

　コンサルタント。

・オペレーションを担う人材：ソリューション・プロダクトの安定運用、品質保証、コーポレート機能を

　担い、事業継続性を支える人材

 
イ．人材戦略の方向性 ― 自社のAXカンパニー化

当社は、上記３カテゴリの人材を最も効率的に育成・確保するため、当社自身を「AXカンパニー」へと進化さ

せる取組みを推進しております。自社プロダクトである「exaBase」シリーズを社内業務に積極導入し、生成ＡＩ

の業務活用を通じて社員一人ひとりの生産性と能力を高めるとともに、自社で得た実装ノウハウを顧客への提供

価値に還元する循環を作っております。

また、2026年４月には、従来別組織であった採用機能と育成機能を統合した「人材戦略部」を新設いたしまし

た。経営戦略と直結した形で、必要な人材像の定義 → 採用 → 育成 → 配置 → 評価 → リテンションまでを

一気通貫で運営する体制とすることで、戦略実行スピードを高めてまいります。

 
ウ．行動指針（Credo）の刷新

経営戦略の実行には、グループ全体で共有される行動規範が不可欠であるとの考えのもと、当社は2025年10

月、行動指針である「Credo」を刷新いたしました。新Credoは、AI時代の事業環境のもとで当社グループの一人

ひとりがどのように考え、行動すべきかを定めたものであり、グループ全社員・全グループ会社を対象に浸透活

動を推進しております。
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②　連結ベースの人材戦略推進体制

当社グループは、M＆Aによりグループ入りした事業会社や、フロンティア領域を担う戦略子会社を含めた連結

ベースで人材戦略を運営しております。グループ全体での人材ガバナンスを強化するため、以下の取組みを推進

しております。

・主要グループ会社及び戦略子会社の代表取締役社長を、当社（提出会社）の執行役員として登用する

　体制を継続しております。これにより、グループ全体の経営判断と各子会社における事業実行を一体的に

　運営し、人材リソースの最適配分とクロスグループでの知見共有を促進しております。

・前述の刷新Credoを連結ベースで共通の行動指針として展開し、当社単体・連結子会社を問わず、グループ

　全社員が共通のマインドセットで業務にあたることを目指しております。

・グループ横断のプロジェクト編成や人材ローテーションを通じ、提出会社と連結子会社の間での経験・

　スキルの相互移転を推進しております。

 
③　主要な人材施策

ア．採用

新卒・中途採用ともに、AXの推進を早期に行える人材となるよう育成施策を展開しております。若手の早期登

用に注力するとともに、自社プロダクト「exaBase DXアセスメント＆ラーニング」を活用したスキルアセスメン

トを採用プロセスにも組み込み、採用活動における品質の継続的な向上を図っております。

 
イ．育成及びタレントマネジメント

自社プロダクト「exaBase DXアセスメント＆ラーニング」を用いて、社員のスキル・知識・マインドセットを

定量的に可視化し、個別最適な学習コンテンツを提供しております。新卒社員に対しては、ハッカソン形式の実

践研修や、生成AIの業務活用研修を含むオンボーディングプログラムを実施しております。

また、ヒューマンリソース・ビジネスパートナー（HRBP）職を事業部門に配置し、事業戦略と人材配置の整合

を高めており、挑戦的なアサインメントの提供と社内公募制度を継続しております。

 

ウ．DE＆I／インナーコミュニケーション

DE＆Iステートメントに基づき、機会の提供・支援制度・文化醸成・オープンな環境整備の４点を推進しており

ます。DE＆Iコミュニティでは社員ボトムアップでのテーマ推進を行っております。社内コミュニケーションにお

いては日英両言語対応を継続しております。

 
④　従業員の給与等の額及び内容の決定に関する方針

本方針は、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意（58-2）ｂなお書に基づき、提出会社

に係るものを記載しております。連結子会社の従業員給与については、各社の業種・雇用形態・地域性等を踏ま

え、各社が独自に決定しております。

当社（提出会社）における従業員の給与等は、基本給、賞与及び諸手当により構成されております。それぞれ

の決定方針は以下のとおりです。

 
ア．基本給

職務内容、役割の大きさ、保有スキル及び個人のパフォーマンスを総合的に勘案して決定しております。毎期

の評価結果に基づき改定を実施するほか、外部報酬市場（同業他社等）の水準を継続的にベンチマークし、競争

力ある報酬水準の維持に努めております。

 

イ．賞与

2027年３月期より、「成果連動型賞与」制度を新たに導入する予定です。本制度は、当社グループの戦略実行

に直結する成果（事業成果の創出、AIの実装・活用力の向上等）を評価軸として、より直接的に報酬と戦略成果

を連動させることを目的としております。固定費としての人件費を過度に拡大させることなく、成果を生み出し

た社員に対して直接的に報いる、当社の事業特性に適合した報酬設計といたします。
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ウ．諸手当

通勤手当、時間外手当、その他法令及び社内規程に基づく手当を支給しております。

 
エ．報酬ガバナンス

従業員給与の制度設計及び水準改定は、人事担当役員の所管のもとで検討し、必要に応じて経営会議に付議し

ております。また、女性管理職比率及び男女間の賃金格差の状況を継続的にモニタリングし、是正に向けた施策

（後述）と連動させております。

 
⑤　賃上げに関する考え方

当事業年度における当社（提出会社）の平均年間給与の対前事業年度増減率は＋5.3％となりました（具体的な

金額及び増減率は「(2) 従業員の状況」をご参照ください）。当社はこの賃上げ率を、物価上昇への単純な追随

ではなく、プロダクトシフトの進展及び通期黒字化という当事業年度の経営成果を従業員に分配する「成果分

配」として位置づけております。

また、2027年３月期から新導入する成果連動型賞与制度により、当社グループの「3P×フロンティア」戦略の

成果と報酬の連動度をさらに高め、賃上げを単なるコスト増ではなく、事業価値創出に再投資される「インセン

ティブ投資」として運営してまいります。

 
⑥　指標及び目標

当社グループは、上記人材戦略の進捗を測定するため、以下の指標を採用しております。ビジネスモデル及び

プロダクトポートフォリオが継続的に進化している段階にあることを踏まえ、現時点では将来の柔軟性を確保す

るため、絞り込んだ指標群と定性的な目標表現で運用いたします。

 
区分 指標 当事業年度実績 目標

国指定の必須項目

・女性管理職比率
・男性育児休業取得率
・男女間賃金格差
・平均年間給与の対前事業年度
増減率

「(2) 従業員の状況」
「(4) 従業員に占める女性
従業員の割合等」をご参照
ください。

前事業年度実績の維持・向上

当社独自指標
Credo浸透率
（刷新Credoの理解・行動度合
いを測る自社サーベイ）

3.9（５点満点） 継続的な定着・向上

 

 
目標値については、当社グループの事業環境が技術革新と顧客需要の変化に応じて流動的であることを踏ま

え、具体的な数値目標ではなく「前事業年度実績の維持・向上」「定着」等の定性表現で示しております。今

後、事業ポートフォリオの安定及び新たな経営指標の整備に応じ、より具体的な目標値の設定及び指標の追加

（例：AXサーベイの本格運用後の指標化）を継続的に検討してまいります。
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(2) 【従業員の状況】

① 連結会社の状況

2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

AIプロダクト事業 204 (9)

AIソリューションサービス事業 318 (40)

報告セグメント計 522 (49)

全社（共通） 102 (28)

合計 624 (77)
 

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト・パートタイム社員を含む、派遣社員は含まな

い。）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、社長直下・技術統括本部及びコーポレート統括本部等に所

属しているものであります。

 

② 提出会社の状況

2026年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
平均年間給与の対前
事業年度増減率(％)

270 (55) 34.9 3.0 8,550 5.3
 

 
セグメントの名称 従業員数(人)

AIプロダクト事業 87 (7)

AIソリューションサービス事業 85 (20)

報告セグメント計 172 (27)

全社（共通） 98 (28)

合計 270 (55)
 

(注) １．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（アルバイト・パートタイム社員を含む、派遣社員は含まない。）は、年間の平均人員を（　）外数

で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、社長直下・技術統括本部及びコーポレート統括本部等に所

属しているものであります。
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③ 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

④ 従業員に占める女性従業員の割合、男性従業員の育児休業取得率及び従業員の男女の賃金の差異

イ.　提出会社

当事業年度(注)１

従業員に占める女性従業員の割合 男性従業員の育児休業取得率
従業員の男女の賃金の差異

(注)２

全従業員
うち正規
雇用従業員

うち
パート・
有期雇用
従業員

全従業員
うち正規
雇用従業員

うち
パート・
有期雇用
従業員

全従業員
うち正規
雇用従業員

うち
パート・
有期雇用
従業員

29.4％ 23.6％ 62.1％ 92.9％ 92.9％ ‐％ 69.1％ 78.4％ 84.8％
 

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出していま

す。

２．男女の賃金の格差について、雇用形態及び役職別での状況は以下の通りです。

 

＜正規雇用従業員＞

正規雇用従業員における男女賃金の差異（78.4％）については、コンサルタント・エンジニアなど、賃金水準

が相対的に高い職種において男性従業員の比率が高いことが主な要因です。

当社グループでは、多様な人材の活躍を推進すべく積極的な採用・登用を行っており、その結果、正規雇用に

おける女性従業員の割合は前年度から上昇しております。現在はこのように女性従業員の層が拡大していく過渡

期にあるため、各役職における人員構成（経験年数等）に変化が生じており、役職別に見ると差異の割合にばら

つきが生じる結果となっております。

引き続き、結果の創出と能力の発揮に対する総合評価を管理職登用の基本的な要件としながらも、より多くの

女性リーダーを育成すべく次世代層の拡充・整備を進め、男女間の賃金格差の解消を目指してまいります。

 

＜パート・有期雇用従業員＞

パート・有期雇用従業員における男女賃金の差異（84.8％）については、高度な専門性や特定の役割を有する

一部の男性従業員の賃金水準が相対的に高く、全体の平均を押し上げていることが主な要因です。当該の特例的

な従業員を除いて算出した場合、男女の賃金差異は113.1％となり、実質的には女性従業員の賃金水準が男性を上

回っております。

 
ロ.　連結子会社

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定による公表を行っていな

いため、記載を省略しております。

 

⑤役員・従業員株式保有制度の内容

当社は使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式保有制度を導入しております。当該役員・従業

員株式保有制度の内容については、「１ 株式等の状況　(8) 役員・従業員株式保有制度の内容」に記載しておりま

す。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

 
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

て作成しております。

 
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2025年４月１日から2026年３月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監

査法人による監査を受けております。

 
３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、研修、セミナーに

積極的に参加し、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整えてお

ります。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,008 3,979

  売掛金及び契約資産 1,870 2,355

  その他 349 477

  流動資産合計 5,229 6,812

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 169 114

    減価償却累計額 △163 △55

    建物（純額） 6 59

   工具、器具及び備品 146 194

    減価償却累計額 △141 △132

    工具、器具及び備品（純額） 4 62

   建設仮勘定 － 0

   有形固定資産合計 10 122

  無形固定資産   

   のれん 56 4

   顧客関連資産 1,030 939

   ソフトウエア 319 951

   その他 0 0

   無形固定資産合計 1,406 1,895

  投資その他の資産   

   投資有価証券 40 40

   繰延税金資産 － 169

   その他 ※１  336 ※１  396

   投資その他の資産合計 377 606

  固定資産合計 1,795 2,624

 資産合計 7,024 9,436
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  １年内返済予定の長期借入金 600 360

  未払金 350 775

  未払費用 432 451

  未払法人税等 223 477

  契約負債 141 182

  賞与引当金 30 30

  その他 288 328

  流動負債合計 2,065 2,606

 固定負債   

  長期借入金 1,950 1,875

  退職給付に係る負債 93 110

  資産除去債務 76 94

  繰延税金負債 298 －

  固定負債合計 2,419 2,079

 負債合計 4,484 4,685

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,440 2,491

  資本剰余金 4,588 4,638

  利益剰余金 △3,437 △1,904

  自己株式 △1,182 △685

  株主資本合計 2,409 4,540

 新株予約権 51 99

 非支配株主持分 78 110

 純資産合計 2,539 4,750

負債純資産合計 7,024 9,436
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

売上高 ※１  9,811 ※１  11,996

売上原価 4,143 3,994

売上総利益 5,667 8,002

販売費及び一般管理費 ※２、※３  5,644 ※２、※３  6,408

営業利益 23 1,594

営業外収益   

 受取利息及び配当金 2 8

 為替差益 3 2

 助成金収入 2 －

 保険解約返戻金 2 2

 その他 0 1

 営業外収益合計 11 14

営業外費用   

 支払利息 28 25

 支払手数料 4 6

 消費税差額 － 8

 持分法による投資損失 － 2

 雑損失 － 0

 営業外費用合計 32 42

経常利益 2 1,566

特別利益   

 固定資産売却益 ※４  0 ※４  2

 関係会社株式売却益 70 －

 新株予約権戻入益 － 0

 特別利益合計 71 2

特別損失   

 固定資産除却損 ※５  3 ※５  0

 減損損失 ※６  2,434 ※６  22

 投資有価証券評価損 140 －

 特別損失合計 2,579 22

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△2,505 1,546

法人税、住民税及び事業税 172 446

法人税等調整額 △127 △464

法人税等合計 45 △18

当期純利益又は当期純損失（△） △2,550 1,564

非支配株主に帰属する当期純利益 25 31

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

△2,576 1,533
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【連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） △2,550 1,564

包括利益 △2,550 1,564

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △2,576 1,533

 非支配株主に係る包括利益 25 31
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)

 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,401 4,555 △860 △1,203 4,892

当期変動額      

新株の発行

（新株予約権の行使）
39 39   78

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
  △2,576  △2,576

自己株式の取得     －

自己株式の処分    15 15

株式付与ESOP信託に対

する自己株式の処分
 △5  88 83

株式付与ESOP信託によ

る自己株式の取得
   △83 △83

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
    －

当期変動額合計 39 33 △2,576 21 △2,482

当期末残高 2,440 4,588 △3,437 △1,182 2,409
 

 

 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 38 52 4,983

当期変動額    

新株の発行

（新株予約権の行使）
  78

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
  △2,576

自己株式の取得   －

自己株式の処分   15

株式付与ESOP信託に対

する自己株式の処分
  83

株式付与ESOP信託によ

る自己株式の取得
  △83

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
12 25 38

当期変動額合計 12 25 △2,443

当期末残高 51 78 2,539
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当連結会計年度(自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)

 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,440 4,588 △3,437 △1,182 2,409

当期変動額      

新株の発行

（新株予約権の行使）
50 50   101

親会社株主に帰属する

当期純利益
  1,533  1,533

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分  △0  496 496

株式付与ESOP信託に対

する自己株式の処分
    －

株式付与ESOP信託によ

る自己株式の取得
    －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
    －

当期変動額合計 50 50 1,533 496 2,130

当期末残高 2,491 4,638 △1,904 △685 4,540
 

 

 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 51 78 2,539

当期変動額    

新株の発行

（新株予約権の行使）
  101

親会社株主に帰属する

当期純利益
  1,533

自己株式の取得   △0

自己株式の処分   496

株式付与ESOP信託に対

する自己株式の処分
  －

株式付与ESOP信託によ

る自己株式の取得
  －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
48 31 80

当期変動額合計 48 31 2,211

当期末残高 99 110 4,750
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△2,505 1,546

 減価償却費 585 324

 のれん償却額 147 51

 顧客関連資産償却費 142 91

 株式報酬費用 59 79

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 21 16

 受取利息及び受取配当金 △2 △8

 助成金収入 △2 －

 支払利息 28 25

 固定資産売却損益（△は益） △0 △2

 関係会社株式売却損益（△は益） △70 －

 固定資産除却損 3 0

 減損損失 2,434 22

 投資有価証券評価損益（△は益） 140 －

 為替差損益（△は益） － △2

 持分法による投資損益（△は益） － 2

 売上債権の増減額（△は増加） △46 △484

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △76 △126

 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △325 358

 
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

20 16

 契約負債の増減額（△は減少） 10 41

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 75 27

 その他 15 △23

 小計 654 1,957

 利息及び配当金の受取額 2 8

 利息の支払額 △27 △24

 助成金の受取額 2 0

 法人税等の支払額 △10 △215

 営業活動によるキャッシュ・フロー 621 1,725

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △116 △30

 有形固定資産の売却による収入 2 0

 無形固定資産の取得による支出 △869 △948

 関係会社株式の取得による支出 － △16

 関係会社の整理による収入 21 －

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

※２  73 －

 保険積立金の積立による支出 △6 △5

 保険積立金の払戻による収入 3 3

 敷金及び保証金の差入による支出 △25 △43

 敷金及び保証金の回収による収入 36 0

 投資活動によるキャッシュ・フロー △880 △1,040
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           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 － 300

 長期借入金の返済による支出 △300 △615

 自己株式の処分による収入 － 496

 自己株式の取得による支出 － △0

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 78 100

 新株予約権の発行による収入 － 3

 財務活動によるキャッシュ・フロー △221 285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △480 970

現金及び現金同等物の期首残高 3,489 3,008

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  3,008 ※１  3,979
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　5社

主要な連結子会社の名称

エクスウェア株式会社

株式会社エクサホームケア

株式会社スタジアム

株式会社Exa Enterprise AI

株式会社ExaMD

 
(2) 主要な非連結子会社の名称等

EXAWIZARDS INDIA LLP

 
(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しておりま

す。

 
２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数　1社

主要な連結子会社の名称

AIスマートワーク株式会社

AIスマートワーク株式会社については、新たに株式を取得したことから、当連結会計年度より持分法適用の範

囲に含めております。

 
(2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の名称等

EXAWIZARDS INDIA LLP

 
(持分法を適用しない理由)

持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等から、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、持分法適用の範囲から除外しております。

 
(3) 連結の範囲の変更に関する注記

該当事項はありません。

 
３　連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 
４　会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

ａ　関係会社株式

主として移動平均法による原価法を採用しております。

ｂ　その他有価証券

市場価格のない株式等

主として移動平均法による原価法を採用しております。

 
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

建物については定額法、工具、器具及び備品については定率法を採用しております。
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なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　８年～18年

工具、器具及び備品　４年～15年

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウエア　　　　３年

顧客関連資産       13年

 
(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売上債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 
(4) 退職給付に係る会計処理の方法

連結子会社であるエクスウェア株式会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る

期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 
(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

 
①　AIプロダクト事業

AIプロダクト事業においては、多くの企業に共通した業務課題に向けて、顧客の業務プロセスに簡易に導入・

活用可能なAIソフトウエア群を提供しており、顧客に対する知的財産のライセンスの供与が履行義務となってお

ります。

契約上、知的財産を使用する権利を顧客に付与する場合は、一時点で充足される履行義務として処理し、顧客

がライセンスを使用して当該知的財産からの便益を享受できるようになった時点で収益を認識しております。

一方、契約上、ライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利を顧客に付与する場合は、一定の期間に

わたり充足される履行義務として処理し、ライセンス期間にわたって収益を認識しています。

 
②　AIソリューションサービス事業

AIソリューションサービス事業においては、顧客に対し、当社グループのAIプラットフォーム「exaBase」に蓄

積されたデータ基盤を用いたコンサルティング・サービスの提供、アルゴリズム・ソフトウエア開発等の履行義

務を負っており、顧客のデジタル・AI戦略やDX等の推進体制の立案・実行及び投資効果の最大化を支援している

ほか、営業支援・ビジネスプロセスアウトソーシングサービスを提供しております。

　コンサルティング・サービスの提供等に係る主たる準委任契約については、顧客との契約における義務を履行

するにつれて顧客が便益を享受することから、また、営業支援・ビジネスプロセスアウトソーシングサービスは

契約期間にわたり履行義務が充足されることから、一定の期間にわたり、各月において充足した履行義務に対応

する収益を認識しております。

　また、請負契約及び一部の準委任契約については、顧客との契約における義務を履行することにより、別の用

途に転用することができない資産が生じ、顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収

受する強制力のある権利を有していることから、履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期間にわたり収益

を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、見積総原価に対する発生原価の割合（イ

ンプット法）によっております。
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(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

 
(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却方法については、定額法(５年)により償却を行っております。

 
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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(重要な会計上の見積り)

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１　当社に関する固定資産の減損

(1) 当連結会計年度の財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

 当連結会計年度

減損損失 1,028

有形固定資産 0

無形固定資産 54
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

事業用資産について、当社は管理会計上の区分を基礎として、グルーピングを行っております。減損の兆候が

ある資産グループについて、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と固定資産の

帳簿価額を比較し、減損損失を認識すべきであると判定された資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

しております。当連結会計年度において、当社が保有する固定資産に減損の兆候が生じており、判定の結果、割

引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回っていたため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、帳簿価額の減少分を減損損失として計上しております。

 
②　主要な仮定

事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積りに際して、受注見込みに基づく売上高予測及び人員計画に

基づく人件費を主要な仮定としております。

 
③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

翌連結会計年度以降の実績は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があります。

主要な仮定が乖離することで損益や収支見込が悪化した場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、減損損

失を計上する可能性があります。

 
２　株式会社スタジアムの固定資産の評価

(1) 当連結会計年度の財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

 当連結会計年度

減損損失 1,383

顧客関連資産 1,030

のれん -
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

株式会社スタジアムの株式を取得した際に識別したのれんは、今後の事業活動により期待される将来の超過収

益力として、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額で算定しておりま

す。また、顧客関連資産は、既存顧客との継続的な取引関係により生み出すことが期待される超過収益の現在価

値として算定しております。これらは、その効果が及ぶ期間にわたり償却を行い、減損の兆候があると認められ

る場合には、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否

を判定することとしております。
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当連結会計年度において、株式会社スタジアムの株式取得の際に生じたのれん及び固定資産に減損の兆候が生

じており、判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額がのれん及び固定資産の帳簿価額を下回っていた

ため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少分を減損損失として計上しております。

 
②　主要な仮定

事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積りに際して、受注見込みに基づく売上高予測を主要な仮定と

しております。

 
③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

翌連結会計年度以降の実績は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があります。

主要な仮定が乖離することで損益や収支見込が悪化した場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、減損損

失を計上する可能性があります。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１　当社及び連結子会社に関する固定資産の減損

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

 当連結会計年度

減損損失 22

有形固定資産 122

無形固定資産 1,895
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

事業用資産について、当社及び連結子会社は管理会計上の区分を基礎として、グルーピングを行っておりま

す。減損の兆候がある資産グループについて、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの

総額と固定資産の帳簿価額を比較し、減損損失を認識すべきであると判定された資産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額しております。当連結会計年度において、AIソリューションサービス事業に属する連結子会社

が保有するソフトウエア資産について、収益性が低下した資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

減損損失として計上しております。

 
②　主要な仮定

事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積りに際して、受注見込みに基づく売上高予測及び人員計画に

基づく人件費を主要な仮定としております。

 
③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

翌連結会計年度以降の実績は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があります。

主要な仮定が乖離することで損益や収支見込が悪化した場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、減損損

失を計上する可能性があります。
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(未適用の会計基準等)

（リースに関する会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日 企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

等

 

(1) 概要

　本会計基準等は、国際的な会計基準との整合性を図り、借手の全てのリースについて資産及び負債を原則として認

識するものです。IFRS第16号の会計処理を基礎としつつ、実務への配慮から一部簡素化された内容となっています。

これにより借手は、リースの種類を問わず、使用権資産とリース負債を計上し、使用権資産に係る減価償却費及び

リース負債に係る利息相当額を関連費用として認識します。

 
(2) 適用予定日

　2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

(3) 当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。

 
(表示方法の変更)

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額（△は減

少）」及び「その他」に含めていた「株式報酬費用」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立

掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを

行っています。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他の流動負債の増減額（△は減少）」に表示していた121百万円及び「その他」28百万円は、「株

式報酬費用」59百万円、「その他の流動負債の増減額（△は減少）」75百万円、「その他」15百万円として組替

えています。
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(追加情報)

（資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分）

当社は、2025年５月28日開催の取締役会において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（現NTTド

コモビジネス株式会社。以下、「NTTドコモビジネス」）との間で資本業務提携を行うこと及び同社に対する第三者

割当による自己株式の処分を行うことを決議し、同日資本業務提携契約を締結いたしました。

 

１．資本業務提携契約の目的

当社グループは、創業来高いセキュリティレベルを求める日本企業のオフィスワーカーが業務で使える、AI・生

成AIのソリューションやプロダクトの開発・提供をし、国内AI市場のリーディングカンパニーとしてAIの活用と普

及に取り組んでまいりました。2025年３月末時点で、1,800社に及ぶ企業との取引を通じて、業務効率化、生産性向

上に寄与しています。

NTTドコモビジネスは、2022年よりドコモグループにおける法人事業の中核を担う企業となり、生成AIの活用によ

り新たな価値創造や社会・産業の課題解決などに貢献しています。全国にある支社を通じて65万社の顧客基盤を

持っており、その地場で活躍する社員による営業力や販売網が強みです。

これまでも、当社グループとNTTドコモビジネスは「tsuzumi on exaBase Studio」をはじめとした、NTTドコモビ

ジネスの「tsuzumi」を活用したソリューションの提供など、実案件も重ねながら協業関係を深めてまいりました。

さらに両社は互いの強みを活かし、当社グループのAIサービス・プロダクトをNTTドコモビジネスが持つ顧客への販

売を行い全国各地で導入を拡大していくことで、日本企業のオフィスワーカーの生産性向上に寄与していくことを

目指し、各プロダクトの販売店契約締結を順次進めています。

しかしながら、近年、生成AIやAIエージェントの登場により、企業におけるAI活用の検討が急速に進められてい

ます。検討を進めていくなかで、業務データを扱う上でのセキュリティに関する懸念や、汎用型AIでは使用者のス

キルに依存し会社全体での活用が進まないという課題に、各企業が直面しています。

そこで、当社とNTTドコモビジネスは、NTTドコモビジネスのAI基盤や業界別ソリューションと、当社のAIエー

ジェント開発・運用プラットフォームを掛け合わせ、各企業向けにカスタマイズした信頼性の高いAIエージェント

を開発・運用できるセキュアなAIプラットフォームを提供するとともに、業界・業務特化型AIエージェントの開

発・提供をすることで、各企業が直面する課題を解決することが可能であると考えています。両社で共同開発する

セキュアなAIプラットフォームや業界特化型AIエージェントによって、各企業が保有する業務データを適切に扱い

ながら業務に適合したAI活用を実現できると、双方共同事業への合意に至りました。

このセキュアなAIプラットフォームや業務特化型AIエージェントの開発に向けた本資本業務提携の一環として、

本自己株式処分は、NTTドコモビジネスを処分予定先として行うものであり、当社とNTTドコモビジネスとの協力体

制をより強固なものとし、事業の推進をより確実なものにしてまいります。

 
２．資本業務提携の内容

（１）業務提携の内容

この度の業務提携では、NTTドコモビジネスの有するドメイン知識（注１）や顧客基盤等の事業アセットと、当

社が有するデジタル・AI領域における技術力及び事業開発力を相互に活かし、AI領域におけるさらなる事業開発

を推進していきます。

①セキュアなAIプラットフォームの共同開発・提供

NTTドコモビジネスが提供する「SDPF クラウド/サーバー」（注２）やセキュリティ一体型ネットワークサービ

ス「docomo business RINK」などを組み合わせたAI基盤と、エクサウィザーズが提供する「exaBase Studio」

（注３）を組み合わせ、各企業が保有する機密性の高い業務データ等の情報を各企業のセキュリティポリシーに

合わせたセキュアな環境で管理し、業務にあわせてカスタマイズ可能なAIエージェントを搭載したプラット

フォームを共同開発・提供します。

②業界・業務特化型AIエージェントの共同開発

高い専門性が求められ、機微な情報の取り扱いを必要とする業界・業務に特化したAIエージェントを共同開

発・提供します。金融・公共・製造を初期ターゲットとして取り組みを開始します。
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③NTTドコモビジネスによるエクサウィザーズAIサービス群の販売連携

エクサウィザーズAIサービス群（exaBase 生成AI、exaBase 生成AI for 自治体、exaBase 生成AI for アカデ

ミー、exaBase Studio、exaBase 面談要約、gacco ロープレ（注４））を、NTTドコモビジネスの業界別ソリュー

ションのラインナップに加え、販売活動をさらに加速していきます。

（注）１．特定の業界や業務に関する知識や知見のことです。

２．NTTドコモビジネスのデータ利活用基盤「SDPF（SmartData Platform）」のコアとなるIaaSメニュー

として、DXに必要なネットワーク、データセンター、マネージドサービスが連携した高品質・高信

頼な企業向けサービスです。顧客のデータ利活用とDX推進を強力に支援します。

３．exaBase Studioとは、AIエージェント開発・運用プラットフォームです。自律型を含めたAIエージ

ェントを顧客が内製し、業務データを活用しつつ、人と対話することで育てていくプラットフォー

ムとして利用可能です。

４．ドコモgaccoが、「exaBase ロープレ」をOEM採用「gacco ロープレ」として提供

（2024年10月11日）

 
（２）資本提携の内容

当社は、本自己株式処分により、処分先のNTTドコモビジネスに対して470百万円相当の当社普通株式1,214,400

株を割り当てました。本資本業務提携により当社グループ及び処分先間でさらに強固な協力体制を築き、事業の

推進をより確実なものにすること並びに共同事業の開発資金の調達を目的としております。本資本業務提携を実

施することは、中長期的な視点から今後の当社の企業価値、株主価値の向上にも繋がり、既存株主の利益にも資

するものと判断しております。また、処分先は原則として当社普通株式を長期的に継続して保有する方針である

ことから、今回の処分数量及びこれによる株式の希薄化の規模並びに流通市場への影響はかかる目的達成の上

で、合理的であると判断いたしました。

 
３．資本業務提携の相手先の概要

（１）名称 NTTドコモビジネス株式会社

（２）所在地 東京都千代田区大手町２－３－１ 大手町プレイスウエストタワー

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 社長執行役員 小島 克重

（４）事業内容
ICT サービス・ソリューション事業、国際通信事業及びそれに関する事業
等

（５）資本金 2,309億円
 

 
４．第三者割当による自己株式の処分の概要

（１）払込期日 2025年６月16日

（２）処分株式の種類及び株式数 普通株式　1,214,400株

（３）処分価額 １株当たり387円

（４）処分価額の総額 469,972,800円

（５）処分方法 第三者割当の方法による自己株式処分

（６）処分先 NTTドコモビジネス株式会社

（７）その他
上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件と
します。
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（株式付与ESOP信託）

当社は、当社及び当社子会社の従業員（以下、「対象従業員」）へ当社グループへの帰属意識の醸成と経営参画

意識を持たせ、対象従業員の長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚、当社の企業価値向上を図る

ことを目的としたインセンティブ・プランとして、株式付与ESOP信託（以下、「本制度」）を導入しております。

 
（1）取引の概要

当該信託の導入に際し制定した「株式交付規程」に基づき、一定の要件を満たした対象従業員に対し当社株式を給

付する仕組みであります。

当社は、対象従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに

当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。対象従業員に対し給付する株式については、あらかじめ信託設

定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

 
（2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に自己株式と

して計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末247百万円、645,263株、当連結

会計年度末216百万円、564,283株であります。
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（資本業務提携に伴う第三者割当による新株式の発行）

当社は、2026年３月31日開催の取締役会において、株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以下、「三井住

友フィナンシャルグループ」、グループを総称して「SMBCグループ」）との間で資本業務提携（以下、「本資本業

務提携」）に関する契約を締結し、三井住友フィナンシャルグループに対し第三者割当による新株式の発行（以

下、「本第三者割当」）を行うことについて決議しました。

 

１.本資本業務提携の目的及び理由

　当社及び当社の連結子会社は、創業以来、高いセキュリティレベルを求める日本企業のオフィスワーカーが業務

で利用できるAI・生成AIのソリューション及びプロダクトの開発・提供を行い、国内AI市場のリーディングカンパ

ニーとしてAIの活用と普及に取り組んでまいりました。2025年12月末時点では、2,000社に及ぶ企業との取引を通じ

て、業務効率化及び生産性向上に寄与してまいりました。その中でも、創業当初から金融業務におけるAIの利活用

に数多く携わってまいりました。

　SMBCグループは、生成AIやそれに伴うシステムの高度化によって、金融ビジネス業界が大きな変革に直面してい

る中、グループ全体でのAIトランスフォーメーションを積極的に推進しています。

　当社は、2025年８月よりSMBCグループの事務領域におけるEnd-to-EndのAIエージェント開発、並びにexaBase

ロープレを活用した人材育成支援等を進めてまいりました。これらを通じて、AIエージェントアプリや技術アセッ

ト、着実に積み重ねてきたノウハウと信頼関係に基づき、SMBCグループにおけるAIトランスフォーメーションの推

進パートナーとして関係を深化させてきました。そして、両社は金融機関及び周辺領域におけるAI活用による業務

とビジネスモデルの高度化・刷新を加速することを目的とした本資本業務提携の締結について合意いたしました。

　本資本業務提携において当社は、まずはSMBCグループにおけるAIトランスフォーメーションの実現を最優先課題

として位置づけ、同グループの事業領域をはじめとする業務プロセスやビジネスモデルの高度化・効率化をAIの活

用によって支援してまいります。その過程で、本資本業務提携を通じて両社に蓄積されるAIエージェントに関する

アプリケーション・技術アセットや業務ノウハウ等のうち、当社及びSMBCグループ以外の金融機関・企業にも有用

であり汎用性を有するものについては、両社で協議のうえプロダクト・ソリューションとして外販展開することに

より、新たな事業機会の創出と両社の事業成長につなげていくことを目指します。

本第三者割当増資により調達する資金（以下、「本調達資金」）については、SMBCグループ向けの専任チームの

採用・育成等に係る人件費に充当し、同グループのAIトランスフォーメーションを複数年度にわたり継続的かつ機

動的に推進できる体制を構築するとともに、本資本業務提携の推進の過程で当社単独ではカバーしきれない先端技

術や専門知見を補完することを目的として、関連技術・人材を有する企業に対する将来的なM＆Aや資本参加等の戦

略的投資の原資として活用することを想定しております。これらの取組みを安定的かつ中長期的に遂行するために

は、単なる業務提携にとどまらず、両社の中長期的な関係性を明確化し、相互のインセンティブを一致させる資本

関係を構築することが有効であると判断し、本第三者割当増資を通じた資本提携を併せて実施することといたしま

した。

　当社は、本資本業務提携を通じて、SMBCグループとの協力関係及び推進体制を一層強固なものとし、金融及び周

辺領域におけるAI活用・DX推進を加速させることで、金融業界の発展並びに社会全体の生産性向上に寄与してまい

ります。あわせて、本資本業務提携により当社の事業基盤及び収益機会の拡大を図ることで、中長期的な企業価値

及び株主価値の向上を目指してまいります。
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２.日程

（１）取締役会決議日　　　　　　2026年３月31日

（２）本資本業務提携契約締結日　2026年３月31日

 (３）本第三者割当の払込期日　　2026年４月16日

 
３．第三者割当による新株式発行の概要

（１）株式の種類及び数 当社普通株式9,550,000株

（２）払込金額 １株につき565円

（３）払込金額の総額 5,395,750,000円

（４）増加する資本金の額 2,697,875,000円

（５）増加する資本準備金の額 2,697,875,000円

（６）募集又は割当方法 第三者割当の方法による

（７）払込期日 2026年４月16日

（８）割当先 株式会社三井住友フィナンシャルグループ

（９）その他
上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件
とします。
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(連結貸借対照表関係)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

関係会社株式 －百万円 14百万円

関係会社出資金 9 9  
 

 

※２　当座貸越契約

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

当座貸越極度額の総額 1,500百万円 1,530百万円

借入実行金額 － － 

差引額 1,500 1,530 
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(連結損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報)　３．報告セグメントごとの売上高、利

益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載しております。

 
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

給料及び手当 2,100百万円 2,353百万円

業務委託費 759 921 

採用費 380 233 

雑給 281 393 
 

 

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

研究開発費 178百万円 391百万円
 

 

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

工具、器具及び備品 0百万円 2百万円
 

 

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

建物 3百万円 －百万円

工具、器具及び備品 0 0 
 

 

※６　減損損失

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

(1) 減損損失を認識した資産

会社 用途 場所 種類 金額(百万円)

株式会社
エクサウィザーズ

共用資産 東京都港区 ソフトウエア 769

共用資産 東京都港区 建物及び工具、器具及び備品 196

遊休資産 東京都港区 ソフトウエア 62

株式会社
Exa Enterprise AI

遊休資産 東京都港区 ソフトウエア 1

株式会社スタジアム

事業用資産 東京都港区 顧客関連資産 572

その他 東京都港区 のれん 690

遊休資産 東京都港区 建物及び工具、器具及び備品 119

株式会社ExaMD 遊休資産 東京都港区 工具、器具及び備品 21
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(2) 減損損失の認識に至った経緯

当社の共用資産及びその他サービス事業の一部の事業用資産及び共用資産については、収益性の低下により投

資金額の回収が見込めないことから、減損損失を認識するものであります。

また、今後事業の用に供する予定がなくなった個々の資産については、遊休資産とし、減損損失を認識するも

のであります。

 
(3) グルーピングの方法

主として事業部単位でグルーピングを行っております。

 
(4) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は使用価値により算定しております。帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しました。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

(1) 減損損失を認識した資産

会社 用途 場所 種類 金額(百万円)

株式会社ExaMD 事業用資産 東京都港区 ソフトウエア 22
 

 

(2) 減損損失の認識に至った経緯

事業用資産について、収益性の低下により投資金額の回収が見込めないことから、減損損失を認識するもので

あります。

 
(3) グルーピングの方法

主として事業部単位でグルーピングを行っております。

 
(4) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は使用価値により算定しております。帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しました。

 

(連結包括利益計算書関係)

該当事項はありません。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

 
当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式     

普通株式(注)１ 85,121,600 682,600 － 85,804,200

合計 85,121,600 682,600 － 85,804,200

自己株式     

普通株式
(注)２，３，４

3,111,700 230,000 271,537 3,070,163

合計 3,111,700 230,000 271,537 3,070,163
 

(注) １．普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使に伴う新株の発行によるものであります。

２．普通株式の自己株式の増加230,000株は、株式付与ESOP信託による当社株式の取得230,000株によるものであ

ります。

３．普通株式の自己株式の減少271,537株は、株式付与ESOP信託に対する当社株式の処分230,000株及びESOP信託

の従業員への株式交付41,537株によるものであります。

４．当連結会計年度末の自己株式(普通株式)には、株式付与ESOP信託が所有する645,263株が含まれておりま

す。

 
２　新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

－ － － － － 51

合計 － － － － 51
 

 
３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

 
当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式     

普通株式(注)１ 85,804,200 1,352,300 － 87,156,500

合計 85,804,200 1,352,300 － 87,156,500

自己株式     

普通株式
(注)２，３，４

3,070,163 30 1,295,380 1,774,813

合計 3,070,163 30 1,295,380 1,774,813
 

(注) １．普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使に伴う新株の発行によるものであります。

２．普通株式の自己株式の増加30株は、単元未満株式の買取による増加分であります。

３．普通株式の自己株式の減少1,295,380株は、NTTドコモビジネス株式会社を割当先とする自己株式の処分

1,214,400株及びESOP信託の従業員への株式交付80,980株によるものであります。

４．当連結会計年度末の自己株式(普通株式)には、株式付与ESOP信託が所有する564,283株が含まれておりま

す。

 

２　新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

－ － － － － 99

合計 － － － － 99
 

 
３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

現金及び預金 3,008百万円 3,979百万円

現金及び現金同等物 3,008  3,979  
 

 

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

株式の売却により株式会社VisionWizが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに売

却価額と売却による収入は次のとおりであります。

流動資産 64百万円

流動負債 34

株式売却益 70

株式の売却価額 100

現金及び現金同等物 27

差引：連結範囲の変更に伴う子会社株式の売却による収入 73
 

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用について短期的な預金等に限定し、金融機関からの借入や株式の発行等により資金を

調達しております。なお、デリバティブ取引は、行っておりません。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当社グループの保有する金融資産は、売掛金及び契約資産、敷金及び保証金、短期的な預金等であります。

売掛金及び契約資産、敷金及び保証金については、相手先の信用リスクに晒されております。

短期的な預金等については、預入先の信用リスク及び金利変動リスクに晒されております。

営業債務である未払金は、１年以内の支払期日であります。

借入金は、運転資金の調達を目的としたものであり、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク)に晒されております。

 
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理

当社グループは、発生した営業債権について、「与信管理規程」に従って取引先ごとの与信残高を設定したう

えで、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪

化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

 
②　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、資金繰表の作成・更新によって月次単位での支払予定を把握するとともに、一定の手許流動

性を確保することを通じて、流動性リスクを管理しております。

 
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因も織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 
前連結会計年度(2025年３月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価
(百万円)

差額
(百万円)

敷金及び保証金 216 195 △20

資産計 216 195 △20

長期借入金 1,950 1,899 △50

負債計 1,950 1,899 △50
 

(注) １．現金は記載を省略しており、預金、「売掛金及び契約資産」、「１年内償還予定の社債」、「１年内返済予

定の長期借入金」、「未払金」及び「未払法人税等」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

ることから、記載を省略しております。

２．市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表価額は以下のとお

りであります。

区分 前連結会計年度(百万円)

非上場株式及びその他 40

関係会社株式 －

出資金 9
 

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価
(百万円)

差額
(百万円)

敷金及び保証金 260 197 △63

資産計 260 197 △63

長期借入金 1,875 1,793 △81

負債計 1,875 1,793 △81
 

（注）１．現金は記載を省略しており、預金、「売掛金及び契約資産」、「１年内償還予定の社債」、「１年内返済

予定の長期借入金」、「未払金」及び「未払法人税等」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近

似することから、記載を省略しております。

２．市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表価額は以下のと

おりであります。

区分 当連結会計年度(百万円)

非上場株式及びその他 40

関係会社株式 14

出資金 9
 

 

EDINET提出書類

株式会社エクサウィザーズ(E37158)

有価証券報告書

116/176



 

（注）３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

 
前連結会計年度(2025年３月31日)

 
１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 3,008 － － －

売掛金及び契約資産 1,870 － － －

敷金及び保証金(※１) 13 177 － －

合計 4,893 177 － －
 

(※１) 償還予定が確定しない敷金及び保証金25百万円は上記表には含めておりません。

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

 
１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 3,979 － － －

売掛金及び契約資産 2,355 － － －

敷金及び保証金(※１) 26 196 13 －

合計 6,361 196 13 －
 

(※１) 償還予定が確定しない敷金及び保証金25百万円は上記表には含めておりません。

 
４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

 
前連結会計年度(2025年３月31日)

 
１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

長期借入金(１年内返済予
定の長期借入金を含む)

600 300 300 1,350 － －

合計 600 300 300 1,350 － －
 

 

当連結会計年度(2026年３月31日)

 
１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

長期借入金(１年内返済予
定の長期借入金を含む)

360 360 1,410 60 45 －

合計 360 360 1,410 60 45 －
 

 

EDINET提出書類

株式会社エクサウィザーズ(E37158)

有価証券報告書

117/176



 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度(2025年３月31日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(2026年３月31日)

該当事項はありません。

 

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度(2025年３月31日)

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 195 － 195

資産計 － 195 － 195

長期借入金 － 1,899 － 1,899

負債計 － 1,899 － 1,899
 

 

当連結会計年度(2026年３月31日)

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 197 － 197

資産計 － 197 － 197

長期借入金 － 1,793 － 1,793

負債計 － 1,793 － 1,793
 

(注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金及び保証金

これらの時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算

定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値に

より算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(有価証券関係)

前連結会計年度(2025年３月31日)

その他有価証券

非上場株式等(連結貸借対照表計上額は投資有価証券40百万円)は市場価格のない株式等であることから、記載

を省略しております。

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

その他有価証券

非上場株式等(連結貸借対照表計上額は投資有価証券40百万円)は市場価格のない株式等であることから、記載

を省略しております。

 
(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

連結子会社であるエクスウェア株式会社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度(退職一時金

制度)を採用しております。当該制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。

当該連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しておりま

す。

 
２　確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

   

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 72百万円 93百万円

退職給付費用 23 22 

退職給付の支払額 △1 △6 

退職給付に係る負債の期末残高 93 110 
 

 

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

   

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

非積立型制度の退職給付債務 93百万円 110百万円

退職給付に係る負債 93 110 
 

 
(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度 23百万円 当連結会計年度 22百万円
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

   

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

販売費及び一般管理費 26百万円 46百万円
 

 
２．権利不行使による失効により利益計として計上した金額

   

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

新株予約権戻入益 － 百万円 0百万円
 

 
３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 

決議年月日
2016年７月20日取締役会
第２回新株予約権

2016年12月12日取締役会
第３回新株予約権

2017年12月11日取締役会
第４回新株予約権

付与対象者の区分及び人
数

当社従業員　１名 当社従業員　１名
当社取締役　１名
当社従業員　22名

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数(注)

普通株式　1,700,000株 普通株式　50,000株 普通株式　2,650,000株

付与日 2016年７月31日 2016年12月20日 2017年12月19日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況
１．株式等の状況　(2)
新株予約権等の状況」に
記載のとおりです。

同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

同左 同左

権利行使期間
自　2018年８月１日
至　2026年６月30日

自　2019年１月１日
至　2026年11月30日

自　2019年12月20日
至　2027年11月19日

 

 

決議年月日
2018年２月５日取締役会
第５回新株予約権

2018年８月28日取締役会
第６回新株予約権

2019年２月22日取締役会
第７回新株予約権

付与対象者の区分及び人
数

当社従業員　３名
当社取締役　１名
当社従業員　33名

当社監査役　１名
当社従業員　25名

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数(注)

普通株式　210,000株 普通株式　2,550,000株 普通株式　975,000株

付与日 2018年２月13日 2018年９月21日 2019年３月11日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況
１．株式等の状況　(2)
新株予約権等の状況」に
記載のとおりです。

同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

同左 同左

権利行使期間
自　2020年２月14日
至　2028年１月13日

自　2020年９月22日
至　2028年８月21日

自　2021年３月12日
至　2029年２月11日
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決議年月日
2019年６月28日取締役会
第８回新株予約権

2019年６月28日取締役会
第９回新株予約権

2019年８月27日取締役会
第10回新株予約権

付与対象者の区分及び人
数

当社取締役　１名
当社従業員　41名

当社監査役　２名
社外協力者　２名

社外協力者　１名

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数(注)

普通株式　1,195,000株 普通株式　130,000株 普通株式　75,000株

付与日 2019年７月19日 2019年７月19日 2019年９月10日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況
１．株式等の状況　(2)
新株予約権等の状況」に
記載のとおりです。

同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

同左 同左

権利行使期間
自　2021年７月20日
至　2029年６月19日

自　2019年７月19日
至　2029年７月18日

自　2019年９月10日
至　2029年９月９日

 

 

決議年月日
2019年９月20日取締役会
第11回新株予約権

2019年12月18日取締役会
第12回新株予約権

2020年２月20日取締役会
第13回新株予約権

付与対象者の区分及び人
数

当社従業員　14名 当社従業員　21名 当社従業員　28名

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数(注)

普通株式　325,000株 普通株式　320,000株 普通株式　520,000株

付与日 2019年10月５日 2019年12月27日 2020年３月４日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況
１．株式等の状況　(2)
新株予約権等の状況」に
記載のとおりです。

同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

同左 同左

権利行使期間
自　2021年10月６日
至　2029年９月５日

自　2021年12月28日
至　2029年11月27日

自　2022年３月５日
至　2030年２月４日

 

 

決議年月日
2020年６月19日取締役会
第14回新株予約権

2020年９月18日取締役会
第15回新株予約権

2020年12月16日取締役会
第16回新株予約権

付与対象者の区分及び人
数

当社取締役　３名
当社従業員　38名

当社従業員　20名 当社従業員　10名

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数(注)

普通株式　670,000株 普通株式　245,000株 普通株式　130,000株

付与日 2020年７月６日 2020年10月３日 2020年12月26日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況
１．株式等の状況　(2)
新株予約権等の状況」に
記載のとおりです。

同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

同左 同左

権利行使期間
自　2022年７月７日
至　2030年６月６日

自　2022年10月４日
至　2030年９月３日

自　2022年12月27日
至　2030年11月26日
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決議年月日
2021年３月19日取締役会
第17回新株予約権

2021年３月19日取締役会
第18回新株予約権

2021年６月30日取締役会
第19回新株予約権

付与対象者の区分及び人
数

当社従業員　13名 社外協力者　１名 当社従業員　28名

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数(注)

普通株式　175,000株 普通株式　50,000株 普通株式　755,000株

付与日 2021年３月31日 2021年３月31日 2021年７月９日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況
１．株式等の状況　(2)
新株予約権等の状況」に
記載のとおりです。

同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

同左 同左

権利行使期間
自　2023年４月１日
至　2031年２月28日

自　2021年３月31日
至　2031年３月30日

自　2023年７月10日
至　2031年６月９日

 

 

決議年月日
2021年６月30日取締役会
第20回新株予約権

2021年７月20日取締役会
第21回新株予約権

2021年７月20日取締役会
第22回新株予約権

付与対象者の区分及び人
数

社外協力者　１名 信託会社　１社 当社従業員　６名

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数(注)

普通株式　10,000株 普通株式　750,000株 普通株式　75,000株

付与日 2021年７月９日 2021年８月６日 2021年８月４日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況
１．株式等の状況　(2)
新株予約権等の状況」に
記載のとおりです。

同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

同左 同左

権利行使期間
自　2021年７月９日
至　2031年７月８日

自　2021年８月６日
至　2031年８月５日

自　2023年８月５日
至　2031年７月４日

 

 

決議年月日
2023年４月18日取締役会
第23回新株予約権

2023年５月11日取締役会
第24回新株予約権

2025年７月24日取締役会
第25回新株予約権

付与対象者の区分及び人
数

当社従業員　３名 当社取締役　３名
当社取締役　３名
当社従業員　３名

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数(注)

普通株式　150,000株 普通株式　400,000株 普通株式　960,000株

付与日 2023年５月８日 2023年７月14日 2025年８月８日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況
１．株式等の状況　(2)
新株予約権等の状況」に
記載のとおりです。

同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

同左 同左

権利行使期間
自　2023年５月９日
至　2033年４月８日

自　2025年７月15日
至　2033年６月14日

自　2027年７月１日
至　2035年８月７日

 

(注)　株式数に換算して記載しております。なお、2021年８月28日付株式分割(１株につき100株の割合)による分割後

の株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(2026年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

 

 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権

権利確定前(株)     

前連結会計年度末 － － － －

付与 － － － －

失効 － － － －

権利確定 － － － －

未確定残 － － － －

権利確定後(株) － － － －

前連結会計年度末 556,000 50,000 110,000 110,000

権利確定 － － － －

権利行使 556,000 － 110,000 100,000

失効 － － － －

未行使残 － 50,000 － 10,000
 

 

 第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

権利確定前(株)     

前連結会計年度末 － － － －

付与 － － － －

失効 － － － －

権利確定 － － － －

未確定残 － － － －

権利確定後(株)     

前連結会計年度末 490,000 170,000 590,000 30,000

権利確定 － － － －

権利行使 － 107,000 70,000 －

失効 － － － －

未行使残 490,000 63,000 520,000 30,000
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 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権 第13回新株予約権

権利確定前(株)     

前連結会計年度末 － － － －

付与 － － － －

失効 － － － －

権利確定 － － － －

未確定残 － － － －

権利確定後(株)     

前連結会計年度末 75,000 30,000 71,400 82,500

権利確定 － － － －

権利行使 － 15,000 － 22,500

失効 － － 11,400 －

未行使残 75,000 15,000 60,000 60,000
 

 

 第14回新株予約権 第15回新株予約権 第16回新株予約権 第17回新株予約権

権利確定前(株)     

前連結会計年度末 － － － －

付与 － － － －

失効 － － － －

権利確定 － － － －

未確定残 － － － －

権利確定後(株)     

前連結会計年度末 185,000 40,000 15,000 70,000

権利確定 － － － －

権利行使 35,000 25,000 － 30,000

失効 15,000 － － －

未行使残 135,000 15,000 15,000 40,000
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 第18回新株予約権 第19回新株予約権 第20回新株予約権 第21回新株予約権

権利確定前(株)     

前連結会計年度末 － 116,250 － －

付与 － － － －

失効 － － － －

権利確定 － 116,250 － －

未確定残 － － － －

権利確定後(株)     

前連結会計年度末 50,000 271,250 10,000 620,400

権利確定 － 116,250 － －

権利行使 － 108,500 － 173,300

失効 － － － 21,900

未行使残 50,000 279,000 10,000 425,200
 

 

 第22回新株予約権 第23回新株予約権 第24回新株予約権 第25回新株予約権

権利確定前(株)     

前連結会計年度末 2,500 150,000 400,000 －

付与 － － － 960,000

失効 － － － －

権利確定 2,500 75,000 － －

未確定残 － 75,000 400,000 960,000

権利確定後(株)     

前連結会計年度末 7,500 － － －

権利確定 2,500 75,000 － －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 10,000 75,000 － －
 

(注) 2021年８月28日付株式分割(１株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
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② 単価情報

 

 
第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

第６回
新株予約権

第７回
新株予約権

権利行使価格(円) 17 17 22 22 70 70

行使時平均株価(円) 359 － 728 886 － 598

付与日における
公正な評価単価(円)

－ － － － － －
 

 

 
第８回
新株予約権

第９回
新株予約権

第10回
新株予約権

第11回
新株予約権

第12回
新株予約権

第13回
新株予約権

権利行使価格(円) 100 100 100 100 100 100

行使時平均株価(円) 623 － － 657 － 608

付与日における
公正な評価単価(円)

－ － － － － －
 

 

 
第14回
新株予約権

第15回
新株予約権

第16回
新株予約権

第17回
新株予約権

第18回
新株予約権

第19回
新株予約権

権利行使価格(円) 100 100 100 200 200 200

行使時平均株価(円) 618 597 － 527 － 511

付与日における
公正な評価単価(円)

－ － － － － －
 

 

 
第20回
新株予約権

第21回
新株予約権

第22回
新株予約権

第23回
新株予約権

第24回
新株予約権

第25回
新株予約権

権利行使価格(円) 200 200 200 340 625 350

行使時平均株価(円) － 582 － － － －

付与日における
公正な評価単価(円)

－ － － 343 496 449
 

(注) 2021年８月28日付株式分割（１株につき100株の割合）による分割後の価格に換算して記載しております。
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４．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

（1）使用した評価技法　　ブラック・ショールズ式

（2）主な基礎数値及びその見積方法

株価変動制　　　　　　　　（注）１ 62.3％

予想残存期間　　　　　　　（注）２ 6.9年間

予想配当　　　　　　　　　（注）３ ０円

無リスク利子率　　　　　　（注）４ 1.2％
 

（注）１．７年間（2018年８月から2025年の８月まで）の株価実績に基づき算定しております。

２．評価対象ストック・オプションには業績条件が設定されており、その権利確定を2029年３月期に基づく

ものと見積もっております。そのため、算定上の実質的な行使可能期間を2029年７月からと仮定し、権利

行使期間の満期までの中間点は2032年７月と計算し、予想残存期間を見積もっております。

３．直近の配当実績に基づき算定しております。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

 
５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

 
６．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当

連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額　　　　　　　1,233百万円

(2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額　　607百万円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

 
当連結会計年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産      

未払事業税 19百万円  23百万円

減損損失及び減価償却超過額 604  422 

ソフトウエア 28  41 

関係会社投資 1  1 

資産除去債務 19  21 

退職給付引当金 33  39 

税務上の繰越欠損金(注２) 860  762 

その他 219  83 

繰延税金資産小計 1,788  1,396 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注２) △823  △448 
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
(注１)

△873  △415 

評価性引当額小計 △1,697  △863 

繰延税金資産合計 90  533 

繰延税金負債      

保険積立金 △13  △13 

資産除去費用 △16  △17 

顧客関連資産 △356  △332 

繰延税金負債合計 △385  △363 

繰延税金資産(負債)の純額 △294  169 
 

(注) １．評価性引当額の変動の主な要因は、減損損失及び減価償却超過額に係る評価性引当額の減少であります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度(2025年３月31日)

 
１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

合計
(百万円)

税務上の繰越欠損金(a) 6 32 125 303 283 108 860

評価性引当額 △6 △32 △88 △303 △283 △108 △823

繰延税金資産 － － 36 － － － 36
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

 
１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

合計
(百万円)

税務上の繰越欠損金(a) 3 － 55 301 283 118 762

評価性引当額 － － － △166 △197 △83 △448

繰延税金資産 3 － 55 134 86 34 314
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。税務上の繰越欠損金762百万円について、

繰延税金資産314百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込

み等により、回収可能と判断した部分について、評価性引当額を認識しておりません。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)  

当連結会計年度
(2026年３月31日)

法定実効税率 　税引前当期純損失を計上し
ているため、記載を省略して
おります。

 30.62％

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.91％

住民税均等割  2.74％

評価性引当額の増減  △35.58％

税務上の繰越欠損金の利用  △5.03％

のれんの償却額  1.03％

その他  4.12％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △1.18％
 

 
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計

処理及び開示に関する取扱い」(企業会計基準委員会　実務対応報告第42号　2021年８月12日)に従って、法人税及び

地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

 

EDINET提出書類

株式会社エクサウィザーズ(E37158)

有価証券報告書

129/176



 

(資産除去債務関係)

当社グループは、事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務とし

て認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

連結財務諸表「注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）　３ 会計方針に関する事項　(5) 重

要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

     

 前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 1,661百万円 1,754百万円

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 1,754 2,239 

契約資産(期首残高) 189 116 

契約資産(期末残高) 116 115 

契約負債(期首残高) 131 141 

契約負債(期末残高) 141 182 
 

 

契約資産は、顧客との業務委託契約のうち一部の請負契約等について期末日時点で未請求の対価に対する当社及

び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、成果物の納品又は検収に伴い対価に対する当社及び連

結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。契約負債は、顧客から

の前受金に関連するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。

また、当連結会計年度に認識した収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていたものは141百万円でありま

す。

 
(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、

残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含

まれていない重要な金額はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

当社グループは、サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事

業活動を展開しております。従って、当社グループにおける報告セグメントは事業部を基礎としたサービス別のセグ

メントにより構成されております。

「AIプロダクト事業」では、広範な顧客向けに、最小限の追加調整で即座に業務で活用可能なAIソフトウエアを提

供し、社会課題の解決を目指しております。

「AIソリューションサービス事業」では、大企業を中心として、顧客の経営課題解決を通じて、様々な業界の産

業・社会課題を発見し、その革新の実現を目指しております。

 
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

 

３．報告セグメントの変更に関する情報

従来、「AIプロダクト事業」「AIプラットフォーム事業」「その他サービス事業」の３区分を報告セグメントとし

ていたものを、当社グループの事業展開、経営資源配分・管理体制を見直し、当連結会計年度より「AIプロダクト事

業」「AIソリューションサービス事業」の２区分に変更しております。

「AIプラットフォーム事業」及び「その他サービス事業」に含まれていた一部の部門について、AIプロダクトとし

ての事業開発を促進するため、変更後の区分では「AIプロダクト事業」へ移管を行っております。また、「その他

サービス事業」に含まれていた株式会社スタジアムの営業支援・成長支援事業について、変更後の区分では「AIソ

リューションサービス事業」に移管を行っております。

なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを記載しており

ます。
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４．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

 (単位：百万円)

 

報告セグメント

調整額(注)１
連結財務諸表
計上(注)２

AIプロダクト事業
AIソリューション
サービス事業

計

売上高      

顧客との契約から
生じる収益

3,020 6,790 9,811 － 9,811

外部顧客への売上高 3,020 6,790 9,811 － 9,811

セグメント間の内部
売上高又は振替高

34 254 289 △289 －

計 3,055 7,045 10,101 △289 9,811

セグメント利益 753 1,397 2,150 △2,127 23

その他の項目      

減価償却費 310 231 541 44 585

のれんの償却額 － 147 147 － 147

顧客関連資産償却費 － 142 142 － 142

減損損失 － 1,404 1,404 1,030 2,434
 

(注) １．セグメント利益の調整額は、セグメント共通経費であります。

２．セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

３．減価償却費の調整額44百万円は、全社資産に係る減価償却費であります。

４．減損損失の調整額1,030百万円は、主として当社の共用資産に分類されるソフトウエア資産に係る減損損失

であります。

５．資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。
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当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

 (単位：百万円)

 

報告セグメント

調整額(注)１
連結財務諸表
計上額
(注)２AIプロダクト事業

AIソリューション
サービス事業

計

売上高      

顧客との契約から
生じる収益

4,916 7,080 11,996 － 11,996

外部顧客への売上高 4,916 7,080 11,996 － 11,996

セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 157 158 △158 －

計 4,916 7,238 12,155 △158 11,996

セグメント利益 1,866 2,217 4,084 △2,490 1,594

その他の項目      

減価償却費 68 237 306 17 324

のれんの償却額 － 51 51 － 51

顧客関連資産償却費 － 91 91 － 91

減損損失 － 22 22 － 22
 

(注) １．セグメント利益の調整額は、セグメント共通経費であります。

２．セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

３．減価償却費の調整額17百万円は、全社資産に係る減価償却費であります。

４．減損損失22百万円は、AIソリューションサービス事業に属する連結子会社の事業用資産に分類されるソフト

ウエア資産に係る減損損失であります。

５．資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。
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【関連情報】

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

製品及びサービスごとの情報は、「セグメント情報」の「３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資

産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に同様の記載をしているため、記載を省略しており

ます。

 
２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

 
３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略してお

ります。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

製品及びサービスごとの情報は、「セグメント情報」の「３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資

産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に同様の記載をしているため、記載を省略しており

ます。

 
２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

 
３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略してお

ります。

 

EDINET提出書類

株式会社エクサウィザーズ(E37158)

有価証券報告書

134/176



 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

    (単位：百万円)

 AIプロダクト事業
AIソリューション
サービス事業

全社・消去 合計

減損損失 － 1,404 1,030 2,434
 

 

当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

    (単位：百万円)

 AIプロダクト事業
AIソリューション
サービス事業

全社・消去 合計

減損損失 － 22 － 22
 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

 (単位：百万円)

 
AIプロダクト
事業

AIソリューション
サービス事業

全社・消去 合計

当期償却額 － 147 － 147

当期末残高 － 56 － 56
 

（注）AIソリューションサービス事業において、のれんの減損損失690百万円を計上しております。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

 (単位：百万円)

 
AIプロダクト
事業

AIソリューション
サービス事業

全社・消去 合計

当期償却額 － 51 － 51

当期末残高 － 4 － 4
 

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社エクサウィザーズ(E37158)

有価証券報告書

135/176



 

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

 

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員 新貝　康司 - - -
(被所有)
直接0.41

社外取締役

ストック・
オプション
の権利行使
(注)

1 - -

役員 火浦　俊彦 - - -
(被所有)
直接0.07

社外取締役

ストック・
オプション
の権利行使
(注)

1 - -

役員 宗像　直子 - - -
(被所有)
 直接0.04

社外取締役

ストック・
オプション
の権利行使
(注)

6 - -

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）2019年６月28日の取締役会決議に基づき付与された第８回新株予約権、2020年６月19日の取締役会決議に基づ

き付与された第14回新株予約権、2021年7月20日の取締役会決議に基づき付与された第21回新株予約権の当事業

年度における権利行使を記載しております。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。

 

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

１株当たり純資産額 29.13円 53.18円

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

△31.26円 18.13円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

－円 17.75円
 

(注) １．2025年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり

当期純損失のため記載しておりません。

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 2,539 4,750

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 129 210

(うち新株予約権(百万円)) (51) (99)

(うち非支配株主持分(百万円)) (78) (110)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 2,409 4,540

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数(株)

82,734,037 85,381,687
 

３．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属
する当期純損失(△)(百万円)

△2,576 1,533

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失(△)
(百万円)

△2,576 1,533

普通株式の期中平均株式数(株) 82,438,964 84,578,204

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要

新株予約権23種類
新株予約権の数 46,800個

新株予約権２種類
新株予約権の数 13,600個

 

４．株主資本において自己株式として計上されている「株式付与ESOP信託口」に残存する当社株式は、１株当た

り純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期純

利益又は１株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式

数の計算において控除する自己株式数に含めております。

１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度645,263株、当連結

会計年度564,283株であり、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度616,052株、

当連結会計年度601,284株であります。
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(重要な後発事象)

(吸収分割（簡易吸収分割）による事業承継)

　当社は、2026年２月12日開催の取締役会において、2026年４月１日を効力発生日として、当社のHR Tech事業を完

全子会社である株式会社Exa Enterprise AI（以下、「Exa Enterprise AI」）へ承継させること（以下、「本吸収

分割」）に関し決議しました。 

 
１．本吸収分割の目的

　従来、当社のHR Tech事業は、DX人材育成サービス「exaBase DXアセスメント＆ラーニング」を中心に事業を拡

大してまいりました。しかしながら、近年AIの技術的成熟度が急速に高まり、AIを業務に適用できる領域が飛躍

的に拡大しております。これに伴い、市場の関心もDXからAX（AI Transformation）へと移行しつつあります。こ

うした環境変化を踏まえ、当社のHR Tech事業においても、AX人材育成ソリューションの拡充を進めており、今後

もAIの利活用教育やAXを実現できる人材の育成サービスを強化していく方針であります。

　一方、Exa Enterprise AIでは、「exaBase 生成AI」を中心に、生成AIを活用したプロダクト・ソリューション

群の開発・提供を推進してまいりました。当社HR Tech事業とExa Enterprise AIの事業は、顧客層やサービス内

容において重なる部分が多く、組織的に統合することで、意思決定の迅速化及び開発スピードの向上が可能とな

り、企画・開発・営業のすべての領域において生産性向上とシナジーの創出が見込まれます。

　以上の理由から、HR Tech事業をExa Enterprise AIへ移管し、最適化された組織体制の下で事業拡大を図って

まいります。本再編を通じて、グループ全体での経営資源の最適配分を実現し、持続的な企業価値の向上を目指

してまいります。

 
２．本吸収分割の要旨

（１）本吸収分割の日程

　取締役会決議日　　：2026年２月12日

　吸収分割契約締結日：2026年２月12日

　効力発生日　　　　：2026年４月１日

（２）本吸収分割の方式

　当社を分割会社とし、Exa Enterprise AIを承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。

（３）本吸収分割に係る割当ての内容

　本吸収分割は、当社が当社の完全子会社との間で行うものであるため、無対価分割とし、Exa Enterprise AI

から株式の割当、金銭その他財産の交付は行われません。

（４）本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に係る取扱い

　当社が発行済の新株予約権について本吸収分割により承継されることはありません。また、当社は新株予約

権付社債を発行しておりません。

（５）本吸収分割により増減する資本金

　本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

（６）吸収分割承継会社が承継する権利義務

　Exa Enterprise AIは、HR Tech事業に関する資産、負債及び契約上の地位等の権利義務のうち、吸収分割契

約において定めるものを承継します。

（７）債務履行の見込み

　本吸収分割後に当社及びExa Enterprise AIが負担すべき債務について、その履行の見込みに問題はないもの

と判断しております。
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３．本吸収分割の当事会社の概要

 吸収分割会社 吸収分割承継会社

①　名称 株式会社エクサウィザーズ 株式会社Exa Enterprise AI

②　所在地 東京都港区芝浦四丁目２番８号 東京都港区芝浦四丁目２番８号

③　代表者の役職・氏名 代表取締役社長 CEO 春田　真 代表取締役　大植　択真

④　事業内容
AIを利活用したサービス開発による
産業革新と社会課題の解決

生成AI等のテクノロジーを利活用した
プロダクト・サービス等の企画・開
発・販売による企業の生産性の向上

⑤　資本金 2,491百万円 300百万円（準備金含む）

⑥　設立年月日 2016年２月 2023年10月

⑦　発行済株式数 87,156,500株（2026年３月末時点） 100株（2026年３月末時点）

⑧　決算期 ３月31日 ３月31日

⑨　大株主及び持株比率
（2026年３月末時点）

株式会社ベータカタリスト　 9.53％
坂根　裕　　　　　　　　　 4.40％
日本マスタートラスト
 信託銀行株式会社（信託口） 3.79％
 古屋　俊和                3.74％
株式会社ＲＨ　　　　　　　 3.49％
株式会社ＫＨ              3.49％
 株式会社日本カストディ銀行
（信託口）　　　　　　　　 3.43％
 上田八木短資株式会社　　　 2.33％
 春田　真　　　　          1.83％
 D4V1号投資事業有限責任組合 1.74％

株式会社エクサウィザーズ　100％
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑩　直前事業年度の経営成績及び財政状態（2026年３月期）

 株式会社エクサウィザーズ（連結） 株式会社Exa Enterprise AI

　純資産 4,750百万円 1,226百万円

　総資産 9,436百万円 2,343百万円

　１株当たり純資産 53.18円 12,266,477.49円

　売上高 11,996百万円 3,171百万円

　営業利益 1,594百万円 1,054百万円

　経常利益 1,566百万円 1,061百万円

　親会社株主に帰属する当期純利益 1,533百万円 664百万円

　１株当たり当期純利益 18.13円 6,646,710.88円
 

（注）「⑩直前事業年度の経営成績及び財政状態」のうち、Exa Enterprise AIの「親会社株主に帰属する当期純

利益」については、当期純利益を記載しています。
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４．分割する事業部門の概要

（１）分割する部門の事業内容

　DX人材育成サービス「exaBase DXアセスメント＆ラーニング」とAX人材育成ソリューションを主力商材とし

た企画・開発・営業を執り行うHR Tech事業

 
（２）分割する部門の経営成績

 HR Tech事業 (a) 2026年３月期連結実績 (b) 比率 (a/b)

売上高 988百万円 11,996百万円 8.24％
 

 
（３）分割する資産、負債の項目及び金額（2026年３月31日現在）

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 176百万円 流動負債 68百万円

固定資産 132百万円 固定負債 －百万円

合計 309百万円 合計 68百万円
 

 
５．実施する会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取

引等として会計処理を行う予定であります。
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（子会社の設立）

当社は、2026年３月12日開催の取締役会において、株式会社Exa Frontier Edgeを設立することについて決議いた

しました。

 
１．子会社設立の理由

近年、生成AIやAIエージェントの進化により、ソフトウエア開発や業務改善のあり方は大きく変化しつつありま

す。設計・開発・テスト・運用といった工程の多くがAIによって自動化・高度化されることで、最初からAIを前提

に構築された新しいサービスや新規参入企業が、既存の労働集約的なITサービス市場を根本から代替し、その構造

を一変させる可能性が急激に高まっています。

こうした急激な変化を先取りするためには、既存の組織や開発プロセスにAIを「追加」するだけでは不十分で

す。しがらみのない環境で、AIを前提とした組織設計・開発プロセス・サービスモデルをゼロから構築する、AIネ

イティブな発想が不可欠です。

当社は、この変革を自ら実践するため、AIエージェントを前提とした開発・運用プロセスを持つ株式会社Exa

Frontier Edgeを設立し、自ら既存のSI構造を打ち破ることで、次世代のAIネイティブSI市場の創出を目指します。

 
２．設立する子会社の概要

(１) 名称 株式会社Exa Frontier Edge

(２) 所在地 東京都港区芝浦四丁目２番８号

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役　福田　政史

(４) 事業内容 AI駆動開発を基盤とした、AI活用を前提とする設計・開発・運用

(５) 資本金 300百万円（準備金を含む）

(６) 決算期 ３月31日

(７) 大株主及び持株比率 株式会社エクサウィザーズ　100％
 

 
３．日程

(１）取締役会決議日：2026年３月12日

　(２）設立年月日　　：2026年４月１日

　(３）事業開始期日　：2026年６月１日
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（子会社株式の追加取得）

当社は、2026年４月22日開催の取締役会決議において、連結子会社である株式会社エクサホームケア（以下、

「エクサホームケア」）の株式を追加取得（以下、「本追加取得」）し、完全子会社化することを決議いたしまし

た。

 
１．本追加取得の理由

　本追加取得は、介護事業向けの中核プロダクト「CareWiz トルト」を展開するエクサホームケアを当社グループ

に完全統合するとともに、当社の完全子会社であり、医療事業向けAIプロダクトを提供する株式会社ExaMD（以下、

「ExaMD」）との連携を一層強化し、開発及び販売体制の効率化を図ることを目的として行うものです。 

　当社は、本追加取得により、株式会社ヤマシタが保有するエクサホームケアの全株式を取得し、エクサホームケ

アを完全子会社といたします。 

　なお、本追加取得と同時に、株式会社ヤマシタとの合弁契約は解消いたします。 

 

　　２．株式を取得する連結子会社（株式会社エクサホームケア）の概要

①　名称 株式会社エクサホームケア

②　所在地 東京都港区芝浦四丁目２番８号

③　代表者の役職・氏名 代表取締役　羽間　康至

④　事業内容
AIを利活用した介護・福祉用具関連
サービスの開発、販売

⑤　資本金 91百万円

⑥　設立年月日 2021年５月

⑦　発行株式数 200株

⑧　決算期 ３月31日

⑨　大株主及び持株比率
 株式会社エクサウィザーズ 51％
 株式会社ヤマシタ 49％

⑩　直近事業年度の経営成績及び財政状態（2026年３月）

　純資産 225百万円

　総資産 277百万円

　１株当たり純資産 1,127,172.78円

　売上高 236百万円

　営業利益 63百万円

　経常利益 63百万円

　当期純利益 65百万円

　１株当たり当期純利益 325,926.15円
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３．株式取得の相手先の概要

①　名称 株式会社ヤマシタ

②　所在地 静岡県島田市中河737

③　代表者の役職・氏名 代表取締役社長　山下　和洋

④　事業内容

　・　福祉用具レンタル・販売
　・　住宅改修
　・　居宅介護支援事業
　・　リネンサプライ
　・　寝具リース
　・　受託サービス事業

⑤　資本金 １億円

⑥　設立年月日 1963年３月６日

⑦　純資産 ―

⑧　総資産 ―

⑨　大株主及び持株比率 ―

⑩　上場会社と当該会社の関係 

資本関係 エクサウィザーズと合弁でエクサホームケアを設立

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 CareWiz トルトを顧客として利用

関連当事者への
該当状況

該当事項はありません。
 

※上記の⑦、⑧及び⑨は、相手先の要望により非開示とさせていただきます。

 
４．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況

①　異動前の所有株式数
 102株
（議決権の数：102個）、（議決権所有割合：51.0％） 

②　取得株式数
 98株
（議決権の数：98個）

③　取得価額 160百万円

④　異動後の所有株式数
 200株
（議決権の数：200個） 
（議決権所有割合：100.0％） 

 

 
５．日程

(１)取締役会決議日：2026年４月22日

(２)契約締結日　　：2026年４月30日

(３)株式譲渡実行日：2026年４月30日
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（連結子会社間の吸収合併及び連結子会社との吸収分割）

当社は、2026年５月12日開催の取締役会決議において、当社グループが展開するAIプロダクト事業のソーシャル領

域における介護事業向け「CareWiz」シリーズのポートフォリオを再編し（以下、「本組織再編」）、事業成長の加速

と経営資源の最適配分を図ることを目的に完全子会社である株式会社ExaMD（以下、「ExaMD」）に事業を集約するこ

とを決議しました。

 
１．本組織再編の概要

（１）本組織再編の目的

本組織再編は、当社のAIプロダクト事業セグメントのソーシャル領域における介護事業向けプロダクト

「CareWiz」シリーズについて、医療向けプロダクトを担う連結子会社である株式会社ExaMD（以下、「ExaMD」）を

中核とする体制へ再編することで、医療・介護の両分野におけるAX化を一層加速させることを目的とするもので

す。

具体的には、ExaMDに対し、これまで当社及び連結子会社である株式会社エクサホームケア（以下、「エクサホー

ムケア」）でそれぞれ分散していた介護向けのプロダクト群を集約し、当社グループ全体としての事業ポートフォ

リオと経営資源の配分を最適化しようとするものです。

 

（２）決定事項の一覧と位置づけ

　本組織再編は、以下の２つの取引から構成されます。

１　連結子会社間の吸収合併（以下、「本合併」）

エクサホームケアをExaMDに吸収合併させる組織再編を行い、エクサホームケアの主力商品である「CareWiz ト

ルト」も同時にExaMDへ統合します。

２　親子会社間の吸収分割（以下、「本吸収分割」）

当社を分割会社、ExaMDを承継会社とし吸収分割を行い、当社に残存する「CareWiz タクスト」及び「CareWiz

BCP」をExaMDに承継させます。

 

２．連結子会社間の吸収合併

（１）本合併の目的

「１．本組織再編の概要」に記載の通り、エクサホームケアが展開する「CareWiz トルト」と、ExaMDが有する医

療・介護データ基盤やプロダクト開発機能を統合し、介護領域におけるプロダクトポートフォリオの一元管理と開

発・営業体制の効率化を図ることを目的とするものです。

 

（２）本合併の主旨

①本合併の日程

　取締役会決議日　　　　　：2026年５月12日

　契約締結日　　　　　　　：2026年５月12日

　実施予定日（効力発生日）：2026年７月１日（予定）

　②本合併の方式

　ExaMDを存続会社とし、エクサホームケアを消滅会社とする吸収合併方式です。

③本合併に係る割当ての内容

　本合併による新株式の発行及び金銭等の交付はありません。

④消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

　該当事項はありません。
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（３）本合併当事会社の概要

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社

①　名称 株式会社ExaMD 株式会社エクサホームケア

②　所在地 東京都港区芝浦四丁目２番８号 東京都港区芝浦四丁目２番８号

③　代表者の役職・氏名 代表取締役　羽間　康至 代表取締役　羽間　康至

④　事業内容

認知症をはじめとする健康・医療
テーマに関する社会課題解決を目的
とした、マルチモーダルAI技術を用
いたプロダクトやサービス等の企
画・開発・販売・アライアンス（プ
ログラム医療機器を含む）

AIを利活用した介護・福祉用具関連
サービスの開発、販売

⑤　資本金 150百万円 91百万

⑥　設立年月日 2024年２月 2021年５月

⑦　発行株式数 600株 200株

⑧　決算期 ３月31日 ３月31日

⑨　大株主及び持株比率 株式会社エクサウィザーズ　100％ 株式会社エクサウィザーズ　100％

⑩直近事業年度の経営成績及び財政状態（2026年３月）

 株式会社ExaMD 株式会社エクサホームケア

　純資産 234百万円 225百万円

　総資産 304百万円 277百万円

　１株当たり純資産 391,361.46円 1,127,172.78円

　売上高 92百万円 236百万円

　営業利益又は営業損失（△） △135百万円 63百万円

　経常利益又は経常損失（△） △142百万円 63百万円

　当期純利益又は当期純損失（△） △123百万円 65百万円

　１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

△205,843.91円 325,926.15円
 

 
（４）本合併後の状況

本合併による吸収合併存続会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期はいずれも変

更ありません。
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３．親子会社間の吸収分割

（１）本吸収分割の目的

「１．本組織再編の概要」に記載の通り、当社に残存する介護事業向けプロダクトであるCareWizシリーズの

「CareWiz タクスト」及び「CareWiz BCP」に関わる事業（以下、「本事業」）をExaMDに承継させ、介護事業向けプ

ロダクト群をExaMDに集約することで、事業運営の一体化と意思決定の迅速化を実現することを目的とするものです。

 
（２）本吸収分割の主旨

①本吸収分割の日程

　取締役会決議日　　　　：2026年５月12日

　契約締結日　　　　　　：2026年５月12日

　実施予定日（効力発生）：2026年７月１日（予定）

②本吸収分割の方式

当社を分割会社とし、ExaMDを承継会社とする簡易吸収分割です。

③本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割は、当社が当社の完全子会社との間で行うものであるため、無対価分割とし、ExaMDから株式の割

当、金銭その他財産の交付は行われません。本合併による新株式の発行及び金銭等の交付はありません。

④本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行済の新株予約権について本吸収分割により承継されることはありません。また、当社は新株予約権

付社債を発行しておりません。

⑤本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

⑥承継会社が承継する権利義務

ExaMDは、本事業に関する資産、負債及び契約上の地位等の権利義務のうち、吸収分割契約において定めるもの

を承継します。

⑦債務履行の見込み

本吸収分割において、当社及びExaMDが負担すべき債務について、その履行の見込みに問題はないと判断してい

ます。
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（３）本吸収分割の当事会社の概要

 分割会社 承継会社

①　名称 株式会社エクサウィザーズ 株式会社ExaMD

②　所在地 東京都港区芝浦四丁目２番８号 東京都港区芝浦四丁目２番８号

③　代表者の役職・氏名 代表取締役社長 CEO 春田　真 代表取締役　羽間　康至

④　事業内容
AIを利活用したサービス開発による
産業革新と社会課題の解決

認知症をはじめとする健康・医療テー
マに関する社会課題解決を目的とし
た、マルチモーダルAI技術を用いたプ
ロダクトやサービス等の企画・開発・
販売・アライアンス（プログラム医療
機器を含む）

⑤　資本金 2,491百万円 150百万円

⑥　設立年月日 2016年２月 2024年２月

⑦　発行済株式数 87,156,500株（2026年３月末時点） 600株

⑧　決算期 ３月31日 ３月31日

⑨　大株主及び持株比率
（2026年３月末時点）

株式会社ベータカタリスト　 9.53％
坂根　裕　　　　　　　　　 4.40％
日本マスタートラスト
 信託銀行株式会社（信託口） 3.79％
 古屋　俊和                3.74％
株式会社ＲＨ　　　　　　　 3.49％
株式会社ＫＨ              3.49％
 株式会社日本カストディ銀行
（信託口）　　　　　　　　 3.43％
 上田八木短資株式会社　　　 2.33％
 春田　真　　　　          1.83％
 D4V1号投資事業有限責任組合 1.74％

株式会社エクサウィザーズ　100％
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑩　直前事業年度の経営成績及び財政状態（2026年３月期）

 株式会社エクサウィザーズ（連結） 株式会社ExaMD

　純資産 4,750百万円 234百万円

　総資産 9,436百万円 304百万円

　１株当たり純資産 53.18円 391,361.46円

　売上高 11,996百万円 92百万円

　営業利益又は営業損失（△） 1,594百万円 △135百万円

　経常利益又は経常損失（△） 1,566百万円 △142百万円

　親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純損
失（△）

1,533百万円 △123百万円

　１株当たり当期純利益又は１株当
たり当期純損失（△）

18.13円 △205,843.91円
 

（注）「⑩直前事業年度の経営成績及び財政状態」のうち、株式会社ExaMDの「親会社株主に帰属する当期純利益又は

親会社株主に帰属する当期純損失（△）」については、当期純損失を記載しています。
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（４）分割する事業部門の概要

①分割又は承継する部門の事業内容

i. AIを活用して書類作成・印刷・封入・郵送・署名回収の時間とコストを削減、効率化できる介護事業者向

け電子書類管理サービス「CareWizタクスト」に関する事業

ii. AIを活用して介護事業者のBCP（事業継続計画）を策定、緊急連絡、運用をトータルで支援するサービス

「CareWiz BCP」に関する事業

 

②分割又は承継する部門の経営成績（2026年３月期）

i. CareWizタクスト

 本事業（ａ)
2026年３月期連結実績

（ｂ）
比率（ａ/ｂ）

売上高 44百万円 11,996百万円 0.37％
 

 
ii. CareWiz BCP

 本事業（ａ)
2026年３月期連結実績

（ｂ）
比率（ａ/ｂ）

売上高 9百万円 11,996百万円 0.08％
 

 
③分割又は承継する資産、負債の項目及び帳簿価額（2026年３月31日時点）

i. CareWizタクスト

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 12百万円 流動負債 9百万円

固定資産 －百万円 固定負債 －百万円

合計 12百万円 合計 9百万円
 

 
ii. CareWiz BCP

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 3百万円 流動負債 1百万円

固定資産 －百万円 固定負債 －百万円

合計 3百万円 合計 1百万円
 

 
（５）本吸収分割後の状況

本吸収分割による当社及びExaMDの商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期の変更はありません。
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（子会社の設立）

当社は、2026年６月９日開催の取締役会において、株式会社Exa Interaction Design Labを設立することについ

て決議いたしました。

 
１．子会社設立の理由

近年、生成AIの進化によりコーディングエージェントが急速に普及し、ソフトウェア開発の生産性は飛躍的に向

上しています。一方で、一部の外部AIプラットフォームに依存するケースが増え、特定ベンダーへの依存やAPI料金

の高騰や料金体系変更によるコストリスク、モデル更新や仕様変更による技術選択の制約など、中長期的な経営・

技術リスクが顕在化しつつあります。

また、AIエージェント時代においては、「人がシステムを操作する」世界から、「AIが業務を遂行し、人が意思

決定を行う」世界へと急速にシフトしており、企業はこの流れに合わせて業務プロセスそのものを再設計できる余

地が生まれます。画面遷移を中心に設計していたシステムを、自然言語を用いたエージェントとの対話を前提とし

た設計に変化していくことが想定されます。

このような環境下で当社が持続的な競争力を維持・強化していくためには、汎用的な技術を利用するだけでな

く、当社独自のAI技術を先駆けて開発していく必要があります。

また、当社はグループ全体の成長とシナジー最大化を目的として、グループシナジー戦略「3P×フロンティア」

を掲げています。「フロンティア」とは、機動性が高く、特定の事業・業界に特化した戦略子会社群を指してお

り、それぞれが現場に深く入り込むことで、AIの社会実装を加速させることを目指しています。

こうした社会的・事業的背景を踏まえ、中長期的な視点で当社グループの技術基盤と競争優位性を強化していく

ことを目的に、将来の事業環境を見据えたAI技術の開発と、その成果のプロダクトやサービスへの横断的な実装を

担う専門組織として、株式会社Exa Interaction Design Labを設立することとしました。

 
 ２．設立する子会社の概要

(１) 名称 株式会社Exa Interaction Design Lab

(２) 所在地 東京都港区芝浦四丁目２番８号

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役　坂根　裕

(４) 事業内容
・AIエージェントを活用した業務変革に関する技術の研究開発
・ローカルLLM基盤及びAIエージェント基盤の構築・運用、並びに自然言語によ
る対話を前提とした動的なUI/UXの設計開発

(５) 資本金 100百万円（準備金を含む）

(６) 決算期 ３月31日

(７) 大株主及び持株比率 株式会社エクサウィザーズ　100％
 

 
３．日程

(１）取締役会決議日：2026年６月９日

(２）設立年月日　　：2026年７月（予定）

(３）事業開始期日　：2026年７月（予定）
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（子会社の設立）

当社は、2026年６月22日開催の取締役会において、株式会社エクサフォワード九州を設立することについて決議

いたしました。

 
１．子会社設立の理由

当社グループは、これまでAIプロダクト・サービスの提供を通じて、九州地域の顧客企業における業務効率化及

び人手不足の解消を支援してまいりました。同地域においては、少子高齢化や都市部への人口流出を背景に人手不

足が深刻化しており、AIの活用による生産性向上及び優秀な人材の確保が、地域企業の重要な経営課題となってお

ります。一方で、当社グループによる東京本社からのリモートを中心とした対応では、顧客との関係構築や現地で

の優秀な人材の獲得において課題が顕在化していました。

また、政府が策定を進める「地域未来戦略」において、九州ではAIが重点分野に含まれることが見込まれてお

り、自治体や事業者の「AIトランスフォーメーション」の推進や、人材育成等への政策的後押しが本格化しつつあ

ります。

当社グループにおいては、今後のグループ全体の成長とシナジー最大化を企図した「３Ｐ×フロンティア」戦略

を掲げており、事業・業界に特化した機動性の高い戦略子会社群（フロンティア）が特定領域へ深く関与すること

で、AI実装を加速させることを目指しています。

こうした人手不足という社会課題、地域未来戦略をはじめとする政策動向及び当社グループのフロンティア戦略

を踏まえ、地域に根ざしたビジネスモデルを構築し、九州・西日本の企業及び行政機関に深く入り込んでAI実装を

支援するため、株式会社エクサフォワード九州を設立することとしました。福岡市を研究開発・人材育成の拠点と

し顧客企業のDX推進に貢献するとともに、将来的に地場の有力企業との戦略的パートナーシップや資本面での連携

構築も目指してまいります。

 
 ２．設立する子会社の概要

(１) 名称 株式会社エクサフォワード九州

(２) 所在地 福岡県福岡市内

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役　小山　貴大

(４) 事業内容
常駐型AI実装サービス、及び同サービスを通じて得られる知見に基づくAIエー
ジェント技術・業務アプリケーション・ソフトウエアの研究開発

(５) 資本金 300百万円（準備金を含む）

(６) 決算期 ３月31日

(７) 大株主及び持株比率 株式会社エクサウィザーズ　100％
 

 
３．日程

(１）取締役会決議日：2026年６月22日

(２）設立年月日　　：2026年８月（予定）

(３）事業開始期日　：2026年11月（予定）
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 600 360 1.10 －

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

1,950 1,875 1.17 2027年～2030年

合計 2,550 2,235 － －
 

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりです。

 
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 360 1,410 60 45
 

 

【資産除去債務明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務

76 17 - 94
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (百万円) 5,238 11,996

税金等調整前
中間(当期)純利益

(百万円) 539 1,546

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(百万円) 385 1,533

１株当たり
中間(当期)純利益

(円) 4.59 18.13
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 ※１  1,006 ※１  812

  売掛金及び契約資産 ※２  1,302 ※２  1,538

  前払費用 287 392

  未収入金 ※２  302 ※２  383

  その他 ※２  144 ※２  176

  貸倒引当金 － △0

  流動資産合計 3,043 3,302

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 11 53

    減価償却累計額 △11 △11

    建物（純額） 0 42

   工具、器具及び備品 70 128

    減価償却累計額 △70 △77

    工具、器具及び備品（純額） 0 51

   有形固定資産合計 0 93

  無形固定資産   

   ソフトウエア 54 623

   無形固定資産合計 54 623

  投資その他の資産   

   投資有価証券 40 40

   関係会社株式 3,538 3,754

   関係会社出資金 9 9

   敷金及び保証金 175 218

   繰延税金資産 27 403

   その他 0 1

   投資その他の資産合計 3,792 4,428

  固定資産合計 3,846 5,145

 資産合計 6,890 8,447
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  未払金 ※２  341 ※２  631

  未払費用 286 262

  未払法人税等 28 38

  契約負債 81 121

  預り金 54 56

  １年内返済予定の長期借入金 600 360

  その他 75 90

  流動負債合計 1,467 1,559

 固定負債   

  長期借入金 1,950 1,875

  資産除去債務 56 73

  固定負債合計 2,006 1,948

 負債合計 3,473 3,508

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,440 2,491

  資本剰余金   

   資本準備金 3,088 3,138

   その他資本剰余金 1,500 1,500

   資本剰余金合計 4,588 4,638

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △2,480 △1,605

   利益剰余金合計 △2,480 △1,605

  自己株式 △1,182 △685

  株主資本合計 3,366 4,839

 新株予約権 51 99

 純資産合計 3,417 4,939

負債純資産合計 6,890 8,447
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② 【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

売上高 ※１  5,089 ※１  5,462

売上原価 2,157 1,549

売上総利益 2,932 3,912

販売費及び一般管理費 ※２  3,600 ※２  4,049

営業損失（△） △668 △137

営業外収益   

 受取利息及び配当金 1 3

 為替差益 3 2

 助成金収入 0 －

 業務受託料 ※１  323 ※１  626

 その他 0 3

 営業外収益合計 328 635

営業外費用   

 支払利息 28 25

 支払手数料 3 6

 営業外費用合計 31 31

経常利益又は経常損失（△） △371 466

特別利益   

 固定資産売却益 ※３  0 ※３  2

 関係会社株式売却益 83 －

 新株予約権戻入益 － 0

 特別利益合計 84 2

特別損失   

 固定資産除却損 ※４  3 ※４  0

 減損損失 ※５  1,086 －

 投資有価証券評価損 140 －

 特別損失合計 1,231 0

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,518 469

法人税、住民税及び事業税 △126 △30

法人税等調整額 90 △376

法人税等合計 △36 △406

当期純利益又は当期純損失（△） △1,482 875
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

新株

予約権

純資産

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
その他資本

剰余金

資本

剰余金

合計

その他

利益

剰余金

利益

剰余金

合計繰越利益剰

余金

当期首残高 2,401 3,048 1,506 4,555 △998 △998 △1,203 4,753 38 4,792

当期変動額           

新株予約権の行使 39 39  39  －  78  78

自己株式の取得    －  －  －  －

当期純損失（△）    － △1,482 △1,482  △1,482  △1,482

自己株式の処分    －  － 15 15  15

株式付与ESOP信託に対

する自己株式の処分
  △5 △5  － 88 83  83

株式付与ESOP信託によ

る自己株式の取得
   －  － △83 △83  △83

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
   －  －  － 12 12

当期変動額合計 39 39 △5 33 △1,482 △1,482 21 △1,387 12 △1,374

当期末残高 2,440 3,088 1,500 4,588 △2,480 △2,480 △1,182 3,366 51 3,417
 

 

当事業年度(自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

新株

予約権

純資産

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
その他資本

剰余金

資本

剰余金

合計

その他

利益

剰余金

利益

剰余金

合計繰越利益剰

余金

当期首残高 2,440 3,088 1,500 4,588 △2,480 △2,480 △1,182 3,366 51 3,417

当期変動額           

新株予約権の行使 50 50  50  －  101  101

自己株式の取得    －  － △0 △0  △0

当期純利益    － 875 875  875  875

自己株式の処分   △0 △0  － 496 496  496

株式付与ESOP信託に対

する自己株式の処分
   －  －  －  －

株式付与ESOP信託によ

る自己株式の取得
   －  －  －  －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
   －  －  － 48 48

当期変動額合計 50 50 △0 50 875 875 496 1,473 48 1,521

当期末残高 2,491 3,138 1,500 4,638 △1,605 △1,605 △685 4,839 99 4,939
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

 
(2) その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

 
２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

個別法による原価法によっております。

 
３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物については定額法、工具、器具及び備品については定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　８年～15年

工具、器具及び備品　４年～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウエア　　　　３年

 
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 
５．引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 
６．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する

通常の時点（収益を認識する通常の時）は以下のとおりであります。

 
(1) AIプロダクト事業

AIプロダクト事業においては、多くの企業に共通した業務課題に向けて、顧客の業務プロセスに簡易に導入・

活用可能なAIソフトウエア群を提供しており、顧客に対する知的財産のライセンスの供与が履行義務となってお

ります。

契約上、知的財産を使用する権利を顧客に付与する場合は、一時点で充足される履行義務として処理し、顧客

がライセンスを使用して当該知的財産からの便益を享受できるようになった時点で収益を認識しております。

一方、契約上、ライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利を顧客に付与する場合は、一定の期間に

わたり充足される履行義務として処理し、ライセンス期間にわたって収益を認識しています。
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(2) AIソリューションサービス事業

AIソリューションサービス事業においては、顧客に対し、当社グループのAIプラットフォーム「exaBase」に蓄

積されたデータ基盤を用いたコンサルティング・サービスの提供、アルゴリズム・ソフトウエア開発等の履行義

務を負っており、顧客のデジタル・AI戦略やDX等の推進体制の立案・実行及び投資効果の最大化を支援しており

ます。

　顧客とは主として準委任契約を締結しており、顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享

受することから、一定の期間にわたり、各月において充足した履行義務に対応する収益を認識しております。

 　また、請負契約及び一部の準委任契約については、顧客との契約における義務を履行することにより、別の用

途に転用することができない資産が生じ、顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収

受する強制力のある権利を有していることから、履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期間にわたり収益

を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、見積総原価に対する発生原価の割合（イ

ンプット法）によっております。

 
７．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

該当事項はありません。
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(重要な会計上の見積り)

固定資産の減損

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

 当事業年度

減損損失 -

有形固定資産 93

無形固定資産 623
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

事業用資産について、当社は管理会計上の区分を基礎として、グルーピングを行っております。減損の兆候が

ある資産グループについて、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と固定資産の

帳簿価額を比較し、減損損失を認識すべきであると判定された資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

しております。当事業年度において、当社が保有する一部の固定資産に減損の兆候が生じておりましたが、判定

の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を上回っており、減損損失の認識を行って

おりません。

 
②　主要な仮定

事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積りに際して、受注見込みに基づく売上高予測及び人員計画に

基づく人件費を主要な仮定としております。

 
③　翌事業年度の財務諸表に与える影響

翌事業年度以降の実績は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があります。主要

な仮定が乖離することで損益や収支見込が悪化した場合、翌事業年度の財務諸表において、減損損失を計上する

可能性があります。

 
(追加情報)

(株式付与ESOP信託)

　株式付与ESOP信託に自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項（追加情

報）」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

 
（資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分）

　資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分に関する注記については、連結財務諸表「注記事項（追加情

報）」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

 
（資本業務提携に伴う第三者割当による新株式の発行）

　資本業務提携に伴う第三者割当による新株式の発行に関する注記については、連結財務諸表「注記事項（追加情

報）」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
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(貸借対照表関係)

※１ 当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

当座貸越極度額の総額 1,500百万円 1,500百万円

借入実行金額 －百万円 －百万円

差引額 1,500百万円 1,500百万円
 

 

※２ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

短期金銭債権 487百万円 561百万円

短期金銭債務 118百万円 128百万円
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(損益計算書関係)

※１　関係会社との取引高

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

営業取引以外の取引高     

業務受託料 323百万円 626百万円
 

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度34％、当事業年度36％、一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合は前事業年度66％、当事業年度64％です。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

給料及び手当 1,462百万円 1,568百万円

業務委託費 705 881 

採用費 215 120 

雑給 234 236 

研究開発費 130 200 

減価償却費 32 8 
 

 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

工具、器具及び備品 0百万円 2百万円
 

 
※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

建物 3百万円 －百万円

工具、器具及び備品 0  0 
 

 
※５　減損損失

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

「第５ 経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項（連結損益計算書関係）」に同一の内容

を記載しているため、注記を省略しております。

 
当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。
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(有価証券関係)

子会社株式、投資有価証券及び関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。

なお、市場価格のない株式等(子会社株式、投資有価証券、関係会社出資金及び出資金)の貸借対照表計上額は以下

のとおりです。

区分 前事業年度 当事業年度

子会社株式 3,538百万円 3,738百万円

関係会社株式 －百万円 16百万円

投資有価証券 40百万円 40百万円

関係会社出資金 9百万円 9百万円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2025年３月31日)  
当事業年度

(2026年３月31日)

繰延税金資産      

未払事業税 13百万円  17百万円

減損損失及び減価償却超過額 572  355 

ソフトウエア 2  0 

関係会社投資 1  1 

資産除去債務 19  17 

税務上の繰越欠損金 307  309 

その他 155  83 

繰延税金資産小計 1,073  786 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △307  △70 
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
（注１）

△722  △294 

評価性引当額小計 △1,029  △364 

繰延税金資産合計 43  421 

繰延税金負債      

資産除去費用 △16  △17 

繰延税金負債合計 △16  △17 

繰延税金資産(負債)の純額 27  403 
 

(注) １．評価性引当額の変動の主な要因は、減損損失及び減価償却超過額に係る評価性引当額の減少であります。

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前事業年度

(2025年３月31日)  
当事業年度

(2026年３月31日)

法定実効税率 　税引前当期純損失を計上し
ているため、記載を省略して
おります。

 30.62％

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.21％

住民税均等割  1.51％

評価性引当額の増減  △113.01％

税務上の繰越欠損金の利用  △7.37％

その他  0.41％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △86.63％
 

 
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社はグループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱

い」(企業会計基準委員会　実務対応報告第42号　2021年８月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又は

これらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

 
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」

に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 
(重要な後発事象)

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分 資産の種類
期首
帳簿価額
(百万円)

当期
増加額
(百万円)

当期
減少額
(百万円)

当期
償却額
(百万円)

期末
帳簿価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

期末
 取得原価
(百万円)

有

形

固
定
資
産

建物 0 42 － 0 42 11 53

工具、器具及び備品 0 61 0 10 51 77 128

計 0 104 0 10 93 89 182

無

形

固
定
資
産

ソフトウエア 54 688 － 120 623 － 623

計 54 688 － 120 623 － 623
 

（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウェア exaBase Studio 338百万円

ソフトウェア exaBase DXアセスメント＆ラーニング 161百万円

ソフトウェア exaBase ロープレ 　80百万円

ソフトウェア exaBase 面談要約 　63百万円

ソフトウェア exaBase ロープレ・面談要約などの共通基盤 　43百万円
 

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 － 0 － － 0
 

 
(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 
(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 毎年３月31日

剰余金の配当の基準日
毎年９月30日
毎年３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告の方法により行う。
https://exawizards.com/announcement/
ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が
生じた場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)　当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利

(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

(第10期)(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)　2025年６月24日関東財務局長に提出。

 
(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2025年６月24日関東財務局長に提出。

 
(3) 半期報告書及び確認書

(第11期中)(自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)　2025年11月11日関東財務局長に提出。

 
(4) 臨時報告書

①　2025年５月14日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号

（財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であ

ります。

 
②　2025年５月21日関東財務局長に提出。

2025年２月12日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するた

め臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 
③　2025年６月25日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会

における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書であります。

 
③　2025年７月24日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（届出を要

しない株券等又は新株予約権証券等の発行）の規定に基づき提出するものであります。

 
④　2026年２月12日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号（吸収分割の決

定）の規定に基づき提出するものであります。

 
⑤　2026年４月16日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異

動）の規定に基づき提出するものであります
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(5) 有価証券届出書（第三者割当による自己株式の処分）及びその添付書類

2025年５月28日関東財務局長に提出

 
(6) 有価証券届出書（第三者割当による新株式の発行）及びその添付書類

①　2026年３月31日関東財務局長に提出

株式会社三井住友フィナンシャルグループを第三者割当先とした資本業務提携契約の締結

 
②　2026年４月８日関東財務局長に提出

2026年３月31日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

2026年６月22日

株式会社エクサウィザーズ

取締役会　御中

 
EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 本　　間　　愛　　雄  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 齊　　藤　　寛　　幸  

 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社エクサウィザーズの２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監

査を行った。

 
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社エクサウィザーズ及び連結子会社の２０２６年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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AIソリューションサービス事業（準委任契約）に係る売上高の発生及び期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】（セグメント情報等）に記載のとおり、
当連結会計年度の連結売上高（外部顧客への売上高）は
11,996百万円であり、このうちAIソリューションサービ
ス事業に係る外部顧客への売上高は7,080百万円と、連
結売上高の59.0％を占めている。売上高は、連結財務諸
表における主要な勘定科目であり、当該事業は会社の業
績に重要な影響を与えている。
【注記事項】（連結財務諸表作成のための基本となる
重要な事項）3 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益
及び費用の計上基準に記載のとおり、AIソリューション
サービス事業に係る取引は、顧客との契約に基づき役務
を提供するものであり、履行義務の充足に応じて一定の
期間にわたり売上高が計上されている。これらの取引の
うち、特に株式会社エクサウィザーズにおける取引は、
顧客ごとに役務提供の内容や契約条件が異なるなど取引
の個別性が高く、1件当たりの取引金額が比較的多額と
なる取引が含まれている。また、当該取引において提供
される役務は、契約上、成果物の納入義務を伴わないこ
とが多く、無形の役務であることから、役務提供の実態
を客観的又は物理的に把握することが相対的に困難であ
る。
以上から、当監査法人は、AIソリューションサービス
事業（準委任契約）に係る売上高について、その発生及
び期間帰属の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財
務諸表監査において特に重要であると判断し、監査上の
主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、株式会社エクサウィザーズのAIソ
リューションサービス事業（準委任契約）に係る売上高
の発生及び期間帰属の適切性を検討するため、主として
以下の監査手続を実施した。
（１）内部統制の評価
準委任契約に係る取引について、契約条件が販売管理
システムに正確に登録され、売上高が適切な期間に計上
されることを担保するために会社が構築した内部統制の
整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
（２）売上高の発生及び期間帰属の適切性の検討
・一定の金額的重要性等を考慮して抽出した取引につ
いて、契約書及び入金証憑等との突合を行った。また、
契約内容及び役務提供の状況について、担当者への質問
及び関連資料の閲覧を実施し、売上取引が実際に発生し
ているか、及び計上の根拠の妥当性を検討した。
・決算日前後の売上取引について証憑突合を実施し、
売上高が適切な期間に計上されているかどうかを検討し
た。
・決算日時点の主要な売掛金残高について、取引先に
対する残高確認手続を実施し、当該売掛金の実在性を検
証した。
・販売管理システムを通さずに会計システムへ直接計
上された重要な売上取引の有無を検証した。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社エクサウィザー

ズの２０２６年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社エクサウィザーズが２０２６年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務

諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他
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の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

 
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内

部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監査

の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

2026年６月22日

株式会社エクサウィザーズ

取締役会　御中

 
EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 本　　間　　愛　　雄  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 齊　　藤　　寛　　幸  

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社エクサウィザーズの２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの第１１期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ

いて監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社エクサウィザーズの２０２６年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
AIソリューションサービス事業（準委任契約）に係る売上高の発生及び期間帰属の適切性

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（AIソリューションサービス事業（準委任契
約）に係る売上高の発生及び期間帰属の適切性）と同一内容であるため、記載を省略している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
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行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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